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特集/GAC2004 :世界アスベスト額

アスベスhのない世界は 夢ではなく近い将来の目標 
ともに変化を起こす決意を確認

古谷杉郎
全国安全センター •元GAC2004組織委員会事務局長

40か国•地域から800人が参加
フィナーレを迎え天明佳臣組織委員長(全国安全 

センター議長)は、拳を力強く握りしめ、「We made it I」 
と宣言した。同時通訳者はこれを、「達成しました。や 
りました。」と通訳。「もちろん、アスベストのない世界 
の実現に向けて、これからやるべきことはたくさんあ 
ります。しかし、もはや夢ではなく、近い将来の現実 
的な目標なのです。私たちはともに力を合わせて、 
未来に向けて変化を起こすことができるのです。こ 
こに正式に会議の閉会を宣します」。
全員総立ち、なりやまない拍手のなか、「Together 

for the futureJをメインテーマに掲げて、11月19日か 
ら21日の3日間、早稲田大学国際会議場で開催さ 
れた「2004年世界アスベスト東京会議(GAC2004: 
Global Asbestos Congress 2004 in Tokyo)」tS幕を 
閉じたのだった。
世界の40近くの国と地域からの、120名の海外か 

らの代表を含めて、800名が参加。口演•ポスター 
を合わせた発表数は、下記のとおり、150本にのぼっ 
たこの会議の総括は一筋縄ではいかないと感じて 
いる。現実問題として、同時に進行した全体会議の 
各セッションとワークショップ、ポスターセッションや
2安全センター情報2005年3月号

写真展、ビジュアル•メッセージ展、展示ブース、ソー 
シャル•イベント等々、さらにはその合間を縫ってあ 
るいは会議の前後に行われた大小様々の交流の 
輪のすべてを目撃したものは誰もいない。

国内 海外 合計
全体会議 29本 39本 68本
ワークショップ 28本 23本 51本
ポスター 3本 21本 24本
論文提出 7本 7本
合計 60本 90本 150本

残された記録は、ビデオ•テープが26本(120分 
VHS12本、70分mini DV14本)と録音テープが54 
本(日本語版と英語版が各々120分12本と47分15 
本)。これとても大ホールとワークショップ会場のロ 
演発表と討論が記録されているだけではあるが、裏 
方を支えていただいた方々にも視聴してもらえるよ 
うにとデジタル化して、3枚のDVDに何とかまとめる 
ことができた(ビデオのみ1枚のバージョンも用意)。
発表(フルペーパー)を中心にしたプロシーディン 

グスは、CD1枚のかたちで今春、遅くとも夏の完成 
をめざして、東京、ロン'ドン、カリフオルニアにまたが 
る共同作業が始まったところである。なお、150本す 
ベての発表の抄録の日本語版と英語版、写真展「静



GAC2004の閉会を宣言する天明組織委員長(2004年12月21日早稲田大学国際会議場 右から2人目が筆者)

かな時限爆弾=アスベスト：被災者からのメッセー 
ジ」、ビジュアル•メッセージ展の応募作品と選考結 
果、会議の模様を撮影した写真記録が、GAC2004 
のウェブサイト(http://park3.wakwak.com  厂 gac 
2004/)に掲載されているので、ご覧いただきたい。 
参加者に配付したプログラム、抄録集も、1,500円で 
頒布できるので、ご希望の方はご連絡ください。
組織委員会自体は以上の作業のめどを付け、ま 

た幸いにも黒字の決算報告を確認して後援•協賛 
団体等に報告し、それ以降対処が必要な問題の処 
理については石綿対策全国連絡会議に委ねて解 
散した。しかし、会議を契機としてマスコミも再びアス 
ベスト問題を取り上げはじめ、新聞だけでなく、NHK、 
フジテレビ、テレビ朝日が各々アスベスト問題の特 
集を放映している。そのたびに全国安全センターや 
各地の安全センター等に寄せられる相談や問い合 
わせも激増中である。会期中にも中皮腫•じん肺• 
アスベストセンターのブースに臨時電話を引いて「中 
皮腫•アスベスト(石綿)ホットライン」を実施。同セン 
ター及び地域安全センターのスタッフや医師が対応 
したが、3日間で93件の相談が寄せられている。
海外の参加者からの感想や報告も少しずつ届け 

られており、ローリー•カザンアレン女史の60頁、 
26,000語に及ぶ膨大なレポートがIBAS (アスベス

卜禁止国際書記局)のウェブサイトに掲載されたと 
ころだカミ(http://www.ibas.btinternet.co.uk)、彼 
女が指摘するように、「GAC2004の波及効果の正 
確な評価は、何年かしてからでしかできないだろう」。

東京宣言
ただしGAC2004の具体的な成果のひとつとして、 

「東京宣言」がある(4〜5頁囲み参照)。これは、天 
明佳臣組織委員長、ローリー •カザンアレン(イギリ 
ス：IBASコーディネーター)、バリー.キャッスルマ 
ン(アメリカ:環境コンサルタント、『アスベスト：医学 
的•法的側面』の著者)、ペク•トンミョン(韓国：ソウ 
ル大学保健大学院産業保健学教授)、ッシャ.カン. 
ジョシ(インド：労働•環境保健センター所長•プロジヱ 
クト•ディレクター)、フェルナンダ•ギアナージ(ブラ 
ジル:労働安全衛生監督官、アスベスト曝露者協会)、 
フィオーナ•マリー(スイス：国際建設木産労働組合 
連盟(IFBWW)労働安全環境部長)、ローラン•ボー 
ゲル(ベルギー：ヨーロッパ労連労働安全衛生部 
(ETUC-TUTB)リサーチ•オフィサー)をメンバーと 
した起草委員会で練り上げ、参加者に配付された後、 
会議最終日に拍手によって採択されたものである 
が、事務局としては、〇〇は△△すべきであるといっ
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東京宣言
世界の40余の国と地域から、2004年11月19日から21日まで2004年世界アスベスト東京会議 

(GAC2004)に集まった参加者は、立証された発がん物質であるアスベストのすべての種類による破 
壊的な健康への影響に鑑み、各国の政府、団体、グループと人びとに対して、次のようなアピールを 
発する。アスベスト•リスクを根絶するための国際的なイニシアティブを強調しつつ、参加者はさら 
にそれらを強固なものにするために緊急な行動を起こしていくことに同意する。
① 禁止：
すべての国が、アスベストの採掘、使用、貿易、再利用の禁止を採用すべきである。確立された 

規貝!!と手順に従って、アスベストの安全な除去と廃棄が行われなければならない。
② 労働者及び一般の人々の保護：
アスベスト含有製品に曝露する可能性のある労働者および一般の人びとは、それらの人々自身 

が積極的に参加して開発された適切なリスク•マネジメント手段によって保護されなければならない。 
環境的に損傷を受けた地域の回復も、優先して取り組まれなければならない。
③ 代替品：
より有害性が少く、かつ実用可能であることに十分配慮しながら、アスベストの代替品が使用され 

るべきである。
④ 情報交換：
国際機関、関連団体と関心をもつ人々との共同作業によって、すぐに利用できる情報資料を開発

た要求を一方的に並べるのではなく、参加者自らが 
こう行動していくという決意を表明するようなスタイル 
になるように意をくだいたつもりである。
すでに数か国語に翻訳されているという報告を聞 

いているが、「東京宣言」の宣伝•普及とその内容を 
実践•実現していくことが、会議が残した重要な課題 
のひとつであることは間違いない。

世界中の被災者•家族(支援)組織
会議の参加者は、アスベスト被災者とその家族、 

市民、労働者、それらの団体の代表、医療従事者、 
弁護士、様々な分野の専門家•研究者、行政関係 
者、学生等々、実に多彩であり、まさに「学際的」会 
議であることを体現した。
インド(グジャラート州火力発電所の元労働者で 

石綿肺患者一被災者組織はまだできていない)、ア 
刈力(白い肺協会(WLA))、カナダ(ケベック•アス

ベスト被災者協会(AVAQ))、スコットランド(クライ 
ドバンク.アスベスト.グループ(CAG))のアスベス 
卜被災者、被災者家族ご本人ーオーストラリア(『私 
に寄り添って：介護者からみたがん』の著者)、アメ 
リカ(アスベスト疾患啓発協会(ADAO))、ウェール 
ズ(アスベスト•アウェアネス•ウェールズ(AAW))、 
北アイルランド(アスベスト被災者に正義を(JAVNI) • 
ベルファースト)、そして被災者•家族(支援)グルー 
プの関係者ーブラジル(アスベスト曝露者協会(AB 
REA))、フランス(アスベスト被災者擁護協会(AN 
DEVA))、オランダ(アスベスト被災者委員会(DC 
AV))、イングランド(マーシーサイド•アスベスト被災 
者支援グループ(MAVSG))、カナダ(アスベスト禁 
止カナダ(BAC))、フィリピン(スービック石綿肺被災 
者協会(SAVA))、インド(アスベスト禁止ネットワー 
ク(BANI))、香港(労工傷亡権益会(ARIAV))、台 
湾(工作傷害受害人協会(TAVOI))、韓国(労働健 
康連帯(SWH))、労働災害被災者の権利のための
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し、普及すべきである。注意を喚起するキャンベーンが、継続的かつ組織的に取り組まれなけれ

ばならない。

⑤公正移行及び開発途上国への移転の防止

アスベストの禁止によって影響を受ける労働者および地域社会のための公在な移行と社会的保

護を確実にするために、あらゆる努力がなされるべきである。産業開発の進行中の諸|玉|に対する、

アスベスト中産とアスベスト製品および廃棄物の移転を、共同の努 )Jによって、阻止しなければな

らない。

⑥補償及び治療目

アスベスト被災者およびその家族が、速やかに治療を受け、正当な補償が受けられるようにしな

ければならない。地域でのキャンペーンに参加し、また直接に行動を起こすことを通じた、被災者

とその家族の工ンパワーメントに、高い優先順位が与えられるべきである。

⑦人々の協力:

国際的な協力が不可欠である!被災者、労働者、 般の人びと、政策立案者、専川家、弁護

士、労働組合、草の根団体、関連機関および、関心をもっ人びとの積械的な参加が求められている。

この協 )Jにより成果のあがった経験は、既存のおよひ旨革新的なネ、ソトワーケを通じて共有されるべ

きである。

地球上のすべての人々のためのアスベストのない域境に向けた、同際的行動を持続していくために

は、|記のすべての分野における進展状況を、継続的かつ世界的にモニターしていくことがきわめて

重要である。米米のためにともに行動することによって、私たちは変化を起こすことができる 阿甘判

し、変化を起こさなければならず、そして変化を起としていくと決 4Eする。 組iム逼

アジア・ネットワーケ(ANROAV)の各代表が、 2004

年 2月に設立されたばカ勾の円本の ['1'皮腫・アスベ

スト疾忠・忠者と'*族の会」のメンバーらを交えて、

一堂に会したことの意義はいくら強調しでもしすぎる

ということはないだろう。丙オーストラリアのアスベス

ト疾忠協会 (ADSA) のロパートとローズマ 1)ーのボ

ジヤコビッケ夫妻が体調不肢のため来れなくなって

しまったことは残念だったが、彼らがl<F1するとした

らスボ:サーにfよコてくれたはずの法律事務所広ティ

ム・ハモンド弁護寸てが参加している。

円本の患者と家族の会は、北海道カも鹿児島ま

で全|玉|各地力、ら30 1 ' ,以上が参加。同ト人Iの忠者・家

族にとっても、|司じ境遇の仲 I~Jと知り合い、語り合え

た貴重な機会となったばカ叩でなく、民示ブースを山

して会の誕生までの軌跡を»真で紹介(左半真)、思

者と家族の14lい出の写真も何不、さらに、会場に来

れなかったんを含めて全国広被災者家族たちが折っ

た T今作りの折鶴や押し花のポストカード・ IIJ着等を

プレゼントに川意して、積極的に海外参加者との交

流につとめていた。独刊に確保したボランティア泊

訳たちはいつも日|て張りだとで、発表を中心亡した公

式プログラムだけでなく、ソーシャル・イベントや会

場内外の様々の拐での山会いと会話にこそ凹界会

議の真価があるととをわきまえていた。被災者・家

族たちが、 |自l違いなくフェイス・ツー・フェイスの関係

づ、くりにもっとも積極的なグ凡ーフ。であったと百って
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よいと思う。
患者同士、あるいは家族を失っ 

た者同士、言葉や国境を越えて通 
じ合うものであることは、別途紹介 
する海外参加者から寄せられた 
手紙をご覧いただいてもおわかり 
になるだろう。GAC2004は、アス 
ベスト疾患の患者と家族の世界的 
なネットワーク構築に向けて確実 
に一石を投じた。

被災者•家族のエンパワーメント
「全体会議セッション3:被災者•家族のエンパワー

日本のアスベスト被災者■家族のパネル左から、宇野林蔵、大森華恵子、斉藤美恵、古川和子の各氏
限爆弾を抱えていることを一時も忘れることはでき 
ません」という訴えに、会場は静まりかえった。

メント」では、はじめに日本のアスベスト被災者•家 次は悪性胸膜中皮腫の力卩藤徳雄さんの予定だっ
族によるパネルが設けられ、中皮腫•じん肺•アス 
ベストセンターの名取雄司所長、植草和則事務局 
員から日本の状況が概略紹介された後、7名の方 
が自らの体験と思いを語った。座長の一人だった名 
取氏の報告文書も借りながら簡単にその模様を紹 
介する。
トップバッター、横須賀じん肺被災者の会の宇野 

林蔵さんの、石綿肺による夜中の発作の家族も卷 
き込む辛さ、電車の中で咳き込むと周囲の人が自 
分を避ける寂しさ、一人またひとりと仲間が亡くなっ 
ていくこと、「これ以上人を殺さないで下さい。私の時

た。加藤さんは、2003年に日本で初めて悪性中皮 
腫患者としてテレビの前で闘病の苦しみを語り、全国 
の患者•家族らに共感を与えた方である。加藤さん 
は世界会議で発表する準備をしていたが、9月に永 
眠された。その事実が伝えられると、会場は一瞬凍 
りついた。東京労働安全衛生センターの飯田勝泰 
事務局長が代わって、「一刻も早く有効な治療法を。 
そして、もうこれ以上患者を増やしたくない」という二 
つの願いが綴られた予定原稿を読み上げると、会 
場から静かなすすり泣きが起きた。
肺がんで在宅酸素療法中の斉藤文利さんは、電

［オーストラリア］
『私に寄り添って：
介護者からみたがん』の著者 
www.cancerthroughacarers
eyes.jkwh.com

2001年に夫を中皮腫のために失い、2004年の世界 
アスベスト会議に参加することは、私には重要な意味を持っ 
ていました。私たちの身のまわりからアスベストの毒を取 
り除くことを求めて世界中から集まった、こんなに沢山の 
人々の一部となり、ともに語り合ったことは、驚くべき経験 
でした。共感と情熱、全員の決意は、力強い推進力であ 
り、人種や出身国•地域は、結び付くための障害とはなり 
ませんでした。各国の代表から示された、アスベスト粉じ

ん吸入が人間の生命に及ぼす損害の現状及び予測に関 
する証拠は、ぞっとするものでした。中皮腫がもたらす身 
体的惨害と痛みをじかに目撃した者として、今まさに苦し 
んでいる、またこれから生じるであろう被災者とその家族 
のことを思うと、私の心は痛みました。
私にとっての最大のハイライトは、中皮腫によって夫を 

亡くした日本の方々と出会えたことでした。通訳を介して 
の会話でしたが、より深いレベルで私たちの間のコミュニ 
ケーションは言葉を超えていました。目を見れば私たちの 
体験した痛みが分かち合え、お互いに抱き締めあって大 
切な人を失った悲しみを理解し合うことができました。悲し 
いことに私たちは、アスベスト粉じん吸入の悲惨な結末を 
知っています。この殺人者を根絶するための、一見すると 
勝ち目のなさそうな闘いに身を捧る人々が世界中で増 
え続けていることに、私たち自身の声を付け加えま
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気作業の中で建築材料中に石綿があるとは知らず 
に作業を続けてきた。建設国保組合の取り組みで、 
肺の石綿小体を調べて初めて石繃こよる肺がんだっ 
たことがわかったことを話し、多くの人が今も気付か 
ずにいることを伝えた。
大森華恵子さんは、変電所の整備点検•清掃等 

に従事していた夫を胸膜中皮腫で失った悲しみをせ 
つせつと語り、「国と企業に殺されたと思っている」と 
訴えた。父を腹膜中皮腫で亡くされた斉藤美恵さん 
は、人生の最後を家族に囲まれながら自宅で迎え 
させることができたことに感謝しつつも、「大切な父 
を奪ったアスベストを決して許せない」と訴えた。大阪 
から参加した夫を石綿肺がんで失った古J11和子さん 
は、闘病中に医療関係者や周囲の人たちの暖かい 
励ましを受けた自分が、今度はアスベスト疾患の患 
者や家族の訴えを聞き、労災認定等のお手伝いを 
するようになったことを報告。「一人でも多くの方の 
声を聞き、その苦しみを社会に訴えていく」と話した。
パネルの最後は、不法な園舎改築工事によって 

わが子がアスベストに曝露させられてしまった保育

上左：アニー■デボミニ、上右：フェルナンダ■ギアナージ 下:ジ厶(左)とミッシェル(右)のフィット夫妻

園園児の保護者(匿名希望)が、仕事と育児を抱え 
た保護者同士がインターネットも活用しながら支え 
合い、専門家やNPO等の支援を受けながら、行政 
に当事者参加を確保した将来にわたる対策をとらせ 
ることができた経験を報告した。
もう一人の座長であるフランス国立衛生医学研 
究所(INSERM)のアニー •デボモニさんが参加者 
を代表して、日本の被災者•家族の発表に感謝と敬 
意、連帯を表明した。続いて、アニーからはフランス 
のANDEVA,フェルナンダ•ギアナージさんからブ 
ラジルのABREAの、また、カナダのロッシュ•ランシ 
エール(AVAQ)、アメリカのジェームズ•フィット(WL 
A)、夫の中皮腫との闘病の体験を『私に寄り添って： 
介護者からみたがん』という本に著したオーストラリ 
アのローライン•ケンバー、インドのゴパール•クリシュ 
ナ(BANI)の各氏から経験と取り組みが報告された。
涙で同時通訳の英語が途絶えるという一幕もあ 

り、被災者•家族以外の参加者にもアスベスト被害 
の深刻さをより深く理解させ、被災者•家族のエンパ 
ワー メントに対する共感と支援を呼び起こしたセッショ 
ンだった。
また、「ワークショップF:被災者•支援組織」では、 

イングランド•リバプールのジョン•フラナガン(MA 
VSG)、アメリカのミシェル•フィッb(WLA)、カナダ 
のカイラ•センテス(BAC)、インドのラグナス•マンバー
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|特集f,.itHlfl':体問アスベスト錦 E

ル、マンガブハイ・パテル、横須賀の安元宗弘、長

崎の塚原繁次氏らが発表。

ヴェールズのA A W ( 4人の被災者家族が参加) 

はポスター発表を、スコットランドのC A G ( 2人の被

災斉が参加)は持参した会の旗をポスター会場に掲

不。北アイルランドの JAVNIからはZ人の被災者家

族とl人の弁護上が参加している。 JAVNIか3の発

表はなかったのだ、が、大守生のコ rJーン・ヒーニーさ

んは、父・祖父・2人のおじを中皮腫.{J綿肺がんで

亡くしており、彼交が持参した子百己を次頁に紹介す

る。 7年ぶりに来日したロンドン・ハザーズ・センター

のミ、ソケ・ホルダー氏(前|門|来Hは{J綿対策全国連

コリーン・ヒ一二ーさん

［北アイルランド］

アスベスト被災者に

止義を!ベルファースト
へきI
E ロl

11)) 18 刊に成田に到着し f1,1とち 行はケライドパン 

ケU )グループと一緒になりました。 G A Cの規切なスタyフ 

がいなければ危うく道に迷うところでした。新宿駅につき、

神奈川労災職業病センタの池田理恵さんジョン・フラ

ナガシ、ミ、ソク・ホルダーさん引こ同迎えられました。長旅

で疲れてはいましたが、最初に昼食で食べた天ぷらはと

てもおいしかったです。ただし、箸を使うのに少し苫労し

ました。その後少しホテルで休むととができました。

世界会議の初Hはとてモ興蓄しました。世界各国から

のあまりにも多い人々にA倒され、またすべてのアスベ

スト問題に接し、世界的にも全両使用禁止の声が必要だ

と分かち合うことができました。フィオーナさんやジューン

さん［北アイルランド］とと制士、用意してきたポスタ を目占っ

たのですが、そとで少し私た切立感傷的になりました。し

かしながら、私たちは東ぶに山きに来たのではありませ

ん 1φしでも重要な同題に践し、在、が少しでも手財けで

きたならと思ったからです。

セッションはJki;~に興味深かったです。とq二発展途よ

国での様々なアスベスト刷出は私の日を聞かせてくれるも

のでした。また、被災守やその家族、特に被災者・家族の

ヱンパワーメントのセ、ソションの発表占である斉藤美恵さ

んのお父椋の話や、(オーストラリアから参加した)ローラ

イン・ケシパーさんのご主人の需はとても心を動かされま

した。彼らは、私白身と同じように、世界中の人々がアス

ベストで苦しんでいるを現実を支J迭させられました。セソショ

シが終わり、ウヱルカム・パーティーに「ドI向き、たくさんの

食べ物とおいしいH本のビールを堪能しました。その後、

池日さんに連れられ、新宿にあるアイリソシユパフにと繰

り附しました。

平,～ l::Jは、自ii l : : jのお祭り騒ぎのせいで争し休調を患くし

てしまいました。この刊は中皮臆の治療法にC)いてのセソ

ショシ、アスベスト訴訟などに関すξ補償問題や、解体や管

理の問題についてのテーマがありましたが、頭を通りす

ぎるだけとなコてしまいました。で弘この話題も非常に興

味があります。

会議最終Hは、今後、世界がアスベストから白白にな

るために、私たちが何をしていかなければならなL功、とい

う日でした。との日は、私たちすべてが何かを獲得できた

良いHだったと思いますn個人的には、私自身がこの会

議の 剖として参加できたことを感謝するとともに、会7義

自身が成功したように感じました。参加背全員が、本当の

苦味での「連帯」を信じることができましたロ

会議終了後私たちはホテルを移動しました。池田さ

んがその後滞在するホテルまでガイドしてくれなかったふ

私たちはまた迷いそうでしたー想H、憤浜でアスベストJ呼utt
に携わっている弁護士の方々と夕飯をともにすることが

できました。ことでは、それぞれの 1' ,1でのアスベストに関す

る問題を分かち合うことができました。

その次の円、多分これが私向身の束京出在中のハイ

ライトだったと思います。池田さんに私たちはミックさんと

緒に連れられ、(浦賀の)造船内Iに行きました♂ここで私

たちは、ご主人をアスベスト閣連疾患で広くさ才1た遺族の

方々と、また何人かの造船労働者に会いました。私たち

の会長のジューンは、同じく亡くなられた彼女の全人であ

るポビーの話を、また私は、問分の祖父父と 人のおじ

をどのような仕事で、アスベストイヨ暴露して亡くなったのか
をぷしました。女性たちが経験したことやr)くつか江質問

も聞くことがさきました。自分間身の話を分かち合ったこ

とが非常に助けになったととがわかりましたo事実、彼矢

たちに山会えたことが刺激的だったのは、世界のどこに

行っーとも、荘、と同じような苦しい痛みを持っている方がいる

三という現実がある三とです。実際にi皮矢たちJ何人かは、

私の母のことを思い出させてくれました。

その後、私たちは浦賀ドッケ内の船の模型が展ノl、され

てあるととろに行きました。との日は素晴らしい天気でし

たが、淋しL立とにH本滞i ' T :の最後のHでした。訪問後、

在、たちは新宿に行き、争、し買い事をすることができました。

長終日、私たちは素敵な日本のホテルを離れ、池田さん

に見送ってもらい、北アイルランドへの長い帰路に阿T甫 
つきました。lO.Il.l.OI
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正義を探して
造船、断熱や建築関係など広い範囲で使われていたア 

スベストは、苦しみと、病と死をもたらします。たとえ長期 
に使用されていなくても、この死をもたらす材料の破滅的 
なその後の影響は、今日の北アイルランドにおいても少々 
著しくみることができます。これらのアスベスト関連疾患は、 
造船所(ハーランド&ウルフ)や建築関係に、例えば発電 
所や工場に関わっていた人たちに、多く被害を及ぼして 
います。
私の祖父ロバート(ボブ)は、1950年から60年にポー 

ティスへッド発電所で働きました。彼は、断熱の管理責任 
者で、そしてウィリアムケニヨン社やケープアスベスト社関 
係で働きました。祖父は、1978年8月15日に腹膜中皮腫 
で亡くなりました。
私の伯父エディーは、イングランドに行き、断熱エ見習 

いとして働きました。そして、長年にわたって、ケープアス 
ベスト社関係で働きました。彼は、腹膜中皮腫で1978年 
6月に亡くなりました。
私の叔父デニスは、デリーでアスベスト鉱山の断熱の 

プロジェクトのために働きました。それは、コールキーラー 

発電所で、アスベスト曝露に苦しんだようです。彼は、アス 
ベスト関連疾患である肺がんで1994年4月14日に亡くな 
りました。
私の父トムは、15歳の時に彼の兄弟のエディーと一緒 

にポーティスへッド発電所で働きました。彼も見習エでした。 
それから、断熱エとなり、ケープアスベスト社、ターナー & 
ニューウォール社(アスベスト製造会社)、コーク断熱など 
を含むいくつかの企業にわたって働き、またデリーにあ 
るコールキーラー発電所でも働きました。2人の兄弟をア 
スベストによる疾患で亡くしたあと、彼自身も病に倒れま 
した。1999年11月に胸膜中皮腫と診断されました。父は、 
2000年8月21日に亡くなりました。
このような例は、現在アスベスト関連疾患に苦しんでい 

る中のひとつの例にしか過ぎません。ここでは,家族を支 
えるために,危険を冒してまで一生懸命働いたがために、 
シンプルに暮らせるはずが、苦しみや死を家族にも影響 
を及ぼすことが見えます。
北アイルランドにおいてこの問題は、造船所と建築関 

係の工場があったために、疫学的な割合にも到達してい 
るでしょう。これらの人々は正直に生きたいだけなのです 
が、現在は苦しみ、死んでいっています。正義はどITT1 
こにあるのでしようか？ コリーン■ヒーニー 

絡会議の招待によるもの一1998年12月号参照)か 
らは、ロンドンでも、退職した港湾労働者を中心にし 
た被災者組織が、今年秋頃に立ち上がる予定とい 
う報らせがもたらされた。

アメリカWLA (白い肺協会)のジムとミシフイッ 
卜夫妻も、大きな段ボール箱一杯の資料等を送っ 
てきて、展示ブースの一角で各国の被災者団体代 
表らに渡していた。筆者はジムとは、2000年のブラ 
ジル•オザスコ、2003年のカナダ•オタワと顔なじみ 
であるが、同じ造船労働者でもある日本とイギリス 
の被災者と交流を深めた。ミシェルとは初めてだが、 
武道体術を習っていて黒帯。日本のマスターに会う 
のを楽しみにしていた。彼女は、ワークショップの発 
表で、参加者を二人一組に分け、半分の人に指で 
鼻をつまみ2分間、ロに加えたストローだけで息を 
するようにして、残りの半分の人は相手の苦しみを 
楽にしてあげようとしてほしいと要請。石綿肺患者の 
苦しみの疑似体験で感じたこと、介護役の人の感想、 
介護役の人が試みたことが役に立ったかどうかなど、 
参加者からの発言を弓Iき出すというパフォーマンス。 
WLAの本拠地バルチモアで実際に行っているスタ 

イルだという。被災者本人だけでなく、介護にあたる 
家族にも支援が必要なこと、支援団体の重要性を 
強調した。

GAC2004全体を通じて、被災者•家族のエンパ 
ワーメントの重要性•必要性をひろめ、またエンパワー 
メントに一定の貢献ができたのではないかと考えて 
いる。

建設労働者
会議で別掲(1〇〜11頁囲み、http://www.ifbww. 

org/index.cfm?n=44&l=2&c=1360&on=2 も参照) 
の「国際建設労働組合組織の共同宣言」が発表さ 
れたことも特記すべき事柄である。まだアスベストが 
使用され続けているところでは、アスベスト•セメン'卜 
製品を中心に建築材料がその用途の大部分を占 
めていること、また、アスベストの新規使用禁止が実 
現した後には、既存のアスベスト含有建築物の改築• 
解体等の作業が主要な曝露源になることからも、世 
界共通で建設労働者がアスベスト被害のハイリスク 
集団の筆頭にあげられている。
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特集/GAC2004:世界アスベスト会議

国際建設労働組合組織の共同宣言
国際建設木産労働組合連盟(IFBWW)、国際建設労働者連合(WFBW)、建築木材建築資材労 

働組合インターナショナル(UITBB)は、建設産業、そして全ての他の産業部門からの、すべての種類 
のアスベストの世界的な禁止を積極的に促進し、また、解体、改造、修繕およびメインテナンス作業に 
おけるその場のアスベストに関わる作業の実効性のある規制を促進するために最大の努力を払って 
いる。
•クリソタイルを含む、すべての種類のアスベストは、国際がん研究機関(IPCS)および国際化学物 
質安全性計画(IPCS)によって、既知の人間に対する発がん物質に分類されていること 

•クリソタイル•アスベストの90%が、アスベスト•セメン•卜製品に使用されていること
•毎年、10万人の労働者が、アスベスト曝露に起因する疾病によって死亡していること
•多くの国でアスベストおよびアスベスト含有製品の製造および使用の包括的な禁止が採用されるま 
でに、長期間にわたる努力と適切な代替品の出現に30年間を要したこと。また、これらの諸国は現 
在、解体、改造、修繕およびメインテナンス作業中に、厳格に管理された作業条件のもとで、その場 
のアスベストを取り扱うことしか認めていないこと
以上に鑑み
IFBWW、UITBBおよびWFBWは、すべての国の政府および社会パートナーに対して、以下のこ 

とを求める。
•可能な限り速やかに、すべての種類のアスベストおよびアスベスト含有製品の採掘、製造、使用お

GAC2004には、国際自由労連(ICFTU)系の国 
際建設林産労働組合連盟(IFBWW).国際労連 
(WCL)系の国際建設労働者連合(WFBW)、世界 
労連(WFTU)系の建築木材建築資材労働組合ィ 
ンターナショナル(UITBB)の各建設労働組合が代 
表を派遣した。それらの参加者の間で会期中に急 
遽この共同宣言がまとめられたもので、組織委員会 
は、最終日にIFBWWのフィオーナ•マリーさんか 
らこれを紹介•発表する機会を提供した。国際労働 
組合組織の垣根を超えて、世界の建設労働者の共 
同宣言がなされたことは、画期的である。
とりわけIFBWWは、ベルギーの本部からのフィ 

オーナさんの他に、アジア5力頓(インド、韓国、マレー 
シア、フィリピン、シンガポール)の建設労働組合か 
ら8人の代表を送り(組織委員会の参加費用負担な 
しに！)、熱心に会議に参加するだけでなく、日本 
の建設労働者一全建総連との交流の場も持った。 
フィオーナさんは、2005年に、これらの諸国におい 

て、アスベスト禁止とハイリスクにさらされている建設 
労働者を防護するための強力なキャンペーンを展 
開するつもりだと決意と展望を話してくれた。

「ワークショップB:建設とアスベスト」では、全建 
総連傘下組合と関連建設国保組合、専門家やNPO 
等が共同した、建設労働者におけるアスベスト関連 
疾患の掘り起こしから補償、被災者の組織化、さら 
に組合員への教育•訓練、予防、職場•作業改善を 
含めた包括的な取り組みの経験が紹介された。具 
体的実践の報告であり、当然のことながら、海外の 
労働組合関係者だけでなく研究者からも大きな反響 
があった。筆者はこれらの経験は国際的な評価に 
耐え得るものと確信しており、GAC2004力喫機となっ 
て国際的に取り組みがひろがり、そこからまた経験 
の交流と共有が行われることを期待している。

労働組合
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よび再利用を禁止するill速な措置をとξ こと

・経済街聡からアスベストおよびアスベスト含有製l日1を根絶し、また、アスベストをより有害でない製lf1 r
に代替することをH的としたあらゆる手段を実行に移し、また支持すること

-アスベスト曝露からの労働者の防護を優先課題とすること

・アスベストの使用における安全に関する ILO 第1 6 2号条約( 1 9 8 6年)を批准、実行し、また、付属の

第1 7 2号勧告の諸条羽を、それを下 Inlつてはならない最低基準として実行すること

-アスベスト関連浜患の被災者に対する適切な補償を確保すること

IFBWW、UITBBおよび WFBWは、また、団際労働機団(IL O ) に対して、以下のことを求める。

.すべての種類のアスベストおよびアスベスト含イl製品の使用の根絶を支持する、明確な衛生の観

点、に長づいた立場をとるとと

• )JU問団に対して、アスベストの使川における安全に関する ILO 第162号条約(1986年)を批准、実

行し、また、付属の第 172 弓勧告の諸条項を、それを下回ってはならない最低基準として実行する

よう、促進し続けるとと

• )JU開国に対して、第1 6 2号条約が、アスベストの使川の継続の正当刊まるいはE塁打ちを与える毛の

ではないということを明らかにする、明示的な見解を示すこと

・すべての加盟同において、すべての種類のアスベストおよtアスベスト含有製lf1 rの使用の根絶を

促進する決断をすること

・労働環境および社会環境において、アスベストを管理、規制し、根絶するための国の行動 阿～

計画を策定することによって、加盟同を支擬するとと 魁J.l.OII

準備開始～初均、ら、 IFBWW 、 ETUC(ヨ一口、ソパ

労連)、 I C F T Uの労働安全衛桁環境ワーキング・

パーティの関係者らからG A C 2 0 0 4への支持が得

られたことは重要であったし、労働組台関係ではと

れまでに名のあがったほかに、インドの有))なナショ

ナル・センターの乙とつで£るイLド労働組合センター

(CITU) の会長で、筆者も招かれた 9月のニューデ

リー及びカルかyタでのキャンペーン( 2 0 0 4年1 2月
片50 頁参照)を組織した '1'心人物の乙とりで毛ある

パンテ守イ一氏、オーストラリアの製造業労働組合、

パングラデンユの被服縫製労働者連日朝、 1+ 1アフリカ

の全国鉱山労働組合の各代表、エジプトの労働組

合の労働者サービスセンターの弁護士らが参加し

た。バンコクにあるアジア労働組合安全衛や環境研

究所 ( O H S E I) )所長のジェスファー・クリステンセン

氏(デンマークの労働組合活動  Jぷ)は、直前に来日

できなくなってしまったが、アンアの労働組合による

取り組みの謝金とキャンペーンの )j誌に関するガ

イドラインや教育・訓練 7ログ、ラム・マニュアルの作

成に努めていきたいとLゆ報告を寄せてくれた。

「ワーク、ンヨツフ。 C 労働組合のイニシアティブ」で

は、日本の労働組台の初告が、白治労、全建総理、

全造船機械、全水道、全駐労、 H教組の各代表か

らfTわれ、フロアカら全港湾代表も発言。海員組合、

全|玉|医娠、 JAM、J E C連台、森林労連、建交労等々、

園内の数多くの労働組合代表が会議に参加した。

発表された取り組みの経験は、海外参加者から

も高くすド｛曲されたが、とれまでどちらかというと各組

合内や地域で収り組みを進めてきた関係労働組合

が 堂に会して経験を共イJし合ったのは今回が初

めてと育ってよいかもしれないとL乃事実に驚かれ

たようだ。圏内の参加者からは、労働組合、市民国

休を含めて草の根でアスベスト問題に取切丑む同体・

個人のもっとも!ムいネ、ソ卜ワークとして、石綿対策全

国連が、情報収集・提供や再々の収り組みの連携・

調整、共同キャンベーンの推進等に 層の役押lを
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特集/GAC2004:世界アスベスト会議

果たすよう求められた。
ワークショップが建設とアスベ

ストと並んで、同時通訳のレシー
バーを入手できない参加者が続
出、文字どおり会場からあふれる
大盛況となった。また、どちらも日
本からの報告が主体となったが、
討論は海外参加者を交えて活発
に行われたことも共通している。

2つのワークショップだけに限ら
ず、とくにアジアの労働組合からの
参加者が、威勢のよいスローガン
ではなく、彼らの抱える困難や希望、決意を率直に 
表明してくれたことが、議論をより有意義なものにし 
てくれたと感じている。

アジアからの参加者
GAC2004日本開催の最大の意義が、今なおア 

スベスト消費量やアスベスト問題に対する取り組み 
において、著しいコン'トラストがみられるアジアで初 
めて開催される、アスベストに関する国際会議であ 
ることにあるということは論をまたない。
アスベスト業界団体以外では、アスベスト問題に 

特化した社会団体が存在するのは日本(石綿対策 
全国連絡会議(BANJAN)等)とインド(アスベスト禁 
止ネットワーク(BANI))だけ。アスベスト被災者•家 
族の組織は日本とフィリピン(スービック•アスベスト 
肺被災者協会(SAVA))にしか存在しない。様々な 
専門領域においても、現状把握も調査研究も正直 
今後の課題であるという現状を所与の前提とすれ 
ば、今後の各国におけるアスベスト対策の動向に 
影響を与え得る人々にどれだけ多く参加してもらえ 
るかが鍵となるし、その判断の成否も現実には時が 
経ってみなければわからないということになる。
できるだけ多くの国•地域から、また、参加者の顔 

ぶれも会議全体の構成と同様に、被災者•家族、労 
働組合、市民団体、医師、弁護士、研究者等と多様 
であることが望まれた。もちろん、アスベスト問題に 
特化した組織が存在しなくとも、数は少なくても関心 
を寄せる団体や個人はいるわけで、あらゆるツテを、

ワークショップ会場(写真はワークショップC:労働組合のイニシアティブ)

ネットワークを頼りながら呼びかけてきた。韓国の 
ペク•トンミョン(ソウル大学保健大学院産業保健学 
教授)、インドのッシャ•カン•ジョシ(労働•環境保健 
センター所長•プロジェクト•ディレクター)両氏という 
最高の人材に、当初から組織委員会の国際委員 
に加わっていただけたことも幸いだった。
ペク•トンミョン(白道明)氏は、韓国のアスベスト 

研究の第一人者で、政府の検討会の公益委員の 
ような役も努められているだけでなく、韓国における 
全国安全センターのパートナーであるNPO労働健 
康連帯の3人の共同代表のひとり、また現在は源進 
労働環境健康研究所の所長でもある。彼の先生に 
あたるペク•ナムウォン(白南源)氏は、韓国におけ 
るアスベスト研究の草分けで、1993年に私たちがソ 
ウルで初めて持った、第1回日韓共同セミナーで講 
演をしていただいている(1994年1月号参照)。師弟 
ともに、柔和な見かけによらず？学問でも社会正 
義の実現という点においても頑として譲らない姿勢 
が共通していて、大白小白と並び称されていると聞 
いている。
ジョシ氏にお目にかかったのは2003年9月の力 

ナダ•アスベスト会議(2003年12月号)が初めてだっ 
たが、インド労働衛生学会(IAOH)の会長として、2001 
年2月のIAOH全国会議で「インドにおけるアスベ 
スト禁止」をテーマとしたワークショップを開催しよう 
としたことに対して、アスベスト業界や政府の一部か 
ら露骨な圧力や恫喝を受けながらも、これに抗して 
インドにおけるアスベスト問題の解決のために献身 
されていることが伝えられていた。実際2004年9月
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上左:ペク■トンミョン、上右:ツシャ■カン■ジョシ
下左:ジャヤパ'ラン■タブヤッパ、下右:チャウドリー■レーポンの各氏

ベトナ厶からの3名の参加者:左から、グイゴックトアン、グェンバトア
ィ、ダンディンティの各氏

に招かれて、博士が(少なくともニューデリーでは)労 
働衛生分野の貢献で官民から尊敬され、アスベス 
卜禁止に関する彼の主張も受け入れられつつある 
ことを実感した(2004年12月号参照)。実はジョシ氏 
もペク氏も、ともにロンドン保健•熱帯医学校で学ん 
でおり、たしか2002年のIAOH会議にはペク氏も応 
援？にかけつけたと聞いている。
また、学術分野においても、1999年7月の第1回 

中日石綿危害研究学術交流会(主催：中国予防医 
学科学院労働衛生与職業病研究所•日本石綿研 
究会(現「石綿•中皮腫研究会」)、後援：中国衛生 
部衛生法制与監督司•(財)日中医学協会。日中両 
国以外では、スウェーデンのグンナー•ヒラーダル 
博士、イタリアのクラウディオ•ビアンチ博士らが参 
加している)、2002年9月のアジア•アスベスト•シン 
ポジウム(産業医科大学一2003年3月号参照)といっ 
た先駆的な業績がなくはなかった。

上左:ノア■ジー八ン、上右:ソ厶キャット■スリルタンナプラク 
下左:アレクサンダー •ラクソン、下右:ズルミアー •■ヤンリの各氏

パキスタンのノア•ジーハン博士(ペシャワール大 
学環境科学部助教授)は、ロ ーリー •カザンアレンと 
バリー •キャッスルマンから紹介していただき、早い 
段階で参加の快諾が得られた。前述のアジア•アス 
ベスト•シンポジウムでも、南アジア諸国が含まれて 
いなかったことから、インド、パキスタンから実績の 
ある研究者の参加が得られたことはありがたかった。
結果的に、アジアの13か国•地域(バングラデシュ、 

中国、香港、インド、インドネシア、韓国、マレーシア、 
パキスタン、フィリピン、シンガポール•、台湾、タイ、 
ベトナム)から、42名の参加が得られた。被災者及 
び労働組合関係についてはすでにふれたが、市民 
団体としては、マレーシアのペナン消費者協会(CAP) 
の医学アドバイザーで、中北部イポー近郊のブキ 
メラ村における三菱化成の合弁会社エーシアン•レ 
アアース(ARE)社の鉛や放射性廃棄物による住民 
の健康被害の問題にも取り組んできたジャヤバラ 
ン•タンブヤッパ医師が来日。また、インドBANIの 
母体もトキシック•リンクという農薬問題に取り組む 
NPOで、ゴパール•クリシュナはそのスタッフでもあ 
る。なお、バングラデシュにおける船舶解撤をめぐ 
るアスベスト問題を報告した、労働安全衛生環境財 
団のチャウドリー •レーポン氏は、バングラデシュ自 
由労働組合会議(BFTUC)のスタッフでもある。
研究者に関しては、政府(系)機関所属の方が多
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くなった。私たちのアウトリーチの雫らなさかもしれな

いが、あるいはこの地域における大学や民間研究

機関でのアスベスト問題に対する取り組みの遅れ

を反映しているのかもしれない。アスベスト消費量が

今なお増大し続けている国 1' '回、ベトナム、タイ、

インドネシアからはぜひ馴究斉をお呼びしたいと努

力したが、結果的にこの4か国からの参加者全員

が政府(系)機関所属のドケターとなった。

ちなみに筆者は、タイのソムキャット・スリルタンナ

ブラケ氏(公衆衛乍省労働衛乍部調杏閣充課課長)

とは2002年9月のアジア・アスベスト・シンポジウム

で、中l:li lの李詩氏(中|玉|疾病予防挫制中心 (CDC)

職業衛恒与中毒控制所所長)とは 2003年 11月の

三池炭じん爆発 40周年シンポジウム(福岡 2∞4
年l・2月号参照)で、ベトナムの|玉|立労働保護制究

所 (NILP)のお一人げPン・ディンテf、グイ・コックト

アン向氏)とは 2004年5月のハノイOSHセミナー

(2004年6月号)でおUにかかったのが初めてで、

インドネシアのズルミアー・ヤンリ女史(労働・移住

省労働衛生監督局長)に至っては、 GAC2004のわ

ずか2か月前の2004年9月24日に虚業医J予総合

研究所が閣催した「アジアにおItる労働衛中研究に

関する国際シンポジウム」で初めてお会いしてかう、

インビテーション・レターを送り、求諾していただいた。

実際にお話をしてみて、この人な比見込んだ方々

に呼びかけて、参加していただいたということで反る。

なお中岡では、今年4月に北京で第 10回職業性呼

吸器疾患国際会議(ICORD、第91nllmRDは 1997

年 10月に京都で開催 1998年3月片参Hわが閣か

れる予定で、李j吾氏氏はその|玉|内組織委は会学術

委員会の副主任委員、|司氏とともに来臼されたi李徳

鴻氏が主任委員(委員長)を努めている。

出初、韓同のペケ氏、インドのジョシ氏の発表を

最終セッションに予定していたが、アンアかうの参加

者が充実してきた似ご伴い、会期 1' 'の交流・;草見交

換を進めてもらうには初日に顔が見えた方がよい

という判断モあって、全体会議の最初のセッションに

「アシアで羽山しつつ庇る健炭影響の状況」というパ

ネルを設定した。不組1'の事態で来日が遅れた中同

と参加か直前に決まったインドネシアは、 2 tIFi江ワー

クショッフ。 Eで発表していただいている。アジアからの

上左柏木原ど莞、上ムス了Jアノレーピン
卜&ブルーλ Uビソソ、卜右ゾノナヒコタt') ~Ci~名 ft.

研究者たちは熱心に質問や発員をしてくれただけで

なく、会場のあちとちで情報や4E見を公換している

姿がみ巴れた。以|オ誠耳究者によるカントリー・レポー

トということであるが、初1 J F 1午後には、 「ワークショ、ソ

ブAアジア・ネットワークU標と行動」を配した。

こち~~Oコ発表の方は運動団体 労働組合の役割

についてインドC I T Uのパンディ一会長と、香港労 

L傷亡権議会 (ARIAV)) 、台湾L作傷害受害人協

会 (TAVOI)に問題提起を£即郎通して、討論の|時IUJ
を十分とった。 1占県的にワークショ、ソフ。の)jは、アジ

ア各同の労働組台代表が積械的に白同の閣難な

状況やどうしたらアスベスト問題の注意喚起、被災

者の制り起こしとエンパワーメン卜、禁止の主長引がで

きるかなと問題提起し、日本と也の地域の参加者を

巻き込んで熱J心な討論が繰り広げられた。

2004年6月月で紹介したベトナムにおける政労

使をあげた代替化への努力や、中同で 2003年 10

月にすでに自動車の摩擦材へのアスベスト使川禁

止が導入されていたこむなどは、 GAC2004 で初めて

世界に紹介された。マレーシアのジャヤパラン・タン

フヤッパ氏によると、会議後の 12月にも官民団係

者の会合が持たれ、政府部内でもアスベスト禁止へ

のコンセンサスはJムがっているものの、ある日系企

業の代表はその場で、｛J油化学産業で｛吏川するガ

スケット製品にはアスベストの使用が不可欠だと主
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クラウディオ■ビアンチ氏(ワークショップG:造船とアスベスト)

張したとのことである。
GAC2004の真価は、ここ数年のアジア各国にお 

ける動向によって評価されることになるだろう。
医学プログラム

プログラム構成全体に関しては、アスベストに関 
わるほとんど全ての側面を、包括的に取り上げ、な 
おかつ、現状と課題、最新の治験、及び解決への 
サジェッションを提供することができたのではないか 
と自負している。「それら一つひとつがパズルのワ 
ンピースで、会議全体で世界的な動向を示すパノラ 
マ風景を形作るようだった」という感想を読んで、わ 
が意を得た思いである。
関連する様々な学術団体や研究者から多大な御 

協力を得られたことに、この場を借りてあらためて感 
謝したい。
医学関連プログラムに関しては、とりわけ石綿• 

中皮腫研究会一代表幹事の井内康輝先生(広島大 
学医学部長)、国際中皮腫研究会(IMIG)のボー 
ドメンバーである中野孝司先生(兵庫医科大学内科 

学呼吸器RCU科教授)に組織委員に加わっていた 
だき、三浦溥太郎先生(横須賀共済病院内科部長) 
にも、アドバイスだけでなく発表や座長等、お世話に 
なった。また他にも、2002年9月のアジア•アスベス 
卜•シンポジウムも切り盛りされている高橋謙先生(産 
業医科大学産業生態科学研究所環境疫学教授)、 
無料でIL02000国際じん肺X線標準フィルムワー 
クショップを提供していただいた日下幸則先生(福井 
大学医学部国際社会医学講座環境保健学領域教 
授)ほかの皆様方にも感謝したい。
国際的にはラマチーニ協会の御協力が大変あり 

がたかった。「労働衛生の父」と呼ばれるイタリアの 
ラマッチーニの名を冠した「環境職業病の予防、研 
究、教育に関する国際的な活動機関」であるこの協 
会と、初代会長で「世界のアスベスト研究の父」セリ 
コフ博士については、そのウェブサイb(http://www. 
colle^urnramazzini.or^)や鈴木康 Z 売先生(ニュー 
ヨーク•マントサイナイ医科大学地域予防医学•病 
理学教授)が「環境と公害」(岩波書店)32卷2 (2002 
年秋)号に寄せた文章等を参照していただきたい。 
現会長のフィリップ•ランドリガン博士はGAC2004の 
後援を决諾、2001年明11日の世界貿易センターの 
テロ攻撃による崩壊をめぐるアスベスト問題につい 
て発表するためにステファン•レービン博士を派遣し 
ていただいた。中国青島疾病予防控制中心の2名 
の共同研究者とともに来日して最終セッションで発表 
していただいたアーサー •フランク博士 (ドレクセル大 
学公衆衛生学教授)も鈴木先生同様、故セリコフ博 
士の同士である。
当初「アスベスト：魔法の鉱物から不幸をもたら 

す鉱物へ一予防原則の教訓」というタイトルで最初 
のセッションで発表していただく予定だったデヴィッド• 
ギー博士 (欧州環境庁(EEA)新規課題•科学関連 
コーディネーター)も協会の有力なメンバーの一人、 
残念ながら来日できなぐ^ってしまったが、終始気を 
つかっていただいた。同協会の欧州版が2003年に 
「ヨーロッパにおけるアスベスト禁止」と題した国際会 
議をイタリア•モンファルコンで開催しているが、この 
報告書の編纂に当たったクラウディオ•ビアンチ博 
士 (イタリア対がん協会環境がん研究センター所長) 
はこの報告書を送って下さり、GAC2004の冒頭の

安全センター情報2005年3月号15
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セッションでは言わばギ一博寸てに代わって、「中皮

腫の地理学概観」という出題で発表いただき、ワー

クショ、ソ7 H 造船とアスベストでも発友、及びニ浦

先中とともに庫長を努めていただいた。

なお閣会式に主ういて、ラマ、ソチーニ協会を代表し

て、鈴木康之売、アーサー・フランク両氏からインド

TK宇ヨシ博- t :に、第11nlセリコフ賞が贈られている。

国際的にはまた国際労働街生会議(1∞H)の呼

吸 26障害科学委H会 ( SC-R O)の後段をいただけ

たことの意義も大きく、|司委員会委員長で毛あるノル

ウェーのスベレ・ランガード博上(リクスホスビタレ大

学病院労働・端境医宇センター教授)に来日いただ

けるということで業しみにしていたが、残念なが引 04;
調不良とのことで実現しなかった。

医干セッション・ワークショッ7,ま様り沢山で、応祈

の治験も数多く紛介されたが、とくにオーストラリア

のブ JLースロビンソン博上(ウエスターン・才一スト

ラリア大d芋医学部教授)の「中皮脂の新しいii1娯方

法と血液検杏を川いた早期発見」は注同を集め、ま

た、グンナ ・ヒラーダル博上(カロリンスカ大学病

院胸部医学部教授)の「アスベスト関連疾忠」、アン

ティ・トサパイネン博-t:(フィンランド労働衛乍研究

所 (FIOH) 産業衛生・毒物学部川副部長)の「アス

ベスト関連疾忠のためのへ rJシンキ・クライテリア」

は包括的かつわかりやすく、一般の参加者やアジ

ア代表にも好評だった。

祈開制i且宅されたカえ鈴木康之売先生の、短く(長

さ5iLill以下)帝国Lミ(太さ0.2 5 μ m以下)のアスベスト

繊維も '1'皮腫を誘発してL泊可能性があξ む行指

摘は、 「長さ5μ以上かつ長さと幅の比が 1:3以上」

以外の繊維を無視している、現在の H本及び世界

の測定や規制のあり )jを揺るがす問題提起である。

アスベスト訴訟・補償

「全体会議セッション 5 アスベスト被害に対する

補償」及び「ワ ケショップD アスベスト訴訟」では、

過去及び現在係争'1'の円本におけるアスベスト訴

訟のほとんどをカバーした。また、プログラム制成・

運営の相談も合めて何度かお集まりいただいたこ

とも含めて、事件を担当する(した)弁護上の)j々が

上左ボプ jしアズ、上-L:~;コソオミノ

卜生ア:ノダパ工ンヅレント、卜右ノンノノノU三ニ ノツ 0)各民

顔を合わせる貴重な機会となったので、はないかと恩

。つ
これまではじん肺(七綿肺)訴訟が中心だ:ったか

もしれないが、今後、 '1'皮腫・石綿!怖がん、その他

の健康被害の訴訟が増加するととは確実であり、

また、版業曝露だけではなく、家族曝露や環境曝露

のケースなどが山てくること宅確五なので、訴訟上の

理論構成や弁護体制が整えられていくととが切実

に求められている。

j毎外は、オーストラリア、エジプト、オランダ、フィ

りビン、 ～t アイルランド、アメリカかう弁護士が参加

し引渇。補償についても言えることだ、が、訴訟削士

組みや用語は国ごとに1虫向性がきわめて強く、英語

を介して比較しようとしても定訳が定まっていないな

どの凶難は庇るものの、 GAC2004が弁護-t:らの圃

際的な情報交換・交流の契機となったら幸いで£る。

ボブ・ルアーズ氏は、オランダのアスベスト被災

者委員会 (OCAV) の創設L来のアドバイザーで、

上院議員経験者で毛あるが、おそらく位界 '1'でもっ

とも様々なアスベスト訴訟を扱っている弁護士のひ

とりでまることに|山違いない。非常に興味深い発表

であり、口頭でミ寸1きれなかったことも含めて、フル

ペーパーの内容も紹介できたらと考えているととろ

である。

また、I!t界でもっともアスベスト補償の仕組みが
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トムアンディオ/";'ー夕、卜右<デlノナイ卜山冬圧

進んでいると思われるオーストラリア・ニユ一サウス

ウ工一jレズ
砦患、五裁~判所F庁(伎五裁~'i'平H判所長のジヨン.オミ一リ一判事が全

f休木会議で発表)の閑係者が多数4米d円し、全休会議

セッションやポスターで発表してくれて、とれらの独特

の補償機関が中皮腫サーヴヱイランス・プログラム

や、 '1'皮腫登録、がん登録等のシステムと十日まって

どう機能しているのか紹介した。同時に、被災者を

支援している弁護寸てからの話も聞け、さらには別の

ウエスターン・オーストラリア州における補償システ

ムとの比較もできるとし巾貴重な機会ともなった。

住民・環境問題の視点

フ" 0グラム編成にあたっては、被災者・家族、労

働者のニーズや注慈喚起の必要に応えるだけでな

く、ともすると労働者(だけ)の問題ととらえられがち

なアスベスト問題が社会全体にとって重l立であξと

いうことの諸側面をきちんと盛り込むことに、組織委

H会としては怠をくだいたつもりで主る。

この点では、「全体会議セ、ソション2環境曝露・

危機管理・リスクコミュニケーション」と「セ1ソション6

既存アスベストの担保・管理・除去・廃棄」の内容を

充実させることが、とりわけ課題であった。正直、準

備を開始した当初は、それほど当てがあったわけで

はなく、海外関係者ととともに情報の入手につとめ

なが弘面白そうだ、と感じたらすかさずコンタケ卜をとっ

ていった。結果的に筆斉としては、|分とは青えない

までも、予想以|今に充実させることができたのでは

ないかと自負している。

セッション2では、世界貿易センターに倒壊号哨尉中・

淡路太震災における佳築物解体、 I'Hアジアに才卦ナ

る船舶解撤をめくaるアスベスト問題といったトヒ。ツク

スも取り上げるととができた。

また、リスケコミュニケーションとしの重'～な課題に

ついて、円本リスク研究学会の理事で主主る内山巌

雄先生(京都大宇大学院上字削究科都市城境上学

教綬)が、 H本の環境政策におけるリスク概念導入

の経過や化学物質に関するリスクコミュニケーショ

ユの現状について簡潔に紹介(先生は現存労働行

政においても、労働者の健康障害防止に係るリス

ク評価検討会の委員でもある)。同時に、只休白Jな

保育園児童アスベストH謀総事件の事吋馴究を発表

していただいた。 |司の事f ' Iに閲して、セ、ソション3で

の同児の保護者の対応とエンパワーメントに閣す

る発表と、保護者が提起した損害賠償請求事件に

ついての 1'品聡美弁護寸てのセッション5での報告と

重ね合わせることによって、リスクコミュニケーシヨ

ンのあり方をより深く考察する機会ともなったのでは

ないかと考えている。

セッション6ではまず建築物のアスベスト除去等に

関して、スウェーデ、ンのアンダース・工ンゲルンド|専

-t:(ウメ六学公衆衛中臨床際学部労働際学科)に

よる概説の後、オーストリアのパインツ・クロヒ。ユニッ

ケ氏(アエタス建築技庁|事務所マネージング・デ、ィレ

ケター)から、団連機関が入居しているウfーン圃際

センターで進行 '1'の最先端の対策、スサーナ・ミュー

ルマン氏(建築士、ブエノスアイレス市アスベスト|徐

ぷ手順・法的側面アドバイザー)による、アルゼンチ

ンで初めてのフcロジェク卜を、主にアメリカとドイツの

1; 1; 1'に学びながらどのように進めたかという発表と

いう、非常にな体感のある魅)J的な構成を収るこ

とができた。

さらに、 I S O (同際標準化機構)と並び知る人ぞ知

るAS1M(アメリカ材料試験協会)が、同発途 11宣を

ターゲソ卜にまさに開発したは冶勾のE 2 3 9 4 既存ア
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上左;'cリ キゎツス)しマン、上イL大内担君子
トム u-つンヴプうん卜右アサ フフンツ山各氏

スベスト・セメント製品のメイ二テナンス・改築・改修

の標準千法を、開発にあたったアメりカの蝶撹コン

サルタント・アシデドオパータ氏が紹介してくれた

(http://www出 tm.orgj参照) 。イl料 (39ドル)のこの

規栴白体、アメリカの弁護士の寄付により 120 部、

GAC2004会場で配られている。

スコットランドのアンデイ・ホワイト氏(ウエスト・ダ

ンパートン市議会リーダー)とアメリカののマーデル・

ナイト氏(メリーランド州政府環境同)からは、行政

当局の取り組みが発表されたが、とくに前者はアス

ベストの新規使用祭 I上という進展を踏まえて、学校

などの既存アスベストの除去や今後のアスベスト被

告発生に係る医療福祉や補償などの社会的・経済

的負J口に対処するための包情的・長期的戦略を提

起したスコyトランドの地方当局協議会のレポートを

紹介したモので、きオコめて示唆に富む (http://www/

cosla.gov.uk参照)。横須賀古川3の参加者たちが会

期中にホワイト氏と懇談の場を持ち、横須賀に Jf4い

たり、スコットランドを訪問したりしたいという計|向Iが
進行中である。

2002年9月のアジア・アスベスト・シンポジウム(産

業医科大学)で辛苦はアンダス・エングルンドt1¥I上
に、建築物の解体・改修等に伴うアスベスト排州匿

の知計方法なと'PR1R(有需廃棄物排出・移動登似)

システムにおけるアスベストの取り扱われ  )j につい

上左両橋諌、上イLサノジ jTノ了ィタ
卜生フィオナ '('1) 、卜右 U リ )Jザソアレノ山各氏

て尋ねたことがあるのだが、 '1'地重晴氏(環境監視
制究所刊7長・有害化'7'物質削減ネットワーク (1ウォッ

チ)代表)による rpRTR データから見た H本のアス

ベスト使用状況と環境 '1'への俳山量」の発表は、博

士や欧米の参加者かうも高い詐｛曲を符た。

最終セッション

最終「セッション 7:アスベスト・リスクのない世界.

明 Hへの戦略」は、期せずして(本当!) 、 「東京五

言」の粘伸と共通すξ入様々な関係斉が各々の立場

(また地域・団)で、また協 )Jし合って、共通の H棋に

向かつてポジティブPにアクテイフに行動して L、くことを

提起する素凶らしい発表がそろったと感謝している。

あうためで演者と演題を嗣げておく。なお、|百lセ、ソ

ションと閣会式と続けて、嵐長は天明組織委員長と

パリ・キャッスルマン氏に努めていただ、いた。

アスベストの管理使用から主要なアスベスト製品

の栄 ICへ 日本のプロセス 2002年6月 ～2004

年 10月
大内加寿子(アスベスト問題について考える会

旧本J)
アスベスト全由禁止後の欧州連合 (EU)におけ

る状況

18 安全センタ情報2005年 3月号
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レ/十ζノ"ス董1;1;;:_設さ Aσコ六イフかっG A C組信哉委回全に 田尻董l土王子孫竜太氏力勺フェルナツゲキヤァジさんに

ローラン・ボーゲル(ヨーロッパ労連労働安全

衛宇部 (ETUCー百Jm)［ベルギー］)

1' '国におけるアスベスト使用の研究挑戦と機会

アーサー・フランク(ドレクセル大学公衆衛生学

［アメリカ］)

ベトナムにおける非アスベスト繊維セメント屋根

材への代替物質使用のロJ能性

ダン・チfンティ(国守労働保護研究所 (NILP)
［ベトナム］)

アジアに宇卦ナるアスベスト関連疾忠の拡大を止め

るためのイニシアテ fブ
高橋謙(区業医科大学産業生態科学研究所環

境疫γ馴究室［日本］)

アンアにおけるアスベスト禁止労災被災者の権

利のた誌のアジア・ネットワーク (ANROAV)の
キャンペーンと戦略

サンジ・パンディタ(アジア・モニター・リソース・

センター (AMRC)/労働災当被災者の権利の

た此のアジア・ネyトワーク(ANROAV) ［脊港］)

地球規模のアスベスト禁止に向けた労働組合の

キャンペーン

フィオーナ・マりー(同際建設木監労働組合理

問 (IFBWW) ［スイス］)

アスベストのない E界に向けて!

口ーリー・カサ>アレン(アスベスト祭 I上同際占

記局 (IBAS) ［イキリス］)

会議はそのまま悶会式へと移行し、大島寿夫子

氏(北早学園六学文学部助教j支)からワーケショッ

ブ報白、オーストラリア建設・森林・鉱山・エネルギー

労働組台のアンドりュー・ファーカ手ソン氏 tJ¥,;" なりふ

り構わず被災者への補償をHilf干し続けているジヱー

ムズ・ハーディ干十に対してiT義の実現を迫る取り組

みへの支暖の呼びかけ、そして、すでに紹介した 3

つの国際建設労働組合組織の共同宣言の充去、

「東京五言」の採択、田尻賞、セ 1Jコフ賞等の表彰、

段後に冒頭の天明組織委H長の閉会官青をもっ

て GA仁2004 は終 fした。

入口・写真展

全体会議、ワークショップ以外に、 2 4本のポスター

発表があり、占1¥台により来日できなくなったものの論

丈を提出いただき、フ。ロシーデ?イングスに収録を予

定している毛のも 7本主る。しかし、 GAC2r日4の実態

はは演・ポスターによる発表ばかりではなかった。

まず、会場の国際会議場の門及び入 Hには、鮮

やカミな赤Jヂに GACの口ゴが白く描か才1t,:立て看板

が問迎え、入 U には、観光地にあるボードに聞い

た穴から顔を出して記念損影、と同じノリのメ、ソセー

ジボードが設置されている。この趣向はすく理解さ

れたようで、ボードには様々な言語でアスベスト・フ

リー・ワー)レドを願うメッセージなどの「孫書き」がれ

山。この場で記念、写買を撮る参加者の主主が絶えな

かった。その奥には、大きな Uを晴けた笑顔のデザ

イン。 「き才II通な空気で安心して JJ . l t追っ切り笑おう。

ボードから顔を山して 緒に笑い転げながら写?を

を撮ろう。入 Uをメ、ソセージで周め尽くそう」 。

その先の I階ロビーは受付と写真展「静かな|時限

爆弾=アスベスト:被災者か 3のメッセージ」の会場。
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台場入コご出迎ヌと5笑頗のfザイツとJ氏、ノ寸f ジポ|

カメラマンの今 1)明さんによる、アスベスト被災者、

被災者とその家族のポートレートを中J心とした数々

の写宍は、アスベスト被当の悲惨さをこれでもかと

押し付けるのではなく、｛上事への諮り、家族の紳、人

干の背淡を映し出している。今井さんのねらいは海

外参加者にも十分伝わったようで、会議の記録写

真の撮影もJ口ヨしていた今 1)さんは、'_!__f.真展会場

から頻繁に町とび出されてんてこ舛いだった。写真展

を準備したチームは、解説文の英訳を用;草するた'l' t
でなく、子供たちにもアスベスト問題を伝えられるも

のをというJLLいで、マンガ、を使った一連のパネルも

ポスッ セノツコノ合 tモにぎわづ,'~

準備。残念ながらこちらは英訳は間に合わなかっ

たが、パネルのセットを譲ってもらえないかという問

い合わせが相次いだ。写買民の掲示作品及び今

)1さん他が撮影した会議の模様(ウエブ・アルパL¥)
が GAC2004のウエブサイトに HJ哉されていとので

こー賢いただきたい。

展示ブース

3階に上がると、ワーク乙ョ、ソフ。会場として使用した

第会議宣言以外に、第 1会議窒とロビーには展不ブー

写真展「静かな時限爆弾=
アスベスト:被災者からのメッセージ」

静かな時限爆弾=アスベストの災禍がいま高齢化したこの国を襲っている。巾皮腫(ちゅうひしゅ)という聞き慣
れないこの病名がこの|叶でも急唱し、肺が/レとともにそれが発がん物質アスベス Nこよるもので"ることが、ようや
く知られてきたのだ。小豆に訪れるその宣告は、 30 年 ～40 年前の記憶の裂け目カもアスベスト曝画の事実を否 

応もなく浮かび上がらせる。それは、高度成長時代のアスベスト消費太田日本江語跡の深さをヨ Ij習コている。 1950

年～70 年代の造船、建設、その他の丘業で、アスベスNま重宝がられて大量に消費されてきた。当時の誇り両き

産業労働昔も、いまは老後を迎えて、 1 M '身の老躯をねぎらう年代に達している。ところが、孫の顔児て静かに暮
らすはずの老後が、いつのまにか咳と疾、息切れの絶えないじん肺症状に l白面させられていることに気づく。そ
して、感性中皮脂の宣告と L巾死の不J正へと駅り立てられて¥. くのである。

だが、それでも己が身の苦しみの山縁を知るものは、アスベスト被芹のない社会のために再び寸ち上がり、笑
顔さえ見せるのであろうか。その時、そのヒトの午真はi上事の誇り、家族の幹、人生の苫f取を肖像幽のように伝え
るものになっているのかもしれない。

アスベストがわが国で lr原則」使用禁止になっても、写貢による被災者からのメソセージは諮りカヰ 7ξ ことを号苛む
ない。なぜなら、その笑顔に託されたメッセ ジは、全相界からアスベストの災禍がなくなるまで鳴り止まない天上
からのメ、ソセージのようでもあるからだ。 2 ω 4年位界アスベスト東京会議写兵展を是非そのような意味での町 1甫

全世界へ向けた写貢によるノーモアアスベストのメソセージとしたい。 比比通
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カメラマン今井明さんによる写真展「被災者からのメ、ヅIz—ジ」

スが設置された。ロビーの方は、中皮腫•アスベスト 
疾患•患者と家族の会と中皮腫•じん肺•アスベスト 
センターのブースも3階ロビー。前述した患者と家族 
の会の心のこもったもてなしのほか、臨時電話を引 
いての「中皮腫•アスベスト(石綿)ホットライン」もこ 
こで実施された。
第1会議室のブースには、エスポワール、明星エ 

業、日本トリート、コンステック、神林興行、藤林商 
会、浦賀興業、アゼアス、ニルフィスクアドバンス、 
旭•デュポンフラッシュスパンプロダクツ、重松製 
作所、プラネックスの各社が出展。最初の11社が共 
同して、アスベスト除去作業現場も再現して、安全な 
作業のあり方をアピールした。旭•デュポンフラッシュ 
スパンプロダクツとアゼアスには、防護服地のタイ 
ベックのスタッフ•ジャンパーも無償提供していただ 
いた。ワークショップ会場の同時通訳機器を、ゼネ 
ラル通商から無償で貸与していただいたことも紹介 
しておきたい。

ビジュアル•メッセージ展
第3会議室は、ポスターセッション及びビジュアル• 

メッセージ展に使用した。その一角に置かれたテレ 
ビ•モニターでは、内外のビデオ‘DVDを上映できる 
ようにした。

「Together for the future〜ヒ ンユア)レ• メッセーン 
展」については囲みを参照していただきたいが、公 
募に対して22点の作品が寄せられた。組織委員の 
メンバーのほかに、小西敏正氏(宇都宮大学教授、 
建築家)、森川嘉一郎氏(早稲田大学客員研究員• 

3階展示ブースにはアスベスト処理工事現場が再現された

桑沢デザイン研究所特任教授、意匠論)にも審査 
委員になっていただけ、御両名は実際に会場に足 
を運んで作品を審査してくださった。結果的に、オン 
ライン投票(11月2日〜21日)及び会期中の参加者 
投票により、得票数の多い順番で入選作品を決定。 
海外参加者も含めて会場での投票数は、100票に 
のぼった。最多得票作品1点(賞金5万円)、上位得 
票2～5位償金各2万円)、さらに、惜しかった6位• 
7位の各作品に対しても各1万円の賞金を進呈した。 
作品はウェブサイトで掲載している(http://park3. 
wakwak.com/~gac2004パp/index visual j.html)〇

3階にもうひとつある市島記念会議室には、ネッ 
卜に接続したノ ートパソコンを3台設置して、誰でも利 
用できるようにしたインターネットルームに。金をか 
けた国際会議なら当たり前のことかもしれないが、 
やはり海外参加者には好評だった。

各種サービス
3階のエレベータホールでは、コーヒー、ミネラル 

ウォーターのドリンクサービスを提供(ミネラルウォー 
ターは1階でも提供)。これは現場判断で予算を大き 
く超えてサービスが拡充されたのだが、当然大好評 
(筆者は、コーヒーのみ、予定杯数を超えたらサー 
ビス提供中止を指示していたのだったが• • •)。エレベー 
タホール前は、常連の海外参加者を中心とした溜ま 
り場となり、同時に日本の被災者•家族らとの絶好 
の交流の場ともなった。そして朝は早くから、「何時 
になったらコーヒーが来るのか」との問い合わせも 
••-なお、海外参加者には、ささやかながらランチ-
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ビジュアル・メッセジ展の会場

サービスも提供した(国内参加者には、会場周辺で

各自とっていただ、くよう要請)。

4階の第1~7共同研究室もほぼ全日使用して、

第 1共同研究室は組織委員会事務局として臨時電

話を設置、インターネットとも接続、他の共同研究室

は海外参加者・スタッフ用のランチ・ルーム、あるい

は「東京宣言」起草のためのミーティングFやワーク

ショッブコ発表者の座長・通訳との打ち合わせ、内外

の内外のテレビ-クルーのインタビュー・ルーム等々

インタネットjレムは海外参加者に好評

にと様々に活用した。 1階の来賓室も、救護室、全

体会議発表者の座長・通訳との打ち合わせ、全国

各地から集まったアスベスト被災者・家族のミーティ

ング等に活用した。

意外と気づかないところでは、 800人の参加者に

対して会館内だけのトイレで足りるかどうかは本気

で心配した。基本的には出入り禁止の地下や利用

施設のない(喫茶屈と隣接の図書館への連絡通路)

2階を含めて、どこにトイレがあるか日本語と英語で

~ Together for the Future ~ 
ビジュアル・メッセージ展

2004年世界アスベスト東京会議は、世界中でさまざまな立場でアスベストとかかわり、向かい合い、取り組み、

考える人々が集まる貴重な機会です。会議という場においては、当然、言語表現に依存してコミュニケーションを図

ることになります。図表やイラストを使用する場合でも、それはあくまで言語による表現をサポートする補助的な手

段でしかありません。

しかしながら、自分の思いや考えを表現する方法は言語以外にも数多く存在します。音楽や演劇などの芸術・

芸能も重要な表現方法であり、コミュニケーション手段です。こうした表現方法は非常に表象的で心象イメージに

直接的な影響を与えることから、時に言語よりも強烈で、しぶといメッセージとなることもあります。

参加する人々それぞ、れの立場は異なっても、アスベスト・リスクのない世界の実現に向けた「思いjは一つです。同

様に、言語で表現することはできなくとも、同じ「思いjを持つ人々 はたくさんいるはず、です。そうした人たちの「メッ

セージ」を集めたい。それが、 ITo田 therfor the future ~ビ、ジュアルメ、ソセージ展」の出発点でした。アスベスト問

題には無縁であった(と思い込んでいる)人たちの関心を少しでも高めることにつなげたいという思いもあり、あえ

て公募展の形式をとりました。試行錯誤の連続で、会期前にしてすでに反省すべき点が数多くあるというのが現

実ですが、作者の皆さんが訴えるビ、ジュアルメッセージには、どこか共感できるものを感じていただけるのではない

でしょうか。会期中は、出品作品について参加者による投票を募っています。作品への投票は参加者と作者との

コミュニケーションになり、投票を通じて参加者もビジュアルメッセージの発信者となります。多様な文化的パックグ、

ラウンド、多様な立場、多様な経験、多様な表現を通じて、アスベスト・リスクの根絶に向けた To只己therfor町T甫

th巴Futur巴という一つの思いを共有しましょう。 臥l.L温
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1二司 F夜( ［ウ工Jし力h.. /' ¥ ノノ己,';1:和太鼓 2円同夜の懇親企 ('11 わっ,;［れ」

の I~J 知に努めた。主主い筆者の知る限りでは大きな

トラフルは中じなかったようだ二

なかで毛盛りだくさんの3階を会期 '1'取りしきって

いただいたのが、中皮脂・じん肺・アスベストセンタ一

事務局長の永命冬史さん。ローリー・カザンアレン

らは、永倉さ/しのことをfking 01 the third 110m Jと

呼んでいる。永合さんには、 3階だけでなく1階も含

めた設営・撤ぷ全般も統括、準備段階では出展業

者や工事業者等との折衝も、さらには後述のウエ

ルカム・パーティ、懇来日会もJ口ヨしていただくなど、ま

さに八由六皆、とL追うよ巳も過剰jすぎる役割をこなし

ていただいた。

ソーシャル・イベント

また、ソーシ守ル・イベントとしては、初日は早稲

同六学桁協“大|根ガーデンハウス"でウエルカムパー

ティを、 2R目には大限庭同に隣接するリーガロイ

ヤルホテルで懇親会を行τた。いずれも会議終了後、

午後81時かるという遅い|削l設定にもかかわらず、

無料の前者には3 0 0名変るしヰまそれ以上、 5,0 0 0円

会費制の後者にも約2 5 0 1 ' ,が参加された。

順当にH本の伝統芸能を余興にと、イ云手をたどっ

て、ウエルカムパーティでは柏l太鼓愛好会「新田太

鼓」、懇親会では栴fa流「江戸会かっぽれ」、また、

既出江を保育園児草アスベスト曝露事1'1の保護者
のひとりで毛主るフ。口の奏者によるサ1ソクス演奏も披

露していただいた。新出太鼓の梓さんには、海外参

加者にトライさせるとL追う越|句も凝らしていただき六

好評だったのと、 )jで首が大きぐて会話がUごくかっ

たという声も聞かれたが、それだけソーシャル・イベ

ン卜が交流促進の場となっていたことは|山違いなさ

そうだ。

それ以外にも料理の旨から、ベジタリアン、ムス

リム料理の手配、運営(tI本流の挨拶は抜きにして

交流第は基本MIとしていたが、初mの総括か

ら日Uは参加者が大方揃うまで会場の扉は聞け

なかった)等々 実は裏方スタッフの最も「緊長」し

たやり取りがあったのはソーシャル・イベントに関し

てだったわけだが、きりがないので割愛する。

事務局スタッフ

筆者は、全国安全センター内のf承と協)Jを得

つつ、この1年以上を、石綿対策全国連絡会議事務

局長、そしてG A C 2 0 0 4組織委民会事務局長という

一足H、モ足円の五五革主に重心を移しつつ、世界会

議の準備に専心していったわけであるが、もとより

時とともに膨張し続けるとれだけのイベントを個人

の) Jだけで支えられようもない。

この前後で名前をあけ会た)jたちで組織委員会の

事務局を構成したが、それでも足りず、組織委Hで

毛ある中地重晴氏の紹介で化学物質問題市民研

究会で、驚異的な海外情報の紹介を含めてウエブ

サイト(h壮p://www.nc.ip/a同 hi /k agaku/pi∞,/kaigai!
k出回imaster. html)を管理されている安|山武さんに

事務局次長として加わっていただき、さらに最後の

2か月間、関U而宏さんにアルパイト事務局Hとし

て加わっていただいた。

G A C 2日。 4の準備が始まってからは、主に欧米と
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130人σコスクノフI}GAC2α14 存支えた

の時差の関係から、昼間の対応だけだと問い台わ

せに対して翌 H返答して、さらにその翌 H応答を待

っとすると、 回のやり取りに 3円かかってしまうこ

とになる三とから、筆者白身、白宅でもパ、ノコンをネッ

l斗こつなぎっ放しで、夕食・朝食をとりながうメ-)(の

やり取りをするのが円市になってしまった。最盛時に

は口に 50通以上の突請でVコメ- ) (のやり取りがあっ

たのだが、安 I~Jさんにはこのほとんどに対応してい

ただいた。

ビサが必要な同かうの参加者の千続に関しては、

先手先手で対応を促していただいた。トラブル続出

を覚悟していたのだが、後援同体の後援承諾書の

当し等を添付した効果仇ほとんど而倒が生じなiJ勺

たことは辛いだった。

さらに150 本の発表の抄録、フ。レゼンテーション

(現実的には PPTファイM 、フルペーパーの集約

が大仕事。とくに持鉛は、すべて H本語と英語の双

)jを整備するという目標を立てたので大変なことに

なった。翻訳業者に依頼するととも検討したが、費

川というよりも翻訳の質の問題から外注に頼ること

もできず、結局 10数名のス夕、ソフ・ボランティアで処

理した。との点では、とくにすべての一次訳を静岡夜

住のアスベストについて考える会の大内 )JU方子さん

が綿密にチエツケしてくださり、安問さん{也とともに校

止していただいた。こうしたなかでできた「辞J}:Jは、

|司|噂通訳者からも大いに評価され、活 )IJされた。

安問さ/しと大内さんとのやり取りでは、第二報の

ウエフ守サイトへのア、ソ7と参加・抄録のオユラインヰ要

録・提出の仕組みを整備するのに、とくに 昨年の

大晦円から昨年疋刀にかけて夜通し Eメールがわニ

永富冬史さん l左 ' C安問武さん右)

き父っていたことが思いだされる(筆者は途中で戦

線離脱し岡舎で匂\òIJ~~りを見守っていただ、けだった)。

いずれにしろ準備期間 '1'の Eメ- ) (のタイムスタン

ブ(送信時刻)を見ξと、 24 時間常業のコンビニエン

スストアさながらである。

最終局面では安問・閣口ご向名には、 120名の海

外参加者を成国雫港で出迎え、 Jm事所定のホテル

に同ける、 HJに 500 名を超すかもしれない参加者

の受付を最短時間ですませ、運営上の最優先事項

のひとつである同時通訳レシーバーを紛失するこ

となく段受を管理する、等の算段でご背労をかけた。

後者については、変な百い )jかもしれないが、参加

人数を」正確に担保するととや写実録料を取りはぐれ

ないなどということは、運自|は些末時であった。最

終的にレシーバーをととつも紛失しなかったことは

奇跡とさえ青える。

海外参加者の出迎えについては、会議の前 H及

び前々円の2円問、成田空港の第 l、第2ターミナ

ル各々に数名のス夕、yフに現地泊まり込みで張りつ

いてもらい、直通のリムジンパスがあって最も宿泊

者数の多いサンシャインシティフ。リンスホテルに送り

問し、そとで安問・関 U両氏かキャ、ソチ、他のホテル

宿泊者からはそこかGタクシーでl般送。会期中は毎

朝主要ホテルか;1まタクシでピストン輸送という子

J去をとった。タクシー代は組織委H会の負jD。とくに

会議初H朝の雨模様には冷や冷やさせられた。

1 3 0人のボランティア

会期の舞台裏のス夕、ソフを担っていただいた)j々

は。ごく一部はアルバイトも雇用。ボランティアを募

集する様々な手段を活JIJしながる、全体の数は 130

名にのぼった。こうしたス夕、ソブの統括は東京労働安
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成田空港の2つのターミナルで2日間出迎え 雨のなか最寄り駅と会場間の案内

全衛生センターの飯田勝泰事務局長が担当してくれ 
た。驚いたのは、登録していただいた130名がひとり 
も欠けずに、登録どおりに参カロしていただいたこと 
である。
懸念されていた受付の対応は、ボランティア•スタッ 

フ等の配置と主だった労働組合からは受付要員を 
派遣してもらいつつ、神奈川労災職業病センターの 
スタッフに全体の掌握をお願いした。責任者は西田 

隆重事務局長で、連動して1階全般の統括もお願
いした。
会場運営では、全体会議の各セッションが行われ 

た大ホールは、東京センターの仲尾豊樹さんと環境 
監視研究所の市原真紀子さんに、ワークショップ会 
場は東京センターの外山尚紀さんと労働者住民医 
療機関連絡会議の吉田茂さんを中心に取りしきっ 
ていただいた。とくに前段の空港出迎えも担当してい

デザイン•プロジェクト
「会議が伝えたいメッセージをデザインの側面からサポートしたい。」
2004年世界アスベスト東京会議では、デザイン学校の学生を中心としたチームを編成して会議に必要な各種 

デザインに取り組むという、日本で開催するこの種の国際会議ではおそらぐ初めての試みを行いました。
公式ポスターのデザイン
一緒に歩んでいく明るい未来をはっきりと打ち出した強いビジュアルイメージを持つポスターを作ろう。
それを若い学生が会議の準備プロセスに参加する機会にしよう。それが、ポスター制作にあたって設定したコ 

ンセプトでした。私が専門学校桑沢デザイン研究所で非常勤講師をしている関係から、同研究所の下岡茂•辻原 
賢一両先生のご協力を得て、主にビジュアルデザインコースで学ぶ3年生を対象に学内ペを実施しました。GAC2004 
組織委員会事務局によるブリーフィングや先生方による指導を経て、井上恵理子さん(スペースデザイン)、斎藤誠 
子さん、橋本ゆかりさん、羽野雄大さん、福田緑さん(ビジュアルデザイン)の5人の学生がそれぞれ非常にユニー 
クで熱意にあふれた作品を寄せてくれました。GAC2004組織委員会事務局のメンバーおよび先生方による投票 
をもとに検討を重ねて選考して制作したのが、福田緑さんによるこのポスターです。
両手から繰り出された「エネルギー」が「未来へ向かって共に歩む強い決意」を感じさせると共に、アスベストに 

関するさまざまな問題•課題に立ち向かうために必要な「勢い」を想起させます。
デザインユニットU4ICの結成(ロゴデザイン:羽野雄大) ::.■::""
U4IC二斎藤誠子+羽野雄大十福田緑十渡辺治子(+井上恵理子、美務不参加)
U4IC (ユーフォリック)：Euphoric=天に昇るような幸福感に満ちた様子。
公式ポスタープロジェクトに参加した専門学校桑沢デザイン研究所学生有志とデザインユニットを結成しました。
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初円の海外参加言受, . )付i-J風景 fザイ、ノブEコJェク II有力円 1人司 1/渡辺;白子さんl

たJだいた仲尾、外山の両氏l土、内外での参加型トレー

ニングの蓄積の賜物で、一例をあげれば、初 Hの

閣会式のパ、ソクスリンに、空港での海外参加者山

迎えの様子を生長したデジタル'i晶画像を映し附すブよ

ど、粋な演出をしてくれた。

また、会計及び会期1' 'の金銭の山納管理は、労

働者性民医燥機関連絡会議の坂巻フミエさんに頼

りつ放しだった。

デザイン・プロジェクト

裏 )j話はきりがないのでここら辺でやめておくが、

名前をあげなかった方々も含めて感謝したい。天明

組織委員長が閉会の挨惨で述べたように、彼らこ

そが隠、れたヒーローだったo これだけのイベントがこ

のようにほとんどボランタリーに連常できたことは、

私たち以|に、会館事務局や設営等を充注した業

者、民示ブースへの出版業者等にとって、驚きであ

り、また新鮮な体験であったようである。

ただし最後にふれておきたいのが「デザイン・プロ

ジェクト」で£る。了fl直筆者宅このような体験は初め

てのととであり、 IJソチな会議ならいざ知らず、社会

運動凶4や学術凶｛何回際会議なとち小つてなかっ

た試みであり、宅者にとっても大変勉強になった。只

体的には、すでにふれた立て看板のグラフィ、ソク、

入門デザインのほかに、ポスター、抄録集の装ト

ネームプレートのグラフィック、資料 1¥ ,ソグのイラス

ト、スタッフジャンパーのグ、ラフィッケに-Hしたプロ

ジェケトとして収り組んでいただいたtの。すべて渡

辺治下さん(ノーウエア主卒、桑沢デザイン研究所

非常勤講師)との 同l『刑イ会 L功、沿ら始まつた乙とだ

女には、ビジュアル・メッセージ展のマネージや翻訳

等でもお山話になったし、フUシデインダスC Dジャ

ケットのデザイン等も依頼中である。

|司|持通訳に閃しては競争入札のうえ決定したの

だが、お願いしたエコネパ、ワークスは、 Japan for 

Su山 inabilitvというN P Oを運常し、日本て切先進的

な環境への取り組みを独自に情報収集して、世界

に発信しているとのことで、 GAC2004 のこともウエ

ブサイトで紹介していただけるとのととである (http:/

川明rw.iapanfs.org] 。

フェルナンダ・ギアナージ

GAC2004 は第2回とは銘れっていないが、 2000

年 9月にブラジル・オザスコで開催さオ1た世界アスベ

スト会議を引き継く、ものだったは脱)年 12月号参照。

遡って GAC2αJO と呼ばれた)。円本からオザスコ会

議に参加した筆者を含めた 41',が、英語とポルトガ

ル語の会議の内容をどれだけ理解したかはJ心もと

ないが、円本でもどうにしなければという強い思い

に属医られたととは間違いない。閉会式で天明組織

委員長が紹介したように、そのことが 2004+ド10月か

らの円本におけるアスベスト禁止につながったとい

うのは大げさにしても、オザスコから東京へ、 GAC

2000からG A C 2 0 0 4へとJLLいはつながっている。

オザスコ会議を切り盛りしたフェパナンダ・ギアナー

ジさんが来日できるかどうか直前までやきもきさせら

れた。本人にとっては尚史だったようで、彼女からの

メ ルにもそれがうかがえた。雇用主で aる連邦政
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被災者リーダー■チョラオの遺影を前に世界アスベスト会議で報告 するフェルナンダ(右側)、アメ、リカ■マウントサイナイ医科大学の鈴木 康之亮(中央)、ドレクセル大学のアーサー■フランク両氏とともに。

府が、なかなか海外渡航を認めないのだという。彼 
女は、第13回田尻賞の受賞者の一人でもあり、2004 
年7月11日の授賞式に来られないことはわかってい 
たので、GAC2004で来日したときにお渡しすること 
になっていた。
献身的な労働安全衛生監督官であり、かつプラ 

イベートな時間も捧げてブラジルのアスベスト被災 
者のために闘い続けてきたフェルナンダは、名誉毀 
損という言いがかりで二度目の刑事告発を受け、し 
かも裁判長自らが汚職事件で投獄されたために審 
理が遅延、さらに、監督官としての職務を禁じられ軟 
禁に近い状態を強いられていた(2004年7月号、8 • 
9月号等参照)。死の恐喝を受けることも度重なり、 
第二のチコ• メンデスにしてはならないという内外の 
世論も沸き起こっていた。
最終的に来日することができた彼女は筆者に、 

「田尻賞とGAC2004が私と家族(8歳の娘さんがい 
る)を救ってくれた」と目を潤ませながら話した。2003 
年9月のカナダ•アスベスト会議、そして2004年2月 
にもアメリカに招待されたいたのだが、二度とも政府 
がブラジルを出ることを認めなかったと。刑事裁判は 
終わっておらず、監督官業務には復帰できたもの 
の、業務ではアスベスト問題には一切関わることを 

許されない状況が続いている。
しかし、彼女とブラジルのアスベスト被災者•家族 

らの闘いは確実に前進していた。オザスコから始まつ 
たアスベスト曝露者の組織化から、いまでは3つの 
州で6つのグノレープが活動している。保健省が最近、 
疾病だけでなくフォローアップされるべきすべての曝 
露者を登録するための、DATASUS/VIGIAMIAN 
TOというプロジェクトを開始したという。

ブラジルにおけるラスト•バトル
フランスの多国籍企業サンゴバンの子会社エター 

ニトとブラジリットに対する訴訟が500件も提起され 
てから、ようやく彼らは1996年に和解協定に応じ、 
賠償金と医療費補助を行うようになったが、当時の 
賠償金額は1人当たりわずか30〇〜5,000US$だっ 
た。フェルナンダたちはこの和解協定を打破しようと 
苦闘してきたが、2003年8月に民事裁判所が、2,500 
人の被災者全員に対して、損害の程度に応じて胸 
膜肥厚斑を含む非悪性のアスベスト関連疾患を対 
象とした1級一最低賃金(月約90US$)の半分の年 
金〜5級一最低賃金の4倍の年金、同様に最低賃 
金の50倍〜300倍の慰謝料を支払う等を命じた判 
決を下した。1996年の和解の10倍以上の水準で、 
総額は1億6千万ドルになるだろうとのことである。
これに対してアスベスト産業界は、2004年10月7 

日、各種メディアに莫大な資金をつぎ込んで、「アス 
ベストはブラジルで20万人の雇用を創出」、「ブラジ 
ルにおけるアスベストの生産•利用はILO条約を遵 
守。クリソタイル•アスベストは生命を尊重し、ブラジ 
ルの発展に貢献している」、「真実はひとつ：クリソ 
タイル•アスベストはブラジルの住宅問題に対する 
安上がりの解決策」(次頁左側写真の広告)、「ブラ 
ジルのクリソタイル•アスベストはヨーロッパやアメリ 
力で使われているものとは違う」などと、猛烈な宣伝 
広告キャンペーンで反撃してきた。
フェルナンダたちは、10月11日にこれを「虚偽広告 

(misleading propaganda)」であるとして、ブラジノレ広 
告取締委員会(CONAR)に提訴。「戦争」が始まっ 
た。10月25日、CONARがラジオ、テレビ、新聞、雑 
誌、屋外広告を禁止させた。26日、クリソタイル研究

安全センター情報2005年3月号27



|特集f,.itHlfl':体問アスベスト錦 E

ブラメlノ(l)Fスベス|産業GJク'Jソタ/,し肱護の千ヤノベンl立
左ちムもペ町四広t七掲載禁υこ追υ泊まれた

所が上訴。 27口、CONARは決定を再確認。 28口、

ケリソタイル研究所は緊急事として民事裁判所に提

訴(仮処分申請?)029円、民事裁判所は請求を認

めず、祭l上処分を維持。

11月5tJ、ケ｝少ノタイル研究所は宣伝スローガンを

変更。 10円、雑誌、テレビ等に新たな五伝広告(写

真右側のJよ件) - rブラジルにおけるケ1Jソタイル・

アスベストの長任ある使 JIJにlojけたクリソタイル研

先下万の技術と情報JoGAC2004前円の 18円、これ

に対して∞NARliJ.ム件祭ICの決定を覆さなかった。

ホテルに着くなり姿が見えなくなったフェルナンダ、

は、 OAルームでFAXとJ'¥'ノコンにかじりついてい

たようで何ごとかといぶかんでいたのだが。彼女は、

「勝った。全員一致の決定だ。ケリソタイル研究所は

完墜に広山を禁じろれた。…われわれにも少し休み

を与えてほしい。休養を取るようトライして、東京をエ

ンジョイしてほしい。素晴らしいH本のえ化を知って

ほしLリという、 A B R E Aの弁護上(円系人とのこと)

からのメッセージを披滅してくれた。

ただし彼女は休むどころか、 H本に来るのに呆っ

てきたパリグ・ブラジル航空の国際線機内誌 (2004

年 11 /1 2月号)に、アスベストを擁護する!ム侍が載っ

ていたと報告。 H本だけでなくすでにアスベスト禁止

を決定した回へのフライトにこのような広山を載せ

ているととに抗議しようと呼びかけたのだった。

彼女は、ブラジルの現状を、「アスベスト・マフィア

との最後の闘い(ラスト・バトル)Jと評した。

なヰ］,会議長終日、療養中のため出屈できなかっ

た鈴木武夫世話人代表(元圃¥r.公衆衛桁院院長)

I=:f七オ力、斎藤竜太医師(神奈川労災職業両センター

ブ7ジル(フUしナツダコ央)、円木 I呈苦手ご)、;叉Eの(~ACi土
南アJリ力l全国;t)｝山ヲiit組合(IJ Jvツドゴ十円

理事長)かう第 13101肝尻賞が贈呈された(l9I ［写真
右)。お返しというオコ対ではないのだが、 f庇失は、 29

年間アスベスト・セメント」二場で働いて、石綿肺に悩

患し、 l咋年 10月 15 tJに亡くなったブラジルのアスベス

ト被災者のリダ一、セパスチャン・アラレシド・アル

ベス・デ・シルパのず1を泊したA員を筆者に贈ってくれ

た。彼は死の床で、ほとんど目、ができなくなってかう

でも、フランスとドイツ正テレビ局の取材に応じてい

たという。これは全くの予定外で、結しい驚きだ、った。

フヱ)～ナンダ'は、 GAC2仁川が実現したのも、他の

諸々の前進も、「すべてはオザスコから始まった」と

言われるたびに涙ぐんだ。感J!l~ 匿のJ思いがあった

ろう。オサ、スコから束尽へ、次はいつ?とこで '1 懇

親会の坊で怯2日08年に南アフリカでとし行声もあがっ

たし、会期中あちらとちらで、白薦他薦の候補があ

げられていた。

後援・協賛等

思えば2002 年 10月に口-1)--カザンアレニか3

メールで、ブラジルに続く世界アスベスト会議をアジ

アで闘催したいという相談があり、「協力は惜しまな

tlJ と返答したときには、円本で閣骨量することになる

とは思ってもいなかった。同年 10月 29-31日にアテ

ネで同催されたギリシャ・アスベスト会議に集まった

関係者と毛相談した結米、円本での開催が最適では

ないかという話になったと聞かされたのは、たしかア

メリカのC O S Hネ、ソ卜ワーケ会議等でフィラデルフf
アに滞在 '1'のことだったと思う。
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全員総立ちの拍手の嵐のなか3日間のGAC2004は閉幕

連(ETUC)/国際中皮 
腫研究会(IMIG)
參協賛
全日本自治団体労働 

組合(自治労)/全国建 
設労働組合総連合(全建 
総連)/日本教職員組合 
(日教組)/全日本港湾 
労働組合(全港湾)/全 
造船機械労働組合(全造 
船)/全日本水道労働組 
合(全水道)/全駐留軍 
労働組合(全駐労)/日 
本消費者連盟/労働者 
住民医療機関連絡会議 
/中皮腫•じん肺•アスベ 
ストセンター/中皮腫•ア 
スベスト疾患.患者と家族

この提案はまず石綿対策全国連絡会議とそれを の会/石綿対策全国連絡会議(BANJAN) /アス 
支えていただいている中心団体である自治労、全建 ベスト禁止国際書記局(IBAS)
総連、日本消費者連盟等に報告•相談して、「やっ 
てみよう！」ということになり、よい広範な人々の手 
で実現していくために組織委員会を立ち上げたのが 
2003年6月9日のこと。以来、組織委員会は2005年 
1月29日までに14回の会合を開いている。

GAC2004には広範な御後援•御協賛をいただい 
た。あらためて列記させていただく。
參後援
厚生労働省/環境省/ILO駐日事務所/東京 

都/日本労働組合総連合会(連合)/日本医師会 
/日本弁護士連合会/日本経済新聞社/朝日新 
聞社/石綿•中皮腫研究会/エコケミストリー研究 
会/ (社)日本化学会/日本環境学会/日本リスク 
研究学会/日本衛生学会/日本地質学会/廃棄 
物学会/ (社)環境科学会/日本肺癌学会/ (社) 
日本建築学会/(社)日本産業衛生学会/(社)日 
本水環境学会/(財)日本建築センター/(社)日本 
建築材料協会/(社)環境情報科学センター/田尻 
宗昭記念基金/ラマッチーニ協会/労働環境衛生 
学会(SOEH:アメリカ)/国際労働衛生会議•呼吸 
器障害科学委員会(SC-RD, ICOH) /ヨーロッパ労

さらに、順序が逆になってしまったが、開会式(表 
紙写真)には来賓として以下の方々からご挨拶をい 
ただいた。紙面を借りてあらためて感謝したい。
古J11祐二氏(厚生労働省労働基準局安全衛生部 
化学物質対策課長［日本］)

野田功氏(東京都環境局環境改善部大気保全課 
長旧本］)

堀内光子氏(国際労働機関(ILO)駐日代表) 
林誠子氏(日本労働組合総連合会(連合)畐IJ事務 
局長旧本］)

/J、木和孝先生((財)労働科学研究所主管研究員、 
元ILO労働条件環境局長)には言わば「お目付け
番」としてすっかりお世話になってしまった。ローリー- 
カザンアレン、バリー•キャッスルマンのふたりには、
2004年4月のプレ•イベントでの来日を含めて、準
備期間と会期中をを通じて国内の組織委員会を支
えていただいた。組織委員、顧問、事務局の皆様は 
じめ、御礼しなければならない方々がまだまだ沢山
いるが、割愛させていただいて、御報告とさ 
せていただく。
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日本の石綿関連がんの労災補償状況 目

中皮腫

恥1esothelioma

石綿肺がん

LungCancer 

合計 Total

年

死亡件数Mortality

労災認定件数

仁DmpensatedCases 

認定率(%)

死亡件数Mortality

労災認定件数

白 mpensatedCases 

認定率(%)

死亡件数Mortal町

労災認定件数

仁DmpensatedCases 

認定率(%)

年

日本における中皮腫による死亡者数(人口動態統計による)

2.169る 2.39% 

121 

1995 

1996 

1997 

性別

男性

女性

合計

男性

女性

合計

男性

女性

合計

合計

356 
144 

500 

420 
156 

576 

451 
146 

597 

胸膜中皮腫

201 

74 

275 

283 

75 

358 

281 
74 

355 

腹膜中皮腫

35 
16 

51 

23 
22 

45 

31 
17 

48 

心膜中皮腫

3 
3 

6 

5 

3 

8 

3 
2 

5 

その他部位

7 

4 

11 

12 

13 

9 
3 

12 

7 

部位不明

110 

47 

157 

97 
55 

152 

127 
50 

177 

※
 

考
…
ロ

3
β

…
2

5

m
…
2

6
叩
U

参…

2∞3 

810 

男性 655 441 
女性 223 125 

合計 878 566 

「参考※」は、「胸膜の悪性新生物(除中皮腫)J
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中皮腫による死亡件数と労災認定件数の比較(都道府県別)

※死亡件数は人口動態統計により、労災認定件数は厚生労働省資料により、全国労働安全衛生センター連絡会議が作成。
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都道府県別・石綿にさらされる業務による職業がんの労災補償状況

※情報公開法で開示された厚生労働省資料により全国労働安全衛生センター連絡会議が作成。

-75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03
昭和 平成 合計

-50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 元 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
北海道 1 1 1 2 5 2 12
青 森

岩 手 1
宮 城

秋 田

山 形

福 島

茨 城 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 12
栃 木 1 1 2
群 馬 1 1
埼 玉 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 2 2 4 24

千 葉 1 2 1 4 1 9
東 京 1 1 2 1 1 1 1 3 3 2 2 2 4 4 2 2 1 3 3 3 7 16 65
神奈川 1 3 3 2 4 5 2 4 3 3 2 4 11 8 7 9 12 7 12 17 119
新 潟 2 1 2 5
富 山 1
石 川

福 井

山 梨 1
長 野 1 1 1 2 1 1 7
岐 阜 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 2 2 16

静 岡 1 1 2 1 2 1 1 9
愛 知 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 12

三 重 1 1 2
滋 賀 1 1 2
京 都 1 1
大 阪 4 1 2 1 1 1 2 4 2 2 1 2 2 4 6 8 1 5 7 56
兵 庫 2 4 1 1 2 5 4 5 2 1 6 3 2 11 7 10 13 17 22 118
奈 良 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 3 2 1 19

和歌山

鳥 取

島 根

岡 山 1 1 2 3 4 5 5 5 12 38
広 島 1 1 1 4 4 2 2 3 2 3 2 9 34

山 口 1 1 1 1 2 1 7
徳 島 1 1

香 川 1 1 1 1 2 5 3 2 16
愛 媛 1 2 1 3 7
高 知

福 岡 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 3 1 8 26
佐 賀 1 124
長 崎 1 1 2 1 1 3 1 1 4 1 16
熊 本 1
大 分 1 1 1 1 4
宮 崎

鹿児島

沖 縄

合 計 5 1 2 7 4 7 11 14 10 10 19 16 17 24 21 21 23 27 22 42 42 52 54 77 121 649

肺がん8 2 0 3 5 1 2 7 4 3 7 5 8 7 9 10 10 9 11 9 10 15 12 23 17 17 21 22 83 340
中皮腫 0 0 0 1 0 0 0 0 0 4 4 9 2 3 10 6 8 14 10 12 13 12 10 19 25 35 33 55 38 323
合 計 8 2 0 4 5 1 2 7 4 7 11 14 10 10 19 16 18 23 21 21 23 27 22 42 42 52 54 77 121 663



平成11～15年度分の内訳

平成11年度 平成12年度 平成13年度 平成14年度 平成15年度

請求 支給決定件数 請求 支給決定件数 請求 支給決定件数 請求 支給決定件数 支給決定件数

件数 肺がん 中皮腫 合計 件数 肺がん 中皮腫 合計 件数 肺がん 中皮腫 合計 件数 肺がん 中皮腫 合計 肺がん 中皮腫 合計

北海道 1 1 1 2 2 2 5 5 5 1 1 2
青 森 0 0 0
岩 手 1 1 1 0 0 0
宮 城 0 0 0
秋 田 0 0 0
山 形 0 0 0
福 島 0 0 0
茨 城 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2
栃 木 1 1 0 0 1 1
群 馬 0 0 0
埼 玉 2 2 3 4 2 2 4 4
千 葉 1 1 3 4 1 0 1 1
東 京 1 1 2 3 4 3 3 1 2 1 3 16 2 5 7 9 7 16
神奈川14 5 4 9 6 3 9 12 11 2 5 7 11 7 5 12 8 9 17
新 潟 1 1 1 2 2
富 山 1 0 1 1
石 川 0 0 0
福 井 0 0 0
山 梨 1 1 1 0 0 0
長 野 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 0
岐 阜 2 1 1 2 1 1 1 2 1 1 2 2 2
静 岡 2 2 1 1 1 0 0 1 1
愛 知 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 2
三 重 1 1 1 0
滋 賀 0 0 1 1
京 都 1 1 1 1 1 1 0
大 阪 7 4 2 6 6 4 4 8 2 1 1 5 2 3 5 2 5 7
兵 庫 8 1 6 7 7 3 7 10 14 4 9 13 18 3 14 17 4 18 22
奈 良 3 2 1 3 3 1 1 2 1 1
和歌山 0 0 0
鳥 取 0 0 0
島 根 0 0 0
岡 山 4 1 3 4 5 4 1 5 7 2 3 5 4 5 5 3 9 12
広 島 1 6 2 2 1 2 3 6 2 2 9 9
山 口 1 1 1 2 2 2 1 1
徳 島 0 0 0
香 川 3 2 2 3 3 2 5 3 3 3 2 2
愛 媛 1 0 3 3
高 知 0 0 0
福 岡 2 1 1 2 1 1 1 3 2 1 3 1 1 1 1 7 8
佐 賀 1 1 1 2 2
長 崎 1 1 3 1 1 5 3 1 4 1 1
熊 本 0 0 1 1
大 分 1 1 1 0 0 0
宮 崎 0 0 0
鹿児島 0 0 0
沖 縄 0 0 0
合 計 44 17 25 42 47 17 35 52 53 21 33 54 95 22 55 77 38 83 121



労働基準監督署別・石綿にさらされる業務による職業がんの労災補償状況

平成11年度 平成12年度 平成13年度 平成14年度 平成15年度
局/署別 肺がん 中皮腫 合 計 肺がん 中皮腫 合 計 肺がん 中皮腫 合 計 肺がん 中皮腫 合 計 肺が 中皮

計 支給 不給支 支給 不給支 支給 不給支 計 支給 不給支 支給 不給支 支給 不給支 計 支給 不給支 支給 不給支 支給 不給支 計 支給 不給支 支給 不給支 支給 不給支 支ん給 支腫給 支給

北海道 1 1 1 2 2 2 5 5 5 1 1 2
札幌中央 1 1 1 1
札幌東 1 1
旭川 1 1 1 1
室蘭 1 1 4 4

岩手 1 1 1
釜石 1 1

栃木 1 1 1 1
宇都宮 1 1
鹿沼 1 1

茨城 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2
土浦 1 1
太田 1 1
下館 1 1
鹿島 1 1 2

埼玉 2 2 3 1 1 3 4 4 1 2 2 1 4 4
さいたま(大宮) 1 1 3 3

熊谷 1 1
川越 1 1

春日部 1 1 2 2
所沢 1 1
秩父 2 2 1 1

千葉 1 1 1
柏 1 1

東京 1 1 2 1 3 1 4 3 3 1 2 2 1 3 16 2 1 5 7 1 9 7 16
上野 1 1 1 1
大田 1 1 2 1 1
品川 1 1
新宿 1 1 3 1 4
足立 1 1 2 1 3
亀戸 1 1 2 2
中央 1 1 1 1 1 1 2 1 1

江戸川 1 1
三田 1 1 1 1 2 2 4
向島 1 1 1 1 1 1
池袋 1 1 1 1
立川 1 1

神奈川 14 5 1 4 9 1 6 3 9 1 12 1 11 2 1 5 7 1 11 7 5 12 8 9 17
横浜南 1 1 1 1 2 1 2 3
鶴 見 1 1 1 1 1 1 2
横須賀 4 1 1 5 1 2 8 10 1 4 4 1 2 2 4 4 4 8
横浜北 1 1 0
横浜西 1 1 1 1
横浜南 1 1
厚 木 1 1 1 1 1 1
川崎北 1 1 2 1 1
川崎南 1 1 1 1
平塚 2 2
藤沢 1 1 1 1

小田原 1 1
新潟 1 1 1 2 2
新発田 1 1
新潟 1 1
高田 1 1

富山 1 1
富山 1 1

長野 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1
長野 1 1 2 1 1

長野旭庁舎 1 1
福井 1 1 1

福井 1 1
岐阜 2 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 2 2 2

岐阜 1 1 2 1 1 1 1 1 2 2 2
静岡 2 2 1 1 1 1 1

清水 2 2
磐田 1 1 1 1

愛知 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 2
名古屋北 1 1
名古屋南 1 1 2 1 1
名古屋西 1 1

津島 1 1
半田 1 1

三重 1 1 1
津 1 1



※厚生労働省から情報提供された資料から作成。

※請求、支給・不支給決定は「その年度」に行われたものなので、請求件数は支給、不支給件数の和に一致しない。

局/署別

平成11年度 平成12年度 平成13年度 平成14年度 平成15年度

請計求
肺がん 中皮腫 合 計

請計求
肺がん 中皮腫 合 計

請計求
肺がん 中皮腫 合 計

請計求
肺がん 中皮腫 合 計

ん
中腫皮 合支計給

支給 不給支 支給 不給支 支給 不給支 支給 不給支 支給 不給支 支給 不給支 支給 不給支 支給 不給支 支給 不給支 支給 不給支 支給 不給支 支給 不給支
滋賀 1 1
八日市 1 1

京都 1 1 1 1 1 1
舞鶴 1 1 1 1

大阪 7 4 2 6 6 4 4 8 2 1 1 1 1 5 2 3 5 2 5 7
大阪中央 1 1 1 1

淀川 1 1 1 1
東大阪 1 1 1 1 1 1
岸和田 3 3 1 1 2 1 3
大阪南 1 1
　天満 2 2 1 1 1 1
大阪西 1 1 1 1 2 2

堺 1 1
北大阪 1 1 1 1 1 1
茨木 1 1

兵庫 8 1 6 7 7 3 7 10 14 4 9 13 18 3 14 17 4 18 22
尼崎 1 4 5 3 3 6 3 4 7 3 5 8 2 9 11
姫路 2 2 1 1

神戸東 2 2 1 1 2 1 1 1 3 4
神戸西 2 2 4 4 6 6 2 2
伊丹 1 1
西宮 2 2 1 1

加古川 1 1
但馬 1 1

奈良 3 2 1 3 3 1 1 2 1 1
葛城 2 1 3 1 1 2 1 1

岡 山 4 1 3 4 5 4 1 5 7 2 3 5 4 5 5 3 9 12
岡山 1 1 1 1 1 1
倉敷 3 3 1 1 2 2 1 1
玉野 1 1 3 1 4 1 3 4 2 2 3 6 9
和気 1 1

広島 1 6 2 1 2 1 1 2 1 3 1 6 2 2 9
広島中央 1 1 1 1 1 1 4 4
広島北 1 1 1 1

呉 1 1 1 1 2 2 2
福山 1 1
三原 1 1
尾道 1 1 1 1

山口 1 1 1 2 2 2 1 1
下関 1 1 1 1
宇部 1 1
徳山 1 1

香川 3 2 2 3 3 2 5 3 3 3 2 2
高松 2 2 2 2 4 2 2 1 1

東ががわ 1 1
坂出 1 1

観音寺 1 1
愛媛 1 2
新居浜 1 1 1 1

伊予三島 1 1 1 1
福岡 2 1 1 2 1 1 1 3 2 1 3 1 1 1 1 7 8
福岡中央 1 1 2 4 4
門司(支) 1 1
北九州西 1 1 1 2 3
北九州東 1 1 1 1

行橋 1 1
直方 1 1

佐賀 1 1 1 2 2
佐賀 1 1 2 2

長崎 1 1 3 1 1 5 3 1 1 4 1 1 1
長崎 1 1 1 1 3 1 1 4 1 1 1

熊本 1 1
玉名 1 1

大分 1 1 1
大分 1 1

合 計 44 17 1 25 1 42 2 47 17 35 2 52 2 53 21 3 33 4 54 5 95 22 2 55 1 77 3 38 83 121



塩沢美代子「語りつぎたいこと一日本•アジアの片隅から」34

都市産業宣教部(UIM)
塩沢美代子

アジアでの活動への誘い

私にとって近隣アジア諸国は、戦争中に大 
本営発表の戦況報告で、国名や地名を知って 
いただけの存在だった。小学生になって地図 
を見たとき、赤色で示されていたのが日本だっ 
たが、朝鮮半島も台湾も赤だったので、そこに 
異民族が住んでいて、日本が植民地支配をし 
ていることなど、全く知らなかった。
終戦後にその地や満州から、続々と日本人 

が引き揚げてくるのと、日本の近現代史が明 
らかになって、はじめて知ったのである。
すでに述べたが、戦争中には、アジア侵略 

戦争を正当化するために、アジア人蔑視を積 
極的に教育されていた。
戦後は自分の手のとどく範囲での労働組合 

の民主化に、夢中になっていたので、国外に 
眼を向けるゆとりは全くなかった。だから突然

にアジアの人々とふれ、言葉の壁があったも 
のの、それぞれに豊かな人間性と魅力を感じ 
て、私はなんと恐ろしい教育を受けたものかと、 
改めて思い出したのである。
さまざまな面で感銘深いアジアの旅だったが、 

私にとっては、かつての渡米のように、いっと 
きの経験として終り、問題が山積みの日本の 
草の根の仕事に戻っていくものと思って帰って 
きた。
ところがオウさんに、この機会を与えていた 

だいた感謝を伝える話のなかで、私にとって途 
方もない、オウさんの構想を知ることになった。
アジアには日本と欧米から沢山の企業が、 

本国とは桁違いの低賃金を求めて進出してい 
る。多業種にわたっているが、女子の労働集 
約型の繊維や電子関係の工場が多い。その 
労働条件の劣悪さと、それに反発する労働者 
に対する弾圧は、人権問題であり、CCAとし 
て女子労働者の支援は緊急の課題と思ってい

36安全センター情報2005年3月号



る。外国企業を誘致しているのは、各国の独

裁政権で、工業化による経済発展のために民

衆の犠牲はやむをえないという、“開発独裁"

の発怨で、労働者もその支援者もきびしく抑圧

している。政府は企業誘致のために、“低賃金

で従順に働く労働者がいくらでもいる"と PRし

ているから、労働争議はきびしく禁じている。

東アジア・東南アジア各国で、全く同じような状

況だか弘矢子労働者の人権を守る運動のネッ

トワークをつくって、連侍してたたかっていく必
要がある。しかし各国で労働者の支援活動を

している人たちは、官憲の監制下にあり、パス

ポートなど取得できない。労働問題に取り組ん

でいる人が、パスポートを取得し、自由に外岡

を歩き姐れるのは円本人くらいである。だから

塩沢さんがH本で長年やっていらした活動を、

アジアに拡げてやっていただけないだろうかと

いうことだった。

私の断裏に、会ってきたばかりの、アジアの

若い女性たちの姿が浮んだ。漢字や絵で、

坐懸命に筆談した、愛くるしい香港の縫製労働

者や、アメリカ企業の労働争議に|刈った疑い

で官憲に尾行されていた、中同系シンガポー

ル人のきりっとした表情や、夢をみているでは

ないかとさえ思った、韓国の紡績労働組合の

火性役員たちだ、った。彼kらは、私が全ボ糸

労連や食品労連でともに活動した仲間たちと、

全く雰囲気が同じで、どうして百葉が通じない

のだろうと、ふしぎな気がしたほどだった。だか
らオウさんの j思いがけない話に、 2~3 秒は

心がおどったが、 5秒後には、“それは英語が

できなければできない仕事ではないか"という

冷厳な現実にすーち戻った。

アジアでも同際交流につかえる共通な百葉

は、英語しかなかったのである oもちろん各国

の労働者は英語などできないが、それぞれの

国で牧師やカトリックの神父やシスターなど、

英語のできる人たちカえ労働者の通訳をして国

際的なネットワークをつくろうとしていたのであ

る。後からわかったことだが、貧d田の差が大き

く、大学に進学できる者は、け本と比較になら

ないほと、少ないが、大卒者は fnJを専攻した人

でも、英語がつかえた。ひとつの瑚由は、どの

分野でも円本ほど学坐の勉学に必要な文献

は、外国人の著作が母国語に訳されているわ

けではないので、英語の主献で読まなければ

ならないかららしい。特権的な階層の子どもだ

けが大学に行くから、学庁今の大半は上昇志向

が強い。しかし一部の純情なお:者たちは、独裁

政権下の政治や社会の矛盾に気付き、蝉圧

されながら学坐運動をやり、労働者のシンパが

悟れてくる。そして労働者のオルガナイザーに

なった人たちがいて、彼らも英語はよくできる。

こういう人たちを通じて、各国の労働者とつな

がっていく活動だから、英語ができなければど

うしょうもない。

私はオウさんlこ、「私は英語ができないか

ら、残念ながらその仕主はできません」という

と、「言葉はなんとかなりますよ。塩沢さんがそ

の気になって卜されば、英語の研修の機会も

考えますし」という話だった o

しかし私は間もなく49臓になるときだった。い

くらなんでも今から英語で仕事をするなど“夢

のまた夢"だと思った。

オウさんのオフィスヘ出入り

その頃、私はすでに述べた戦争独身の女性

たちの調査、東京都に委託された主婦のパー

ト労働の調査、食品労連関係の仕事などで多

忙をきわめていた。しかしビープルズ・フォー

ラムに参加して以来、オウさんは、外国からの

米訪者があるときなど私に声をかけて下さり、
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しばしば彼のオフィスに出入りするようになっ

た。このオフィスの名称は、 1970年代は都市

虚業宣教部(UI M )といい、後に都市農村宣

教部(URM)というようになった。これは、いわ

ゆる発民途上国で工業化がすすめられるなか

で、農村から都市に出て、 1.業労働者になっ

た人たちの劣悪な労働条件や、彼らの住むス

ラムエリアの状況などに、問足題耳意識をもつては

じまつた活動だ

農村の貧しさ、つまり農村問題をぬきにしては

この活動はやっていけないというので、名称を

変えたのである。五教というと、教会で説教す

るだけのように思いがちだが、キリストの教え

を実践することが宣教であり、したがって、さま

ざまな意味で抑圧されている、社会的弱者の

側になって、抑圧している側に対してたたかう

活動を行っていたのである。

夜、は、オウさんの期待する什事はできっこ

ないが、せっかく外国人としばしば会う機会が

あるのに、全く話ができないのは残念なので、

労働に関る単語などは、辞書を繰って少しず

つ覚えはじめていた。

オウさんのオフィスと同じビルにあるキリス

ト教団体で働く、へレンポストさんというアメリ

カ人の女性が、オウさんが私に期待している

活動を知り、ボランティアで、私の英語教師を

買って山て下さった。彼立;は私のことを、“結婚

退職後の私たち"という出波新占が出版された

ときから知っていたo彼女の口木請を読む能

力は秀れていて、この本を読んだ。そして英文

でグローバルに発伝しているキリスト教関係の

ニュースレターに、その内容を紹介する記事を

書いた。そのときその内科に誤りがないかを

チェックしてほしいと、私に波された。ところが

私に、英文をチェックする能力がないので、英

語の達者な友人とともに読んでみておどろい

た。すでに新聞や雑誌にいくつか書評がのっ

ていたが、そのどれよりもポストさんの書いた

ものが、ポイントをついており、著者としては、

こういう風に紹介してもらえたら木雫だという内

容だった。外国語の木をこれだけ的確に読み

こなす人もいるのだと、感心したのである。

ポストさんは、お互いに時間のとれるときに、

私を白宅に招いて、お茶を飲んだり、ときには

子料理をごちそうして下さったりして、英語でお

しゃべりをする形で、少しずつ英語に朗11れさせ

て下さった。日本語のできる人だから、「こう言

いたいとき、どう表現したらいいのか」などとき

いたりできるので、少しずつ英語を覚えていっ

た。

WCCUIMの東京集会

1974年の春、 wccC世界キリスト教協議会)

UIMの集会が、オウさんのアレンジにより、束

京で開かれた。グPローパルに参加者があった

らしいが、そのなかに、この際に、日本の労働

組合のリーダ?ーに会って、話をききたいという

人たちがいるので、総評に頼んでその機会を

つくってほしいと頼まれた。私は総評の月刊誌

にときどき原稿を頼まれたりしていたので、教

官部長にこの依頼をした。キリスト教の国際問

休からの話なので、その意外性におどろいた

ようだが、彼がスタップと一緒に会ってくれるこ

とになった。私は集会の関係者に、「私はコー

ディネーターはしますが、通訳はて、きませんの

で、そちらで手配して下さい」と頼んだ。

そこでアメリカ留学から帰ったばかりの日本

人の牧師が付添って、 8人ぐらいの主としてア

ジア人が総評を訪問した。

ところが教宣部長は、 H頃使っている組合

川諸・労働川詰で訴をするので、通訳の牧師

さんにはその日木語白体がわからないので、

英訳しょうがない。私はすぐに気付き、彼に教
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宣部長のいっていることをふつうの円本語に 向上の運動を展開しはじめた年だった。

したり、コメントを加えたりして、 J 段通訳のよ

うになった。それでも彼は英語でも労働用語は

あまり知らないらしく、参加者は何もわからな

いという表情をしている。こりゃだめだと思った

私は、黒板を持ってきてもらって、即席で日本

の労働組合のおおまかな組織|ヌ|を書いたり、

主要業種やその路線などを図に示したりしなが

ら、単語の羅列をすると、“わかる、わかる"と

いう表情に変った。参加者のなかに、香港で

働く中国人とスイス人がいて、ときに漢字を書

くと、彼らがすぐ英語で他のメンバーに伝えて

くれたりした。なんとも珍妙な光京だったが、な

んとか外国人が知りたいと思っていたことを、

ある程度わかったらしかった。彼らは、総評と

同盟については、 H本語の発育のまま知って

おり、同県が右寄りだとも心得ていた。

その官!日は春闘のデモがれわれた。彼らに

その話をすると、ぜひ行ってみたいというので、

私はデモの山発点に彼らを伴い、食品労連の

列を探し出して、みんなに紹介した。組合只た

ちは、思いがけない外国人の参加を面什がっ

て、労連のゼッケンを彼らにつけて上げたりし

た。私はときには辞書も見ながら、デモ参加者

のかかげるプラカードに書かれていることを、

英訳して姐った。円本語は全くわからない人た

ちだから、一緒にいないと迷子になって宿舎に

帰れなくなりはしないかと私は気をもんだが、

彼らは!勝rに動き細って、写真をとったり、次々

と続く諸労組の隊列を眺めたりしていた。 8人く

らいいた外|司人は、だんだん把梶できなくなっ

たが、と、うやら無事に帰ったらしかった。

国際婦人年の決意?

1975年は国連が、“国際婦人年"といって、

グローバルに矢作孟別の撤廃や久性の地位

そこで世界労連が、アジアの繊維産業の火

性労働者の同際集会を、インドのボンベイで

聞くことになり、日本の繊維労連に招待が来て、

本部と傘下組合の専従の久性が、参加すると

いう訴をきいた。私はアジアの女チ労働者が

集まる会なら、参考になることがあるのではな

いかと思い、繊維労連とオウさんに相談する

と、労連では同行してもいいといい、オウさん

は費川は私のオフィスで出しますということに

なった。世界労連では、集会は英語で行うが、

H本語の通訳を用悲しているという話だったの

で、私は安心して出かけた。ところがその通訳

とは、たしかに口木話を話す女性だったが、純

然たる観光ガイドで、集会が始まってみると、

経済や労働に|対するH本語はほとんど知らな

いらしく、全く通訳の役は果せなかった。男ば

かりが働いている、インドの紡績・織布・染色

の一貫工場を見学させてもらったり、インドの

踊りや青楽を楽しんだりしたが、日|心の集会で

どんな話が交わされたかは、 向にわからぬ

ままで、私は費用を出して下さったオウさんに

気がひけでならなかった。このような場面を他

にも何度か経験した私は、やっぱり自分が英

語を覚えるしかないかと、痛切に感じはじめた。

75 年の春には、岩波新書の「ひとり暮しの

戦後史」もや℃と山版され、東京都に委託され、

10人くらいのチームで取り組んでいた“主婦の

パート労働の実態調査"も膨大な報告書を提

山できた。インドから帰って、オウさんのオフィ

スの日本人の協力者たちの会合で、“やっぱ

り自分で英語をやるしかないかな"と私のUを

ついてでたつぶやきに、オウさんは顔を輝や

かせた。彼は私の気が変わらないうちにと、す

ぐに私の英語研修の具体化に乗り出したので

ある。

回
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労働安全衛生法等一部改正案要綱

労働安全衛生法等の一部 を改正する法律案要綱
厚生労働大臣は2(»5年年1月24日に、労働政策 

審議会(会長:西川俊作•慶應義塾大学名誉教授) 
に対して、「労働安全衛生法等の一部を改正する法 
律案要綱」を諮問。2月3日、同審議会から厚生労働 
大臣に対して、下記のとおり答申が行われた。厚生 
労働省では、答申に基づき、「労働安全衛生法等の 
一部を改正する法律案」を作成し、今通常国会に提 
出する予定である。
これは、労働安全衛生法、労災保険法及び労働 

時間短縮促進法の一部を改正するもので、前号で 
紹介した労働政策審議会の関係分科会•部会の建 
議を受けたもの。また、本号紹介の「労災保険料率 
の設定に関する検討会」報告書を受けた労働保険 
保険料徴収法の一部改正も含まれている。

XXX
労審発第198号 
平成17年2月3日 厚生労働大臣尾辻秀久殿労働政策審議会会長西川俊作

平成17年1月24日付け厚生労働省発基勤第 
0124001号をもって諮問のあった「労働安全衛生法 
等の一部を改正する法律案要綱」については、本 
審議会は、下記のとおり答申する。

記
「労働安全衛生法等の一部を改正する法律案要 

綱」について、別紙1の安全衛生分科会報告、別紙 
2の労働条件分科会報告のとおり審議結果が取り 
まとめられたところであり、これらの報告内容を踏ま 
え、所要の法律案の作成に当たられたいこと。

(別紙1) 平成17年2月2日
40安全センター情報2005年3月号

労働政策審議会 会長 西川俊作殿安全衛生分科会 分科会長 櫻井治彦
「労働安全衛生法等の一部を改正する 

法律案要綱」について
平成17年1月24日付け厚生労働省発基勤第 

0124⑻1号をもって労働政策審議会に諮問のあっ 
た標記については、本分科会は、下記のとおり報告 
する。

記
「労働安全衛生法等の一部を改正する法律案要 

綱」のうち、労働安全衛生法の一部改正関係につ 
いては、妥当と考える。

(別紙2) 平成17年2月3日
労働政策審議会会長西川俊作殿

労働条件分科会分科会長西村健一郎 
「労働安全衛生法等の一部を改正する 

法律案要綱」について
平成17年1月24日付け厚生労働省発基勤第 

0124⑻1号をもって労働政策審議会に諮問のあっ 
た標記については、本分科会は、下記のとおり報告 
する。

記
1「労働安全衛生法等の一部を改正する法律案 
要綱」のうち、労働時間の短縮の促進に関する 
臨時措置法の一部改正関係については、おお 
むね妥当と考える。

2 「労働安全衛生法等の一部を改正する法律案 
要綱」のうち、労働者災害補償保険法及び労働 
保険の保険料の徴収等に関する法律の一部改



正問係については、別添「言山のとおり。

日( JI添) 平成 17年2月3口
労働条f '1分科会分科会長山村健一郎股

労災保険部会部会長保原喜志1::

「労働安全衛生法等の一部を改正する

法律案要綱」について

平成17年l月日日付け厚生労働省発長助第

0124001 号をもって労働政策審議会に諮問のあっ

た標記については、本部会は、下記のと主約報告す

る。

じ司
「労働安全衛生法等の 前記壬改了Eする法律案要

綱」のうな労働者災害補償保険法投び労働保険

の保険料の徴収等に悶する法律の一部改正問係

については、妥当と考える。

なお、有期事業に係るメ 1) 、ソト制の改正に伴い、 

建設業における労災かくしのJl! )JUを懸念する意見

があったことを踏まえ、厚生労働省においては、関

係者の協議の場を設けるなど労災かくし対策のー

屑の抑進が図られるよう、適切に対処すること。

労働安全衛生法等の一部を改正する

法律案要綱

第1 労働安全衛生法の一部改正

1 事業者の行うべき調査等

(1)事業者は、建設物、設備、作業等の危険性ぷ

は有害' 1 ' 1等を調査し、その結果に基づいて必必

な措置を講ずるように努めなければならないもの

とする三むただし、危険性ムくな有害性等『庄る化

学物質等に係る調査以外の調杏については、製

造業等の業種に属する事業者に限るものとする

とと。

(2) 厚中労働λ匝は、 ( 1 )のJ首置に閣して、必必な

抗日主|を公表するものとすること。

(3) 厚生労働大l止は、 (2)の指針に従い、事業者

に指導、援助等を行うことができるを江とすること。

2 製造業等の元方事業者等の講ずべき措置

(1)製造業等の事業の元方事業者は、その労働

者及ひ軍司係請負人の労働者江作業が同 の場

所において行われるごとによって生ずる労働災

需を防止するため、作業 IUJの連絡及び調整その

他必要な措置を講じなければならないものとする

こと。

(2) 分割I発注のため (1 )のHli肯を講ずべき者がー

以上主るときは、発注者等は、(1) の措置を講ず

べき者として一人を指｛',しなければならなL冷の

とすること。

3 化学物質等を製造し、又は取り扱う設備の改

造等の仕事の注文者の講ずべき措置

(1)化学物質等を製造し、又は~X';扱う設備で政令

で定めるをのの改造等の仕事の注文者であって

厚生労働省令で定める宅のは、～該物について

労働災需を防止するため必立!lなHlii肯を講じなけ

ればならないものとすること。

4 化学物質等に係る表示及び文書交付制度

の改善

(1 )危険を生ずるおそれのある物で政令で定める

ものを、その譲渡ムくは提供に際して容 26えは包

装に名称等を表示しなければならない物に追加

するとともに、存器又は包装に表示しなければな

らない事頃として、～該物を取り扱う労働者に注

意を喚起するた民の楳享で厚中労働大匝が定め

るものを追加等すること。

(2) 危険を生ずるおそれのよをる物で政令で定める

ものを、その譲渡又は提供に際して借手方にそ

の名祢等を文書の交付等の必法により通知しな

ければならない物に追加するとと。

5 健康診断実施後の措置等

( 1 )労働安全衛生法第6 6 条の4の規定による医

師ムくは歯科医捕の彦見の衛生委は会等への初

告を健康診断の実施後に講ずべき拍聞として明

記すること。

(2) 特味健康診断を受けた労働者に対するその結

果の通知について、一般健康診断の結果の通

知と同様にこれをfTわなけれは守ならないものとす

るとと。

6 面接指導等

(1 )事業者は、その労働時間の状況等が厚生労
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働省令で定詑る弘げ|に該当する労働者に対し、
厚生労働省令で定めるところにより、医師による

而技指導を行わなければならないものとするとと。

(2) 労働者は、 (1)の直接指符を受けなければな

らないものとすること。ただし、事業者の指定した

医師以外の医師が行う(1) の而接指導に相ヨす

る由接指導を受け、もの結果を事業者に提出し
たときは、この限りでないものとすること。

(3) 事業斉は、而接指導の結果の記録、而技指導

の結果に基づく必l止な品開にτいての院自Iliの意
比の聴取、その必要が～ると認める場合の作業

等の変更、医師の志見の衛生委民会等への初

告等のHlii貴を諦じなければならないものとすξこ

と。
(4) 而技指導の実施に従事した者は、知り符た労

働者の秘密を漏らしてはならない主のとすξ二と。

(5) 事業者は、(1) の面接指導を行う労働者以外

の労働斉で健康への配慮が必要なものについ

て、必l比な措置を講ずるように努めなければなら
ないものとすること。

7 計画の届出の免除

Iの(1)に定める拍肯その他の厚中労働省令で

定める措置を講じているものとして、労働基準監管

省長が認定した事業者について、労働安全衛生法

第在日条第1唄又は第2羽の規定による建設物又は
機械等の設置等の計|同lの届山義務を免除するこ

と。

8 教習及び技能講習制度の見直し

「地山の掘削作業主任者技能講習」と「土止め文

保上作業主任者技能講出」との統合、「ボイラー掘

利け一仁事作業主打者技能講胃」の廃止、「特定化

学物質等作業主任者技能講習」から「石綿作業主
任者技能講習」の分離等の見直しを行うこと。

9 その他

(1) 罰則lに関し所要の改在をfTうこと。

(2) その他所要の規定の整備を行うとと。

第2 労働者災害補償保険法の一部改正

1 通勤災害保護制度における通勤の範囲の

見直し
就業の場所から他の就業の場所への移動及び

住居と就業の場所との山の1t復に先行し、又は後
続する住居間の移動(厚生労働省令で定める要件

に該ヨするモのに限る。)を通勤災害保護制度にお

ける通勤に台めるものとすること。

第3 労働保険の保険料の徴収等に関する法律

の一部改正、

1 有期事業に係るメ 1) 、y卜制(事業場ごとの災害

率による保険料の調整)の見直し

事業場ごとの災需率による保険料の調整幅の最
高限主を、イl期事業について 4 0パーセント(山, 35

パーセント)に拡大すること。

第4 労働時間の短縮の促進に関する臨時措置
法の一部改正

1 題名
題名を「労働時間等の設定の改善に闘する特別

措置法」に改めること。

2 目的
j去の目的を「我が国における労働時間等の現状

及び動向にかんがみ、労働時間等設定改書指針

を策定するとともに、事業主等による労働11寺IUJ等の
設定の改善に向けた日主的な勿力を促進するため

の特別の措置を講ずるととにより、労働斉がその有

する能力を有効に充障することができるようにし、もっ

て労働者の健践で充返した生活の実現と国民経治
の健全な発展に資すること」に改めるとと。

3 定義

この法律に ;[3いて、「労働時間等」とは労働時問、
休U及び年次有給休暇その他の休暇をいい、「労
働時I~J等の設定」は労働11寺|札休 H 数、年次有給

休暇を日える時季その他の労働時間等に闘する事
項を定めるととをいうものとするとと。

4 事業主等の責務
l及び2の改王に伴い、事業主等の責務を次の

ように改めること。

(1)事業主は、もの展川する労衡者の労働|時|自l等
の設定の改肴を図るため、業務の繁闘に応じた
始業及び終業の時刻の設定、年次有給休暇を

取得しやすい環境の整備その他の必l止な拍i肯を

講ずるように努めなければならないものとするこ
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と。

(2) 事業主は、労働時間等の設定に当たっては、

労働時間等に関する実情等に照らして、健康の

保持に努める必'～があると認められる労働者に

対して、休暇の付5等に努めるほか、干の養育

ムくは家族の介護を行う労働者、単身赴任青、白

ら版業に関する教育訓練を受ける労働者等の特

に配慮を必要とする労働者について、その事情

を考慮するように努めなければならない三と等と

すること。

(3) 事業主の同休は、その構成員でaる事業主の

雇用する労働者の労働時間等の設定の改害に

悶し、必l止な助言、協 }Jその他の援助を行うよう

に勿めなければならないものとすること。

5 労働時間等設定改善指針

(1) 固が策定するをのとされていた労働時|山知縮

推進計l向に代えて、厚生労働大臣が、 4に定め

る事項に関し、事業主等が適切に対処するため

の指針(以下 rr労働時|山等設定改害指長十」とl¥"¥)

を定めるものとすること。

(2) 厚生労働大口iは、従前の労働時間短縮推進

計画を策定する場合と|百j様に、労働 11寺I~J等設定

改善指針を定める場合には、関係行政機関の長

と協議し、都道府県知事の,ê~見を求陀るとともに、

労働政策審議会の意見を位、かなければならない

ものとすること。

6 労働時間等の設定の改善の実施体制の整

備

事業主は、労働時間短縮の五施{木市JIの整備に

代えて、労働時間等の設定の改書に関する事項を

調杏干評議し、事業主に意見を述べることをR的とす

る委員会を設置する等必要な休制の整備に努めな

ければならないものとすること。

7 労働時間等設定改善委員会の決議に係る

労働基準法の適用の特例等

(1) r労働時間短縮推進委は会」、を「労働時間等

設定改書委員会」に改め、労働時I~J等設定改善

委員会における決議について、従前の労働時間

短縮推進委民会における決議と同様に労使協

定に代えることがでさること等とすること。

(2) 労働時間等設定改善委員会が設置されてい

ない事業場において、事業主が労働者の過半数

で組織する労働組合等との書面協定に基づき「

定の要件にi且台する労働安全衛生法に規定す

る街中委員会 1(副主に規定する安全衛中倭員会

を含む、以下同じ。)に、事業場における労働時

間等の設定0:改者に関する事項を調査審議させ、

事業主に意見を述べさせξ二ととしたときは、当該

衛生委員会を労働時間等設定改善委員会とみ

なして、その決議を労使協定に代えるととができ

ること等とすること。

8 労働時間等設定改善実施計画

「労働時間短縮実施計画」を「労働時間等設定改

菩実施計画」に改め、従前の労働時 IUJ照縮実施計

l同!と同様に、同 の業種に属するこ以上の事業主

は、共同して、労働時間等設定改害実施計画を作

成し、厚桁労働λ匝及び当該業積に属する事業を

所管する大臣の承認を受けることがでさること等と

するとと。

9 労働時間短縮支援センターの廃止

指定法人である労働時間短縮支援センターを廃

止するとと。

10 法の廃止期限の削除

j去を平成 18年3月 31 Rまでに廃止する毛のとす

る規定を削除するとと。

第5その他

1 施行期日
この法律は、 、 i.l成 1 8 +ド4月1月かう施行するをの

とすること。ただし、第1の4は平成 18年 12月l目か

ら、第4の 10は公布の口から施行するモのとすると

と。

2 経遇措置
(1 )平成2 0 年3月3 1 0までの聞における第lの6の

適川については、労働安全衛恒法第 13条第五止

の政令で定める規模の事業場に限るをのとする

こと。

(2) (1)に定めるもののほか、この法律の施行に

閣し必要な経過措置を定めること。

3 関係法律の整備

その他関係法律について、 PII必の規定

の整備をfTうこと。 国
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労災保険料率の設定に関する検討会報告書

「労災保険料率の設定に関する検討会」報告書
一労災保険率、業種区分、メリット制一

2005年1月
労災保険料率の設定に関する検討会

Iはじめに
1.「労災保険料率の設定に関する検討会」に 
□し、て
労災保険率は、労働保険の保険料の徴収等に 

関する法律及び関係政省令(以下「徴収法令」とい 
う。)の定めにより、将来にわたる労災保険の事業 
に係る財政の均衡を保つことができるように過去3 
年間の災害率等を考慮して、業種別に設定するこ 
ととされ、近年は新たな災害率等が把握される3年 
ごとに、公労使三者から構成される審議会での審議 
を経た上で改定を行っている。
平成15年12月、総合規制改革会議(平成16年 

3月31日、総合規制改革会議廃止。同年4月1日、総 
合規制改革会議の後継組織として規制改革•民間 
開放推進会議設置。)の第三次答申(平成15年12 
月22日)においては、業種別リスクに応じた適正な 
保険料率の設定について、より専門的な見地から 
検討を行い、平成16年度中に結論を得べきことと 
されたところである。
これを受けて、社会保障、保険(保険数理を含 

む。)、経済等を専門分野とする学識経験者を参集 
して、「労災保険料率の設定に関する検討会(以下 
「検討会」という。)」を平成16年5月12日の第1回以 
降12回にわたり開催し、近年の産業構造や就業実 
態の変化等を踏まえ、労災保険率の設定の具体的 
な方法等について検討を行った。

2.労災保険制度について
労働者災害補償保険(以下「労災保険」という。) 

は、業務上の事由又は通勤による労働者の負傷、 
疾病、障害、死亡等に対して迅速かつ公正な保護 
をするため、必要な保険給付を行い、あわせて、業 
務上の事由又は通勤により負傷し、又は疾病にか 
かった労働者の社会復帰の促進、当該労働者及び 
その遺族の援護、適正な労働条件の確保等を図り、 
もって労働者の福祉の増進に寄与することを目的 
としている。
労働基準法において、事業主の無過失賠償責任 

の理念が確立し、災害補償を受けることは労働者 
の権利であることが明確にされるのと、時を同じくし 
て創設された労災保険は、業務上の災害に際し、事 
業主の一時的補償負担の緩和を図り、被災労働者 
等に対する迅速かつ公正な保護を確保するため、 
事業主の補償責任を担保する制度としての役割を 
果たすと共に、給付内容については充実が図られ 
てきている。
労災保険は、一部の事業を除き、労働者を使用 

する全ての事業に適用される強制保険であり、労災 
保険事業に要する費用は、事業主が負担する保険 
料及び若干の国庫補助金等によって賄われている。 
また、労災保険により被災労働者等に対する給付 
がなされた場合には、その範囲で事業主は労働基 
準法の補償責任は免れることとなる。
保険料は、労働者に支給された賃金総額に労災
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保険率を采じて得た額であり、労災保険率は、徴収

法令の定めにより、 1守斗止にわたる労災保険の事業

に係る財政の均衡を保っととができるよう、事業の

積額ごとに、過lよ3年 IUJに発恒した保険給付等に基

っき算定した保険給付に要する費用の予想額を基

礎とし、過去 3年間の災害率、労働福祉事業として

行う事業の積額及び内容、事務の執行に位する費

用の予想傾その他の事情を考!告、して定められてい

る。

また、労災保険は、保険料負担を調整することに

よって事業主の労働災当防止の肉主的努力を促進

する機能を有している。これは、業種区分ごとの災

需率に応じて保険料率が|下する「業種別労災保

険率の設定」と個別事業の災告率に応じて上下す

る「メリ、ソ卜制」により機能している。

このように、労災保険は卜 iiliの被災労働者等に

対する迅速かつ公在な保護を行うのみならず、労

働災害防止のインセンティブを宅井せ持つ制度であ

る。

3目検討の視点

労災保険率は、た樋ごとに作業態様等の京異に

より、災当率が異なるという五態を前提として、事業

主の労働災害防止のイニセンテ fフ手促進の観点か

ら、業碕ことに設定されている。しかし、社会保険で

ある労災保険制度においては、必ずしも厳密に業

種別に収支均衡させる必要があるという考え方は

とっておらず、労災保険率の算定の際には、給付

の 部に相当する費用については、全業種 律の

賦課によることとしている。とのような中、労災保険

率改定に閃する基礎資料の公湖、決定手順のより

ー層の透明化等が求められると共に、業種別lのリ

スクを正俸に反映した労災保険率の設定とはfよJて

いないという問題提起がなされてし渇。

また、労災保険の業種区分については、現在 51
業種に区分されているが、長年にわたる虚業構造

の六幅な変動等によって、約 1,000人規模のうた種か

ら、適用労働者数では全業種の M刊(約2,858)j人)

を占める業種も現れるようになっており、とのような

現状を見直す必立!iがあるのではないかと考えられ

る。

さらに、近年、事業二U山本の 部から労働災需

防止努力をより 層保険料に反映させるため、メ l}y
卜増減幅を拡大すべきとの要望がなされている。

以|の問題意識等を踏まえて、労災保険料率の

設定に関する主な諭).～ (労災保険卒、業種区分、メ

リット制)に関し、総合的に検討を行った。

H 現状と検討課題

1 労災保険率

(1)現状
労災保険率は、 51の業種区分ごとに過去 3年間 

の労災保険の給付等に基づき算定した保険給付に

要する費用の予想、額を基礎とし、適用を受けるすべ

ての事業の過去3年間の業務災害及び通勤災害に

係る災需率悦びに、一次健康診断等給付に l止す

る費用、労働福祉事業及び事務の執行に要する費

用等の予怨額その他の事情を考慮、して定めるとと

とされている。

業務災'占分にかかる料率の算定は、業務災当に

おける短期給付分及び長期給付分について業種

別に行うことを基本的な考え方としており、このうち

業務災当における短期給付分については 定期

間 (3年間)の収支が均衡するように賦課する「純賦

課方式」を、長期給付分については災常発中|噂点

の事業主集同に年金給付等の将米給付費用を賦

課する「充足賦課方式」を採用しているが、給付の

部に伺当する費川については、全業碕 律に賦

課している(注) 。

その也、非業務災害分(通勤災害分及び次健

康診断等給付分)、労働福祉事業及び事務の執行

に要する費用があり、これらは全業種 律の賦課

としている。

労災保険率の設定にあたっては、|記の基本的

な考え)jに沿って算定される主主に基ついて、 3年ご

とに改定している。改定に際しては、労災保険率が

過大に変動することがないように、また、産業構造

の変動等を踏まえて、激変緩和 l措置(例えば、平成

15 年度においては、:t4jl ,000以内の改定とした。)

等の配慮を行っている。

(注)
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料率(業務災害分)の算定にあたって、以下の

部分については、全業種 律の賦課としている。

①短期給付分

労働基準法第81条の打切補償の規定等をメ

ルクマールとして、災告発生から 3年を経ている

短期給付については、全業種一律賦課として算

定している。

②長期給付分(過去債務分を除く。)

労働法準法第 81条の打切補償の規定、同法

第 77 条の降需補償の規定等をメルクマールとし

て、被災後 7年を超えて文給開始したものについ

ては、全業種一律賦課として算定している。

③ j且lよ債務分

平成元年度当時に字卦ナる既裁定年金受給者

に係る将来給付費用の不足額を、平成 3S年度

まで全業積一律に賦課している。

平成元年度当初、事業主が負担すべき過去

債務分の料率は 1.5/1 ,0 0 0 であったが、平成 7年 

度にl . l/1 ,0 0 0 、、 'l成 10年度にl.0/1,0 0 0 、平成

13年度1=:0.6 /1, 000 に引き下げられ、平成 IS年

度(現行)に 0.1/1サoω げよってL泊。

(2)課題
労災保険率については、業種ごとの11"支は必ず

しも均衡しておらず、業種目リのりスケを単純に反映

したものとはなっていないが、事業主集凶の労働災

告防止へのインセンティブをイl効に働かせるという

観点からは、業種ごとに異なる災害リスクを止憾に

反映したものとすべきとの考え方がある一方で、社

会保険として必ずしも業種別lには収支が均衡する

必要はないとの考え方もあり、とれらの考え方を踏

まえて適正な労災保険率のあり方について検討す

る必要がある。

労災保険率を設定する)～-)～については、現状

においては必ずしもその全てにわたって明確に示

されているとはいえない状況があり、今後はより明

催なルールを /J~す必要がある。その際、長年にわ

たる産業構造の変化に伴い規模が小さくなった業帯電

においては、過去に発生した災当等により過大な負

J口となるという問題があるが、とれをどう考えるか、

また、保険料の水準が過度に変動することを避け

る観),~からfTわれている激変緩和 lの措置のあり )j

等について検討する必些がある。

さらに、労災保険率改定のプロセスを通じての基

礎資料の公開、決定千l順の透明化についてもより

一層の改書方策を検討する必l止がある。

2目業種区分

(1) 現状

労災保険制度は、業"邸11に労災保険率を設定す

る制度を採用している。とれは、業種ごとに作業態

様等の五時異により、災需率が異なξ弘通う実態を前

提として、労働災当防止のインセンティフ促進の飼

点から、業種別に設定することが適切で主るとの判

断に基づくものである。

労災保険の業種区分は、労働災当防止イニセン

ティブを有効に機能させるという観点カ泊、作業態

様や災需の積績の煩似'1"1のあるうた積グ凡ープに

着目して、当該グループごとの災告ギを勘案して分

類するとととしている。その際には、費用負 tOの連

帯刊の下に労働災需防止活動を効果的に浸透さ

せていくことのできる業界同休等の組織状況等につ

いても間酌するとととしている。また、保険技術上の

観点から、保険集凶としての規模及びH本標準産

業分類に基づく分類等について勘案することとして

いる。

労災保険は、 i J i I T JIJ事業場数約 265 万、適川労働 

者数約 4,819 )j人を擁しており、その業種は、現伝

51業種に区分されている。乙れまでは、上記の考え

方に基づき、災需率の比較的高い製造業、建設業

などでは区分が細分化されているが、サービス業を

中心とする第二次産業等については、比較的大折

りの灰分となっている。

(2)課題
現行の業種区分を見ると、各業種は概ね数万人

カら百数十万人科度の規模の保険集凶として構成

されているが、その '1'には、保険集阿としての規模

が相出縮小している宅のが存存しているにオリ=は、

①産業構造の変動により規模が急減したため、過

去における災当等で収支状況が悪ぐオ災保険率が

向い業種、②規模は小さいが災害率が低いため、

保険の収支状況と労災保険率が低く安定している

業種、がある。)。また、 ー)jでは、「その他の各種事
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業」のように適JIJ事業場数約 132万、適川労働者数

約 2,R5R )J人と、｛也に比して規模が大きく、かつ、卸

売・小売業、医緑、教育等の多様な虚業が含まれ

るうE碕灰分もある。

以上の状況から、最近の産業構造の変動、技術

革新の進展及び保険集団としての規模等の状況を

踏まえ、業樋灰分に閲する|記 (1 )の基本的な考

え)jに基づ、き、業種区分について改めて検討する

必要がある。

3 メリッ卜制

(1)現状
労災保険のメリット制は、一定の l立f H継続事業

については 定の規模以上、イJ期事業については

催定保険料又は請負金額等が一定額以上のモの)

を満たす事業について、何々の事業の労災保険の

収支(メリット収支卒)に応じて、非業務災当分を除

く労災保険率ムくは保険料の額を、縦続事業につい

ては:::I::: 4 0 5!tの範岡で、一括有期事業及び有期事業

については土 3 5 %の範囲で増減させる制度である。

とのほかに、特例メリット制として、労働者の安全

又は衛十を確保するたるtの一定の品世(労働安全

衛生規則l第 61条の 3第 l項の規定による認定を受

けた日頃に規定する百|固に従い事業主が講ずる

快適な職場環境の形成のための品開)を諦じた中小

企業である継続事業場が、その適用を希望した場

合に、メリット増減幅を: : : t 45%の範凶で増減させる

制度がある。

メ1),ソト収支卒別の適用事業場の分布を見ると、

メリット適用事業場の 8割以上の事業場で保険料が

減額されてL唱。また、 40%又は+40%の最λ
の引下げ又は引上げの区分に事業場が集'1'して

いる。

4 0 %の事業場が多いのは、近年の労働災需

のj戒少傾向を以映して、無災当事業坊が増加して

いるためと考えられる。一方、十 4 0 %の事業場が多

いのは、近年の労働災需の減少等による労災保険

率の引下げに伴い保険料が低減し、分母にあたる

金額が減少している三とにより、小規模事業場にあっ

ては、一度重篤な災需が光恒すればメリット収支率

が極端に悪化するためと考えられる。

(2)課題

業務災当に係るメリット制は、業種区分が同 で

あっても、力l~災害の事業場と労働災害を発生させて

いる事業場との山において保険料に長を設けるこ

とが、労働災告防止のインセニティブを促進するとい

う点で必要である。このメリット制に関しては、適用

事業場の必f'1とメリット増減率江田とをどう設定する

かという課題がある。

これらを検討するにあたっては、全般的に災害

率カ吋J｛下している中で労働災需防止¢インセニテ f
ブをより高めるという飼 lz:から、メリット市JIがどのよう

な役割を果たし符るか考える必要がある。また、越

川必1 '1の緩和及びメリットI目減率の拡大は財政由

では保険料収入が減少する効県をもたらすことか

ら、そのi戚少分を確保するために全体の労災保険

率が引き|カ旬、川わト制が適JIJされない事業にとっ

て不利になることにも考虚する必要がある。

端末続事業と有期事業の聞に、メリット増減率の幅

に長があることについても検証する必必がある。

また、特例メリットfljlJについては、充分活用されて

いない現状を踏まえ、中小企業の安全衛生ノk準の

|何|等に資する有効な政策として活川を併進する

)j策について検討する必要がある。

皿今後の基本的な対応

労災保険率の設定については、とれまでの制度

運営を通して定着してきた一定の考え方に基づいて

fTわれてL、るが、 IIに示された課題をイlしていると

とろである。とのため、出検討会において、とれら

の課題を台め、労災保険率の設定に閃する主な論

点(労災保険卒、業種区分、メリ、ソ卜市1)に閣し総合

的に検討を行った結果、新たに労災保険率の設定

に係る今後の基本的な対応についての考え方を以

下のとおり取りまとめた。

行政においては、とのとりまとめを踏まえるととも

に審議会における検討等の所必の手続を経て、労

災保険率の設定に閣する基本自Jなルールを改め

て策定し、とれを明示する三とが必要である宅のと考

える。

さらに、労災保険率の決定子順の 層の透明化
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を図るたるtの改善方策が必立主であることから、行政

においては、今後に主卦ナる労災保険率改定のプロ

セスにおいて労災保険率の改定に係る検討の県礎

となる資料を公闘するとともに、これに基っさいて審

議会での検討をfTうなど適切な子続きを経て、労災

保険率の設定が行われることが必要であるものと

考える。

労災保険制度の今後の運営にあたっては、この

ように、労災保険率の設定に係るルールの明示及

び手続きの透明化を図ることを通じて、制度の運営

に対する信頼を高詑るように努めることが重要であ

る。その上で、労災保険制度が被災労働斉等に対

して迅速かつ公正な保護を行うために事業主に加

人が義務づけられた強制保険であることを踏まえ、

被災労働者等に対する｛思議機能を確実に果たす

とともに、労働災需防止のイLセンティフを促進する

ように労災保険制度が適切に運営されることが望

まれる。

1 労災保険率

(1)基本的な考え方

イ業種別の設定

労災保険率は、業種別に災当リスクが具なるとい

う観点及び労働災害防止イニセユテfブ?を促進し、

かつモラルハザードを防止する観点から、うた積別

に設定することが適当である。

労災保険率は、次に掲げる財政方式及び賦課方

式に基づき、過去 3+ドIUJの保険給利実績等に基づ

いて算定する料率設定期間における保険給付費

等に要する費用の予怨額を某礎とし、労働信社事

業及び事務の執行に必する費川の下恕額を考慮

して算定することが適当である。

口改定の頻度

労災保険率は、労災保険財政の円滑な運営、保

険料負担の不公平感の是花、労働災告防止イ二セ

ユティブ?促進の観去がみ随時見直すべきであるカ丸

事業主等に対する周知、事業主の事業運営の安

定性確保、保険子続に係る事務の安定的な処理の

観点力、らは、頻繁な改定は避ける必要があるため、

貯、則として3年ごとに改定することが適当である。

ハ.業種別の料率設定に係る基本的な財政方

式
業務災当分の料率については、業種別に短期給

付分汝び長期給付分に分けて算定することが泊出

である。

短期給付の財政 )j式については、基本的には短

い期間で給付が終了する性怖のモのであるため、

定期|日J ( 3年|自J)の収支が均衡するように賦課す

る)j式(r純賦課)j式J)によることが適当である。

また、長期給付の財政方式については、長期に

わたる年金等という形式での給付で庇るため、その

ような労災事故を起こした責任は労災事故発生時

点の事業主集団が負うべきで主るという観点かう、

災常発桁|時点の事業二目集出から将来給イ、J分も台

め、年金給付等に要する費用を全額徴収する )j式

(r充足賦課方式J) によるととが泊～である。

二全業種一律賦課

a業務災害分

短期給付のうち災害発生より3年を経てL沼給

付分、長期給付のうち災言発平均ら 7年を超えて

支給開始される毛の及び、過去債務分については、

以トの開由から 3該事業主の業種だけに責任

を負わすことは適当ではなく、全うた碕一律で算定

することが適当である。

① 短期給付分
労働基準法第81条において、被災後 3年を超

えても傷病が治ゆしない労働者について、 3年経
過時点で打切補償を行い 3殺事業主はそれ以

後補償を行わなくてもよいとされていることから、

災告発生から 3年を経ている短期給付について

は、～該事業主の業種だけに責任を負わすこと

は適当ではなく、全業積一律賦課として算定する

ことが適当である。

② 長期給付分(週去債務分を除く。)

労働基準法においては、概ね治ゆ後、労働者

災当補償保険法での年金 4年相当分※の給付

を事業主責任として:fo'J 、短期給付分に係る事業

主長任(I記 (1))と合算して、災需発中かう最高

約7年十日当分の給付が、労働基準法が定めた事

業主責任分の段両額と考えるのが妥ヨである。

このようなことから、長期給十J分については、災

告発生円(又は発症刊から 7年を超えて支給が
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開始される年金等給付費JIJは当殺事業二以の業

種だけに責任を負わせることは適当ではなく、全

業種一律賦課として算定するととがi且3である。

※(労働基準法第77条)治ゆした労働者に降下空

等が残り、労働基準法jJJl表第n :基づく災当

補償(第1級)は、平均賃余の1,340日分であ

り、労働者災宵補償保険法の陣需補償年金の

額でみξと4.28 (~1,340/313) 年相当分となる。

③ 週去債務分
過よ債務分は、、 1"0足元年度当時における既

裁定年金受給者に係る将来給付費用の不足翻

を平成4年度カも継続して積み立てているモの

である。(、 'l成 15年度以降の料率:0.1/1, 000)

積立金に関しては、平成 15年度末現在におい

て2ヲ000億円程度の積立不足があり、今まで切ii&
L:1責務についての考え方を考慮すξと、現時点

においては、全業種 律賦課の1］え)jを継続す

るととが適3である。

なお、具体的な料率については、 H本経済の

動向を踏まえた今後の労災保険則、政の見通し及

び今後の積立余の状況を踏まえて設定すること

が〕直当である。

b.非業務災害分等

非業務災害分(通勤災害分及び一二欠健康診断

等給十J分)、労働福祉事業及び事務の執行に叫

する費用については、以下の理由から全業種

aで算定することが適出である。

① 通勤災害分
通重力という行為は労働者が労務を提供するた

めに不ロJ欠の行為であるが、業務と異なり事業

主の直接の支配管理下になく、また、通勤に団す

る住居、通勤子段、経路の選択は基本的に労働

斉 ())/sIJの事情によって決まる事柄であるととから

通勤災需についての負担は、業種にs'J係なく全

業種 律とすることが適当である。

② 労働福祉事業及び事務費分

労働福祉事業に係る費JJJ(特別支給金を除。

については、労働福祉事業が被災労働者等を対

象とする事業だけでなく労働災害の防止、労働

者正健康の噌進等、全うた積にまたがる事業を展

開しており、また、事務費についても、保険給付・

徴収事務とも全て¢事業場を対象とじといるため、

これらの負担についても、全業種 律とすること

が適～である。

なお、労働福祉事業の内容及び負担水準等

の問題については、労働福祉事業のあり )jに係

る政策論を踏まえて議論する必要がある問題で

あることから、別途の場において検討されること

が望ましい。

(2)激変緩和措置等
うE積~IJの労災保険率は、原則として、|記 (1 )の

基本的考え)jにより、業種別lに算定された数値とす

るととがi面白である。

しかし、算定された数値が大幅に変動した場合に、

これに対応して労災保険率を 挙に大幅に引き上

げることについては、企業における対応が閃難で

ある場合も恕定さ才ほことカも、一定例数変緩和拍

置を講ずることもやむを得ないものと考えられる。こ

のi' I ! J .変緩和措置の具体的な内容については、労災

保険率の全般的な水準にも関連する問題であり、

あらかじめ 義的に決めることは困難であることか

ら、今後の料率改定時において、過去3年間の数

理計算も踏まえて改めて設定することが適当である。

さらに、過去に発生した災当等による給付が継続

しているが、急激な産業構造の変化に伴って事業

場数、労働者数の激減がやじたため、保険の収支

状況が著しく悪化している 部の業種rc金属鉱業、

非金属鉱業メは石炭鉱業」等)においては、業種別

に算定された数値が現在の事業主の労働災需防

止努力の結以として評価される水準を超えて過大に

算定されるとともに、その数値は今後も悪化してい

くことが想定される。これらのうた種の労災保険率に

ついては、通常の激変緩和措置を適用するだけで

は料率改定時ごとに労災保険率が際限なく上昇す

ることも想定され得ることから、一定の|限を設け

ることが必要であるかどうかについて、過去3年間

の数開計算を踏まえて、労災保険率の IJ</ 1'に関す

るこれまでの状況や使川者の負担能力等をも勘案

しつつ、只休自Jに検討を行うことが適当である。

なお、 j服従緩和措置を講ずるととにより財政的な

影響が出る場合には、そのど、必なp斤'~額について

は、全業種 律賦課とすることが適当である。

安全センタ情報2 0 0 5年3月号 49



EL事究明~:丑EヨÍ)}:t喝司同~~~ J.量巧;詞 E E F主主主戸田園田園田園田園田園田園田園田園田園田園田園田園

2 業種区分

(1)基本的な考え方

労災保険制度は、業種ごとの作業態様等の舟異

により災当の種類、災当率が見なるという実態を前

提として、労働災害防止のインセ二ティブ促進の観

点から、業種別に労災保険率を設定している。

労災保険の業種区分は、労働災当防止イ二セン

テfブを有効に機能させるという観点から、作業態

様や災害の結額の煩似'1'1のあるた樋グループ等

に着目して、当該ゲ }v~7'ごとの災当率を勘案して

分類する三とが泊3である。その際には、費用負 )0

の連帯刊の下に労働災需防止活動を効果的に浸

透させてL、くことのできる業界同体等の組織状況等

について間酌しつつ、保険技術上の観点から、{果

険集団としての規模及びH本棋準産業分煩に基づ

く分類等をも開j案することが適当である。

現行においては、災害本の比較的高い製造業、

建設業などでは灰分が細分化されてu校) 、サービス

業を IlliL亡する第三次産業等については、比較的

大折りの区分となっている。しかしながら、産業構造

の変化に伴い、第=次産業が中心となってL渇「そ

の他の各種事業」については、リスケが異なる様々

な業種が含まれている三とかう、上述の考え方にjけっ

て業碕の細分化を図ξことが適当である。

(2)業種区分の見直し

イ 「その他の各種事業」の分割

次期労災保険率の改定に際しては、現行の「その

他の各種事業」の業種区分を見直すこととし、上記

(1 ) の考え方に某づき、まず、作業態様の而に着rU
して、事務従事者割合の比較的高いた積を取り出

し、災主主主、保険集同としての規模等を考慮した上

で、日本標準産業分類り三分類)に対山ぶして、

① 「新刷業又は出版業」及び「通信業」

③ 「卸売業又は小売業」及び「旅館そ江他の宿泊

所の事業」

⑬ 「金融、保険又は小動産の事業」

を分別し、新たな業種区分として設定すξことが適当

で主る。その際、各々の析しい業種区分のいJ部をさ

らに小さなグループ'1:細分化して、細分化したゲ}V~

ブ(以下「適用事業細目」とL行。)ごとに収支状況等

のデータの収集を図ることが望ましい。例えば、(1)
について「新開業」、「山版業」、「通信業」とし、(2)に

ついて「卸売業又は小売業」、「飲食屑」、「旅館その

他江宿泊所の事業」とし、 (3)について「金融業」 、 「保

険業」、「不動産の事業」として、データの収集を図る

ととが考えられる。

現行の「そf他σ得樋事業」のうち、 |一記( 1) 、(2)
又は (3 )に含まれない事業は、当面引き続き「その

他の各種事業」として日ーの業種区分とするととが

適当であると考えられる。

そして、今後必要に応じて業種を適時適切に分押l
することを可能とするため、日ーの業種区分の中で

災需率が異なるうE離を適切にJ百握することができ

るよう、円本標準産業分類を参考として、適用事業

訓Uを適切に設疋した上で、それぞれの適用事業

細Rごとの収支状況等のデータの収集・整備を行

うことが適当である。例えば、「そ江他の各種事業」

の中に含まれる多様な業種について、「医療保健」、

「教育」などに細分化して設定することが考え巴れる。

口統合の検討

保険集団としての安定性を維持するため、規模が

小さいうE離については、今後の労働者数の変化等

の動向を見つつ、統合の検討を行うことが望ましい。

しかし、長年にわたる虚業構造の著しい君主化に伴

い規模が小さくなり、 j且ぷに発附した災害等による

給付が継続することによって保険の収文状況が著

しく悪化している一部の業種については、他の業種

との統合は凶難と考えられることから、現状のうE宿
区分を維持することとした上で、 lの (2)の激変緩和

措置等の必要な対応を行うことが泊～である。

3 メリット制

(1)基本的な考え方

|司じた積灰分であっても、僻々の事業場におい

ては、作業工程、機械設備あるいは作業環境の良

台、事業主の怠識如何等によって、災害率に差が

干しる。このため、労働災害の多雰により保険率(料)

を増減させ、もって事業主の経営感覚に訴えること

により、労働災害防止のインセンティブ、を促進する

機能を有するメリット制は、労災保険制度に必'～な

システムである。
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(2)メリット制の適用要件

メリット制は、個々の事業場の保険収文卒(メリッ

ト収支率)に, C ; 、じて保険率(末↓ )を増減させる制度で 

あるが、労働災需防止インセ二テfブを促進すξと

いうメリッ卜制の目的に照らし、メリ、ソ卜制適用の規模

要件については、以rのように考えるのが泊ヨで

ある。

災自の発生状況を考えると、 今定の労働者数当た

切コ災害の発生倖率が同じ場合であっても、一定期

IUJ当たWコ災常発乍碓率は規模が小さい事業場ほ

ど小さくなる。例えば、危険な作業を 100人で行い、

年に l件の割合で災害が発生するような場合、 20人

でこの作業を行うと5年IUJで11'1 となり4年I~Jは無災

告、 10人では 10年に 1件で、 9年間は無災当となる

ことになる。

したがって、小規模の事業がメリット制の対象とな

れば、無災当であることにより -40%が適用される

期間が長くなるかもしれないが、 Eとたび災害が発

干した場合はメリッ卜収支率が一気に瓜化して+ 4 0

%の適用となるような状況となる。このような場合、

労働災害の増減の詐価を通じて経年的に労働災害

防止インセ二テfブ、を促進させるというメリッ卜制江機

能がイJ効に働かないと考えられることから、メリッ卜

制の対象として一定規模以上と, lう要件を定めると

とはj函当である。

このような考え)jを踏まえたメリ、ソト制の適用要件

の具体的な思準としては、労働災害防止努力の差

異を保険数理的に最小限有意に評価し得る水準の

規模として「年に平均 1件程度の災当が予想される

ような規模」をメルケマールとするととがi且出で主る

と考えられる。

以上のメルクマールにより定められた適用要件

(れ) ( (労働者数) x (非業務災害を除く労災保険率) 

三(災需度係数)を満たす労働者数のL喝事業場)

について、最近の給付実績等から検証をfTったと

ころ災害度係数は現行のり 4と相違ない結果が得

られた。

また、現行の規模要件を拡大すると、無災当事業

の割合が高まるととにより保険料収入の減少が見

込まれ、それを補展するため、労災保険率を全体と

して引き上げる必要があること等の影響毛あること

から、メリット制の適 JIJ'lHIは現状どおりとすること

が適当である。

(汁:)

メリッ卜制の対象は、卜記の「年に、 l '均l f '1程度 

の災当が予想される規模」の事業場を念頭にお

いており、そのような事業場についての「労働斉

数」と「労災保険率」との悶係式を設定している。

まず、保険料と保険給付傾は、それぞれ、

保険料=(労働者数) x (平均賃金) x (非業
務災害を除く保険率) .•• (1)
保険給付傾=(労働者数) x (被災半) x (平 

均給付額) .•• (2)
と表すこと市γEきるが、保険の収支均衡の原則か

ら保険料(1)= ( 2 ) とすると、被災半は

被災率二｛(平均賃金)/( 平均給付客的)x (非 

業務災需を除く保険率) .•• (3)
と表すことができる。また、被災者数(=(労働者

数)x(被災率))を (3)式を用いて哀し、 1年間の

被災者数が 1(人)以!となるという前提より、

被災者数=(労働者数)x ｛ (平均賃金) /(平

均給付額)｝x (非業務災害を除く保険率)ミ

1 .. .(4)

が得られるが、この (4)式を変形すると、以下の

関係式が導かれる。

(労働者数)x(非業務災需を除く保険率)孟

｛(平均給付傾)/( 平均賃金)｝ .•• (5)
この式の右辺｛(平均給付額)/( 平均賃金)｝に

よりボ詑三れた数値を災需度係数と 11 '1'び、メリッ卜

制の適用範囲を労働者数と保険率(業種ごとに

異なる)との関係式として定めているとごろである。

(3)メリッ卜増減幅

継続事業に適用されている現行のメリッ卜増成幅

(士 40%)の拡大については、

ヨ> 制度が湾入された当 11寺と比較して災需率が相

当程度低下している現状においては、メリッ卜増

減幅の拡大による災害防止効果を予測すること

は、 j且i、に比べて難しくなっていること

② Il!在の災告発生状況を踏まえξと、保険料収

入の減少が見込まれ、それを桁填するため、労

災保険率のベースを引き|げる必必が十じξと

考えられること

安全センタ情報2 0 0 5年3月号 51



EL事究明~:丑EヨÍ)｝:t喝司同~~~ J.量巧;詞 E E F主主主戸田園田園田園田園田園田園田園田園田園田園田園田園

③強制保険としての労災保険制度においては、

メリット制の適用によって保険料が訓増しになる

場合の使用者¢負抑能力の問題全考慮しておか

なければならないこと

などの問題があることから、現在の増減帽を維持す

ることが近出である。

一方、有期事業については、継続事業とは異な

り現行では土 3 5 %の範囲で保険率(料)を増減させ

ている。その差が設けられたのは、有期事業への

メリッ卜制の導入当時、当該業種においては重λ災

告が多発する傾向にあり、継続事業と同様のメリッ

ト増減率の幅の設定が、著しい保険料負仰の増加

とそれに伴う事業主の災需防止イニセLテイブの減

退を招くおそれがあったためであり、それを泣けるた

めに有期事業と縦続事業の聞には増減幅に差が

設けられたという経緯がある。

しかしながら、建設事業における最近の災自発

生状況を見ると、度数万f｝えび強度率※が有期事業

へのメリッ卜制度存入当時に比べ著しく低下し、継続

事業が土4 0 %の増減帽に拡大された昭和 55 年当

時の全皇室業の災害発生状況を卜回る求権にまで低

くなってきていることから、これらの取扱いに長を設

ける合理的な理由は無くなってきている。このため、

有期事業(建設の事業)のメリット増減幅は、縦続事

業と|百jじI目減幅にすることが適当である。

なお、メリッ卜増減帽の拡大については、「労災か

くし」を助長するととから拡大すべきでないというd意
見があるが、「労災カベし」については労働基準法及

び労働安全衛生法に違反する事案として行政機関
において厳正に対処される三とは～然のことである。

また、「労災カくし」の背景には、公共て事の指名停

止等をおそれξことなど複合的な要肉が考えられる

宅のであり、「労災かくし」に係る対比、については、そ

れ自体別注検討される必泌がまると考えられる。

※ J主数ギ~(労働災当による先傷者数/交正実労

働時間数)Xl00 万
強度率二(労働J凸失H数/延実労働11寺山数) X

1,印〕日

(4)特例メリット制

特例メリット制については、中小企業である継続

事業場が安全衛生措置(現行は「快適職場の認定」

のみ)を諦じた|で、|司制度の適川を希望した事業

場に対し、メ I).y卜増減帽を土 4 5 %の範囲で増減さ

せる制度であるが、

(走中小事業場では、乙とたび災需が発恒すると

メリット収文卒がJ急激に悪化し、保険料が+ 4 5 %

になるロJ能性が高いこと

@ 対象となる安全衛!f'HI '置が「快適峨場の認定」

に限られていること

③ 特例メリット制17:普及活動と企業への浸透状況

が必ずしも充分ではないこと

などから、十分に活用されていない状況にある。

このため、特有uメリット制の普及活動に努めると

ともに、吏なる活 JIJを図弘中小企業への安全街中

措置の導人を促進するため、対象となる安全衛生

措置を追加するととがi且出である。

また、中小の事業場へのー屑のilllJ IJ促進を図る

観点カもは、政策的なイ:センテイブ、としてのイl効な

措置の導入を検討する必要があり、例えば 45%

～+40%のプラスマイナス非対称型の符入等が考

えられる。

4 今後の状況変化等への対応

今回、本検討会においては、基本的な事項につ

いて、上記のように考え方を取りまとめたが、今後と

も、労働災需の実態、産業構造や技術変化等を踏

まえfこ労災保険財政の健全な運営及び適時適切な

見直しに資するため、専門家の参回全j与て、次の課

題等について継続的に検討していくことが望ましい 3

(課題)

業種区分に関しては、(1)虚業構造や技術変

化等を踏まえて、業積に関する情報を収集する

とともに、業種区分に係る)v~)vに基づき業種

区分の見直しを行うごと、 (2)保険集団が小規模

であることに起因する料率改定での激変緩和J位
置がないような最低規模のあり)jについて検討

すること、等が主主まれる。

また、メリッ卜制lこτρては、創設当時と比べ労

働災当が大雨前三j北少しておコ、今後とも減少が期

待される状況において、メリッ卜制の機能をより実

効あらしめるという観点から、労働災需防止努 )J

をより適切に評価・以映し得る )j 誌など、メリッ卜
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氏名阿部座長岩村大沢

尸斤属機関•役職名獨協大学助教授東京大学大学院教授東京大学社会科学研究所 教授獨協大学教授京都大学大学院助教授 北海道大学大学院教授

制のもつ労働災害防止インセンティブの促進機
能をより高める方策について検討することが望ま 
れる。
あわせて、メリット制と保険財政との関係等に

ついてさらに分析を行いつつ、メリット制の技術
的な手法等についても検討することが望 
ましい。 姍

別紙
「労災保険料率の設定に関する検討会」参集者

高梨 昇三 関東学園大学教授
(50音順)

「労災保険料率の設定に関する検討会」開催状況
第1回

第2回

平成16年5月12日(労災保険制度の概

5月31日
要)

(労災保険率に係る論点)
第3回 6月14日 (メリット制に係る論点)
第4回 6月28日 (業種区分に係る論点)
第5回 7月23日 (各種論点に関する自由討

議)
第6回 9月8日 (論点整理)
第7回 10月5日 (中間とりまとめ)
第8回 10 月18 H (労災保険率に係る検討)
第9回 11月1日 (業種区分に係る検討)
第10回 11月30日 (メリット制に係る検討)
第11回 12月20日 (報告書案の検討)
第12回 平成17年1月11日(報告書案の検討)

基発第1208001号
職発第1208001号 

平成16年12月8日各府省庁官房長殿 厚生労働省労働基準局長 厚生労働省職業安定局長
職場における肝炎ウイルス感染 に関する留意事項について

この度、過去に投与されたフィブリノゲン製剤により肝 
炎ウイルスに感染し、その感染を自覚していない者がい 
る可能性があることから、製剤を投与された者などに対し 
「C型肝炎等緊急総合対策」等で整備した検査体制の利 
用又は医療機関への受診を呼びかけることとしました。
この一環として、今般、三菱ウェルファーマ社において 

フィブリノゲン製剤を納入したとされる医療機関の名称等 
が、12月 9 日［後掲一http://www.mhlw.go.jp/houdou/ 
2004/12/h1209-1/index.html参照］に公表される予定で 
す。
つきまじrは、今回の公表を契機として総合的な肝炎対

策とウイルス性肝炎に関する情報の適正な取扱いがより 
一層推進されることとなるよう、「職場における肝炎ウイル 
ス感染に関する留意事項」を別添のように定め、事業場に 
おけるウイルス性肝炎に対する適切な対応を促進するこ 
ととし、別紙［省略］のとおり、事業者団体等に対し通知し 
たところです。
つきましては、所管団体等に対する本留意事項の周知 

につしユてご協力お願い致します。
別添 職場における肝炎ウイルス感染に関する留意事項
1. 趣旨
ウイルス性肝炎は、通常の業務において労働者が感染 

したり、感染者が他の労働者に感染させたりすることは 
考えられず、また多くの場合肝機能が正常である状態が 
続くことから、基本的に就業に当たっての問題はない。
一方で、ウイルス性肝炎の早期発見、早期治療を推進 

するとともに、事業場において肝炎ウイルス感染者に対 
する適切な対応を図る観点から、事業者は以下に示す事 
項に留意する必要がある。
2. 肝炎ウイルス検査について
我が国のC型肝炎ウイルスの持続感染者は、100万人

村
畑
田

岡
小
倉

浩
彦
理 

和
子
聡 

正
正
真 

国
史
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から200 )ゴ人存在すると推定され、症状がないために、
自分白身の感染を把保していない者が多く、 Mら治療等

がなされなしまま数|イ|後に肝硬変吋哨十がんへ移行する

宅>のがあるとされている。ウイルス性肝炎は早期に適切
な治療を行うことで、完治したり、発杭・進展を遅らせたり

することが可能なことから厚止労働省では、向らの肝炎

ウイルス保有の有無を格認す之てとを勧奨している。
このため、事業苗に対しても労働省が希望する場合に

おいては職域において実施される様々な健康診断等の

際に肝炎ウイルスの検査を叉診す之£とや、自治体等が
実』面している肝炎ウイルス検査等を受診できるよう配慮す

ることが望まれる。

な弘事業育が労働安全衛生法にぶつく位bli診断の機
会をとらえて肝炎ウイルス検杏を実施する場合は、労働昌

の個別の同意に基づいて実施するとともに、その結果に

ついては当該検査を実施した院原機関カミら間接本人に

通知するモのとし、本人の Ici L［まなく本人以外の苫が不用
意に健診受診の有無や結果などを知るごとのないよう|

分に配虚する必要がある。

3 雇用管理等について

(1)採用に当たって
事業者は、労働背の採用選考をイTうl二当たって、 ÛJ~募

者の適性・能力を判断する上で貞に合理的かつ客観的必

要性が庇る場合を除き、肝炎ウイルス検企を行わないこ
と。

な札貞に必要な場台であっても、応募占に対して検査

内科とそ叩必要性についてあらかじめ|分な説明を行っ
たうえで実施する必要がある。

(2)就業上の配慮について

ウイルス性叶 12は、多くの上場合肝炎ウイル7, 1 ,吋本内に 

持続的に存在していながら、数十年間、特に白覚症状も

なく、肝機能も正市である状態が続くロしたがって、そのよ

うな労働昔のための就業上の配慮は特に必要はなく、ま
た処遇について他ω労働者と異なる扱いをする叫由はな

いロもとより目下炎ウイルスに感染していることそれ白休は

就業禁止や解雇の理山とな巴ないことは言うまでをないも
のである。

また、肝炎ウイルスによるh状が見られる労働者につ

いては、他の病気を有する労働者と同様に、その病状等
に比、じ、必要に応じて並業院等と相談のに台料開T情

的な就業上の配慮が必要で主る。 品!ll品

平成 16年 12月9日

C耳目肝炎ウイルス検査受診の呼びかけ

(フィブリノゲン製剤納人先医療機関名江公表について)

フィブリノゲン製剤の投与を受けた可能性のあると思わ

れる方は、一度血液検査を受けて下さい。

フィブリノゲン製剤lは、人の血液の成分を原料とした医
葉品のー稲で、かつては大量出血時の IC血等の目的で、

特に昭和63イ1'61J以前は多くの医療機関で用l'られてい
ました(日併O U 6 3年7月以降、フィブリノケ>製剤は、県本的
に「やむを得ない場合に必要最小限量を使用すること」と

されたため、販売数呈は激減したと報告されてします。)。

しかし、その当時、フィフリノゲシ製剤の原料に混入した

肝炎ウイルスを不活件化するための技術が十分でなかコ
たことから、平成6イ1'*以前に阿製剤を投与された方々
は、肝炎ウイルスに感染しているはJ能性が一般の方より

高いと者えられます。そのため、厚牛労働省では、フィブ

リノゲン製剤の納人先とされている医療機閣を公表し、こ

れら院療機関の協)Jを得て、同製剤を投句されたり能性
のある｝j 々に対し肝炎ウイルス検杏の呼びかけを行うこ

ととしました。

次に該当する方々については、 C型肝炎ウイルス検査
を受日きされることをおすすめします。 C型肝炎ウイルス検

企は、多くの保健所、市町村守で検査を安く受けられるよ
う、体制の整備に努めているほか、～療機関などで叉ける

ことができますロ((参者) C型肝炎ウィルス検空白概要

(PDF: 14KB))
なお、 C型肝炎については、抗ウイルス頃法 (C型肝炎 

ウイルスを肝臓から追い出す)や肝庇護療法(肝細胞の
破壊のスピードを抑える)といった治療法が )6展しつつあ
ります。早期治療につなげるためにも、早期の検査～～診

が責安です。
*フ(7"1)ノゲン製剤の製造工程にS D処理(ウイルスノト

市性化処叫の一種)が導入された時期

［検査受診の呼び制すの対象者］
V平成が|以前に公表医療機関で治療を受け、下記(1)
~ (5)に該当された方

(1)好娠中止は山序時に大量の出血をされた心。

(2) 大量に出向するような手術を受けた方。
(3)食道静脈胞の破裂、消化6～系疾忠、外傷などにより

大量の山血をされた｝jo

(4)がん、白血病、円十炭出、などの病気で「血が止まりにく

い」と指摘を受けた方。

(5)特殊な腎粘,d目白除去(結｛ jを7イプリン:鬼に包埋

して取り除く方法)、気胸での胸膜接着、健・骨折片など

の接着、血が止まりにくい部分の止血などω治療を受
けた h(これ巳の治療は、フィ7"11ノゲン製剤を牛休接着

斉1'のブイプリン糊として使用した例で、製薬会社カら厚
生労働省へ報告されたキJωです。詐しくは治療を~:;:(:け

た医療機関に直接お尋ねください。)
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なお、三菱ウェルファーマ社のデータを基にフィブリノゲ 
ン製剤の納入先医療機関として厚生労働省が特定した医 
療機関は下に掲載するリスト［省略］のとおりですが、同社 
が把握しているデータは昭和55年以降のものに限られ 
ている等の理由から、今回公表された医療機関以外の医 
療機関でも、フィブリノゲン製剤が使用されていた可能性 
があります。
また、上記対象者以外の方でも、肝炎ウイルスに感染 

している場合がありますので、以下のく参考>に該当す 
る方で、肝炎ウイルス検査を受けた経験のない方には、 
肝炎ウイルス検査の受診をおすすめします。
なお、過去に肝炎ウイルス検査を受診されている方は、 

検査受診後、新たにく参考>のような事由が生じていな 
い限り、再度検査を受診する必要はありません。
<参考>
以下のような方々は、C型肝炎ウイルス感染の可能性 

が一般より高いと考えられています。
a. 1992 (平成4)年以前に輸血を受けた方
b. 長期に血液透析を受けている方C.輸入非加熱血液凝固因子製剤を投与された方d. Cと同等のリスクを有する非加熱血液凝固因子製剤を投与された方

e. フィブリノゲン製剤(フィブリン糊としての使用を含む。)
を投与された方

f. 大きな手術を受けた方
R.臓器移植を受けた方
h. 薬物濫用者、入れ墨をしている方
i. ボディピアスを施している方
j. その他(過去に健康診断等で肝機能検査の異常を指 
摘されているにもかかわらず、その後肝炎の検査を実 
施していない方等)

く本件に関する問い合わせ>
〇厚生労働省の問い合わせ窓口
厚生労働省医薬食品局フィブリノゲン製剤納入先公表

TEL： 03-3595-2297(問い合わせ専用)
E-mail:meishokohyo@mhlw.go.jp
受付期間：⑴公表日〜12月28日

(2)平成17年1月4日から当分の間 
受付時間:平日の9:3〇〜18:00(平成17年1月4 

日から)
［編注：その他の情幸5は、http://www.mhlw.乌〇,jp/houdou/ 
2004/12/hl 209- 1/index.htmlでご確認下さい。］

全国労働安全衞生センター連絡会議(略称:全国安全センター)は、 
各地の地域安全(労災職業病)センターを母体とした、働く者の安全と 
健康のための全国ネットワークとして、19卯年5月12日に設立されま 
した。
①最新情報満載の月刊誌「安全センター情報」

を発行しているほか、②労災認定•補償問題等々 M 故
での相談、③「労働安全衛生学校」の開催や講> 
師の派遣など学習会•トレーニングへの協力、④ン 
働く者の立場で調査•研究•政策提言、⑤世界の 
労働安全衛生団体との交流などさまざまな取り組 
みを行っています。

「安全センター情報」は、運動•行政•研究等各分野の最新情報の提 
供、動向の解説、問題提起や全国各地•世界各国の状況など、他で 
は得られない情報を満載しています。
♦購読会費：1部年額10,000円(複数割弓Iあり) 
♦見本誌を請求してください。

全国労働安全衛生センター連絡会議
〒136-0771東京都江東区亀戸7-10-1 Zビル5 階 TEL(03) 3636-3882 FAX(03)3636-3881

安全センター情報2005年3月号55

mailto:meishokohyo%40mhlw.go.jp
http://www.mhlw.%25e4%25b9%258c%25e3%2580%2587%25ef%25bc%258cjp/houdou/


世界から

過労死認定卿を引き下げ
台湾♦在野の要求で労働問題審議会

よる死亡の判定が、労働者が死 
亡前に24時間継続して働いた場 
合、または死亡前1週間に毎日16 
時間以上働いていた場合にしか 
認められないと、CLAが規制して 
いることは、容認しがたい厳しさで

«2004年11M号で、天明佳臣•全 
国安全センター議長が招かれ 
て参加した、昨年4月に台北で 
開催され_ 際過労症検討会」 
および台湾における過労死問 
題をめぐる議論を紹介した。最 
近、CNAが新たな進展を伝え 
ているので、以下に紹介する。
XXX
台北1月7日アジア■パルスー 

過労により死亡あるいは倒れたこ 
とを認定する基準が弓Iき下げられ 
た。台湾労働問題審議会(CLA) 
が、関連規則を改訂したもの。
民間団体からの要求や専門家 

グループによる提案を考慮に入 
れたうえで、CLAは、業務上疾病• 
死亡に関する現行の規則を改訂

含まれると当局者は語った。
CLAは、死亡の前月に被災者 

が超過労働が100時間を超えて労 
働した場合、または仕事中に死亡 
した場合に、過労によって引き起 
こされた死亡と判定している。
昨年4月、いくつかの民間団体 

が、死亡が過労の結果であると判 
定する政府の厳しい基準に抗議 
を行った。
台湾工作傷害受害人協会(TA 

VOI)のスポークスマンは、過労に

あると話した。
台北労働組合連合会のスポー

クスマンは、多くの要因が死亡の 
原因に関係しているにもかかわら 
ず、労働条件に関連した諸要因や 
他の関与してI、る可能性のある社 
会的•心理的要因にふれられるこ 
とは稀であると指摘した。
心臓発作や脳卒中、自殺など、 

多くの死亡原因が、過労によるプ 
レッシャーの結果である可能性が
あるのに、CLAの基準からは除
外されている、とスポーク
スマンは_吾った。

工業団体の地域影響調査
タイ•チェンマイでANROAV会議

した。
CLA安全衛生部のある当局者 

は、日本では「過労死」として知ら 
れる、過労による、死亡および脳 
卒中のように深刻な医学的状態 
という判定に至るための基準は、 
もはや単に労働時間だけに基づ 
くのではなく、そのような事例の判 
定にはその他の業務要因も含め 
られることになるだろう、と語った。
その他の業務要因には、不規 

貝IJな労働時間や作業パターン、異 
常な長時間労働、頻繁な出張、交 
替勤務、夜間勤務および長時間 
にわたる極度に集中する作業、が 

2004年9月24-25日、タイ•チェ 
ンマイ大学国際センターにおいて、 
労働災害被災者の権利のための 
アジア•ネットワーク(ANROAV) 
の年次総会が開催され、タイ、香 
港、台湾、インド、バングラデシュ、 
ネパール、インドネシア、ベトナ 
ム、カンボジアから、約30名が参 
加した。

GAC2004の準備に追われ9 
月11-12日にはインド•ニューデリー 
でのアスベスト•キャンペーンにも 
代表を派遣しなければならないと

いうなかではあったが、アジアにお 
けるアスベスト•キャンペーンの展 
開のためにというたっての要請で、 
日本からは全国安全センター •古 
谷杉郎•事務局長が参加した。
会議自体は今回は比較的時間 

にゆとりをもって情報交換や討論 
が行え、ANRCWの体制と方針、 
被災者のエンパワーメン'卜、玩具 
の安全生産、アスベスト、炭鉱、化 
学物質等に係るキャンペーン、各 
地域ごとの取り組み(東アジア、東 
南アジア、南アジア、メコン)などが
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取り上げられた。
ANROAV自体、ここ1、2年、 

資金が十分得られずに、パートス 
タッフも確保できないまま香撤こあ 
るアジア•モニター •リソース•セン 
ター (AMRC)力5何とかフォローし 
ている状態が続いているが、あら 
ためて体制を整備し、わずかであっ 
ても参加団体から会費も徴収しな 
がら、財政基盤確立に努力する 
ということになった。
確認された体制は、運営委員と 

して5名ーサンジ.)てンディタ(AMR 
C)、陳康錦(香港•労工傷亡権益 
会(ARIAV))、ソンブーン•スリコ 
モドキアー(タイ•職業病公害病被 
災者連絡会議(WEPT))、ジャグ 
デシュ•パテル(インド•民衆トレー 
ニグ調査センター (PTRC.グジャ 
ラート))、それと日本から全国安 
全センター (JOSHRC)の古谷。ま 
た、アポ•ラン(AMRC)、ヴォラビッ 
ド•チャロンロート(タイ•チュラルン 
コン大学)、ァール•ブラウン(タィ. 
アメリカ法律援助センター (ACIL 
S))、ビジャイ•カンヒア(インド•労 
働安全衛生センター (OSHC•ムン 
バイ))、メロディ.ケンプ(オースト 
ラリア•『ワーキング•ライフ：女性 
のための労働衛生に関するソー

スブック』(http://www.amrc.org. 
hk/Working%20for%20Life. 
htm)の著者)でアドバイザリー • 
ボード(天明議長も引っ張り込ま 
れることになるのではなかろうか) 
を構成するということになった。

GAC2004の直前にAMRCの 
アポ•ランが、香港の廃棄物処分 
場問題に関する官民視察団の一 
員として来日、GAC前に帰国せざ 
るを得ず電話でしか話せて！/ゝない 
のだが、その後どうやらファンドが 
とれそうだと言っていた。
アスベスト問题こついては、3年 

間続けてANROtWミーティングで 
も必ず取り上げ、「頭ではわかっ 
てきたのだが、実際に被災者が目 
の前に見えないと…」というような 
状況までは来ていたと思うが、中 
心的な団体の代表がGAC(こ参加 
し、かなり気が入って帰っていった 
ように見受けられるので、今後の 
展開に期待したい。
今回、日本からGACの具体的 

準備状況を紹介するなかで、タイ• 
WEPTのソンブーン女史もぜひ参 
加したいと熱意を示し、資金援助 
も保証してぎりぎりまで調整したの 
だが、残念ながら来日できなかっ 
た。インドネシアのLIPS労働情報 

センターのスタッフも、GACに参加 
する労働組合代表塊絡をとって、 
ぜひ具体的な取り組みにつなげ 
ていきたいと語っていた。
会議には、タイのフレンズ•オブ• 

ウーマン、アロムポンパンガン財 
団、ニコン•ランプーン労働調査プ 
ロジェクト等のNPO代表や学生ら 
も参加。会議の翌26日には、参加 
者は、セックスワーカーのための 
NPOのネットワークEMPOWER 
の事務所を訪問。その後、チェン 
マイのすぐ南ランプーンに位置す 
る、日系企業も多く進出してVる北 
部タイエ業団地に向かった。
この工業団地では、1993年10 
〜11月にかけて、日系企業を含む 
複数の業種の異なる企業で働い 
ていた労働者10数名が相次いで 
謎の死を遂げるという事件が発生 
している(1995年1-2月号62頁参 
照)。同時期に、やはり死亡者も 
出た日系のセラッミクスエ場で働 
いていて、頭痛、発汗、立ちくらみ、 
しびれ等の症状が出て、職場で意 
識を失うことが三度も続いたもの 
の生命はとりとめた女性労働者が 
いた。彼女、マユリーさん(当時30 
歳)は、金属(アルミナ)が原因⑺ 
との診断を受け、会社からは解雇
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されたが、労災認定や解雇による 
逸失利益の支払い等を求めて労 
働裁判所に提訴した。
在タイの日本人らでつくるタイ• 

日本民衆交流フォーラムなどが、 
この事件と裁判の行方を見守り続 
けた。日本でも進出企業問題を考 
える会などが現地からの情報を 
フォロー •支援しようと努力してきた 
が、最終的には本人に不利な判 
断のまま裁判を終結せざるを得な 
かった(1997年1-2月号53頁も参 
照されたい)。
今回、自宅にマユリーさんを訪 

ね、話を聞くことができた(前頁左 
写真。全国安全センター •古谷事 
務局長と)。彼女は、身体の方は 
だいぶ具合もよくなっているが、ま 
だ通院は続けている。いまは平和 
に暮らしているが、4年前に裁判 
継続を断念して力ち工業団地の実 
情は基本的に変わっていない。地 
元のテレビが彼女の話を放映した 
ときには、大方周囲は好意的に理 
解してくれたが、心配していた脅迫 
等もあった。その後、NGOがセミ 
ナー等で自分の話をする機会を 
つくってくれて感謝している等々、 
と話された。
また、工業団地に隣接する村の 

寺院に百名近い住民が集まって、 
工業団地がコミュニティに及ぼし 
た悪影響の話を聞いたり、ランプー 
ンから少し離れたところにある台 
湾資本のロンガン加工工場の数 
年前の爆発事故(2000年4月号 
25頁参照)で死亡した労働者の遺 
族や元労働者数名も来て、話を聞 
いた(前頁右写真)。
地元のNPOニコン•ランプーン 

労働調査プロジェクド?は、北部夕
58安全センター情報2005年3月号

イエ業団地事件とロンガン加エエ 
場事故などが地域に及(£した影響 
について調査しており、報告書が 
今年まとめられる予定とのこと。マ 
ユリーさんの裁判を支援してきた

日本人がこのプロジェクトにカンパ 
を継続しているとのことで、それら 
の方々に不十分ながら今回聞い
てきた話などをお伝えした 
ところである。

参加型アプローチの経験交流
韓国• ILOワークショップに9か国参加

“労働と雇用状態を改善するた 
めの参加型アプローチ”と題して、 
ILOのワークショップが2004年11 
月1-5Hに、韓国で行われ、カン 
ボジア、日本、韓国、ラオス、マ 
レーシア、モンゴル、フィリピン、夕 
イ、ベトナムの9か国から22人が 
参加した。ILOが、韓国政府の組 
織である KLEI (Korea Labor Edu- 
cation Institute)に、会場、人材、 
資金も支援してもらって開催され 
たもの。ILO側は、バンコク事務 
所の/11上剛先生、Bill Salterさん、 
Lynn Villacortaさんが様々な労を 
とってくださった。
アジア各国を対象にしたこの 

ワークショップは今回が初めてだ

そうだが、大きな成功を収めたと思 
う。英語が不得手な私も、もうひと 
りの日本からの参加者である大学 
院生の岡野麻里さんも、グループ 
ワークやロールプレイに参加し、 
発表してきた。
各国からの参加者はすばらし 

く、それぞれの国の取り組みを紹 
介した。小規模職場の改善(WISE 
など)、農業など地域職場の改善 
(WINDなど)、労働組合主導の改 
善(POSITIVEなど)、建設職場の 
改善(WISCONなど)、家内労働 
の改善(WISHなど)、カンボジア 
やモンゴルからは危険な児童労働 
への取り組みも発表された。
セクシャルハラスメントや労働時



各地の便り

間への取り組みについても討議 
された。労働者と管理職が参加し 
て、職場の方針を文章にし掲示し 
て、毎年それを新しいものにする 
などの案が出た。
安全衛生マネジメントシステム 

では、経営者が安全衛生向上の 
ための方針を作って示すことが初 
期のステップになっているが、私は 
様々な問題をかかえる小零細企 
業には難しいと感じていた。しかし、 
できるところから毎年新しくするよ 
うな方針に、セクハラや過労をな 
くしていく具体案を盛り込んでいく 
ことは、やり方によってはできるよ 
うな気がしてきた。
現在の社会では、大小さまざま 

な組織の中で「言ってもしようがな 
い」というあきらめが出ざるを得な 
いように思う。民主主義とは?と思 
うこともしばしばである。しかし、一 
人ひとりの意見と行動による参加 
型の活動は、自分の意見や行動 
が役に立つんだなという実感があ 
る。そして、意見を言い、行動を起 
こすエネルギーになる。このこと 
に管理者側が気がついた職場は、 
積極的に活動を支えてくれます。 
私が産業医をじひる滝乃/11学園 
はその例。国レベルでこの活動を 
支えているところもあり、日本より 
大分進んでいる印象だ。
表現が正しいかどうかわからな 

いが、参加型の活動は民主主義 
の新しい形と思う。それくらい根源 
的なものと思うのである。法規準 
拠型の日本に取り入れることに困 
難はあるが、できるところから拡げ
ていきたいと思った。
(亀戸ひまわり診療所

医師■三橋徹)

内外でGAC2004報告会
長崎他參すべての場所でアスベスト禁止を

2005年2月5日、長崎建設会館 
ホールでなくせじん肺キャラバン長 
崎実行委員会の主催による「2004 
年世界アスベスト東京会議報告会」 
が開催され約80名が参加した。

GAC2004で長崎からは、ワー 
クショッフ。〇で太田哲郎氏(三菱長 
崎造船じん肺訴訟第一次原告団) 
が「弁護団と原告団が両輪となっ 
た裁判闘争」、ワークショップFで 
塚原繁治氏(三萎長崎造船じん肺 
患者会)が「三菱長崎造船所の石 
綿被害と患者会活動」について発 
表している。
報告会では、NHK「クローズアッ 

フ獅とテレヒ潮日「報畝矜ョ 
ン」のアスベスト特集の報道ビデ 
才の上映の後、GAC2004に参加 
された戸田清氏(長崎大学環境科 
学部教員)と太田哲郎氏が報告を 
行った(上写真)。

GAC2004前後のマスコミ報道 
も契機としてアスベスト疾患の患 
者•家族からアスベストセンターや 
地域安全センターに寄せられる相 
談が激増中だが、2月20日には大 
阪のェルおおさか会議室で、関西 
地方の患者と家族の集まりが設け 
られ、約30名が参加した。
この場では、最初にGAC2004 

ワークショップ3の「日本のアスベ 
スト被災者•家族によるパネル• 
ディスカッション」のビデオが上映 
されウェブアルバム掲載の写真 
をうつしながら世界会議の模様が 
紹介された。
中皮腫•アスベスト疾患•患者と 

家族の会世話人の古)(I和子さん 
から、「皆さんに折っていただいた 
折鶴を海外からの参加者に手渡 
し、お借りしたポートレート写真は 
患者と家族の会のブースに掲示
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した」ことなども報告された。
海外では、2月1日、オーストラ 

リア•ヴィクトリア州の労働組合会 
議の会館ホールで、同地域の労 
働組合でつくるオーストラリ•アジ 
ア•ワーカー •リンクス(AAWL)主 
個こより、「すべての場所でアスベ 
スト禁止を一日本からの報告(Re- 
port from Japan - Ban asbestos 
everywhere)」という報告会が開 
催されたという知らせが届いてい

る。現地からGAC2004に参加し 
たデボラ•バランス女史(オースト 
ラリア製造業労働組合(AMWU) 
全国安全衛生コーディネーター) 
がレポーターとのことである。

GAC2004の成果が内外各地
で普及され、「Together for the 
future Jを合い言葉に、アスベスト
のない世界に向けた共同の努力
がさらにひろがることを期
待したい。

受講の効果を再確認
東京•第12回東京労働安全衛生学校

第12回東京労働安全衛生学校 
が、2004年12月3日から4日にか 
けて行なわれ、1銘が熱心に参加 
型安全衛生トレーニングを受けた。 
このトレーニングコースは、東京 
労働安全衛生センターの特徴の 
ひとつ。ILOなどが提唱していた参 
加型労働安全衛生活動を応用し 

て、東京の中小企業の労働者向 
けの基本コースを開発し、改善を 
重ねてきた。とくに国際労働財団 
がアジアの8か国で繰り広げてい 
る労働組合の参加型労働安全衛 
生改善活動(POSITIVE)とべ卜 
ナムメコンデルタでの農業労働生 
活改善活動(WIND)を学習してか 

ら、アクションチェックリストやトレー 
ニング用のスライド、技術セッショ 
ンに適した改善事例の収集を積極 
的に行なってきた。
今回は、2日間で7回グループ 

討議を入れ、初日はセンター職員 
がトレーナーになるが、2日目は過 
去にトレーニングを受けた地域の 
労働者がトレーナーになるように 
した。
トレーニングの初日は、チェック 

リストを使用した工場訪問から始 
まる。チェックリストには、カラーの 
イラスト付きで、2日間で学ぶ5つ 
の技術的分野の37チェック項目が 
ある。訪問した工場は、日本カニ 
ゼンというメッキエ場で、約70名の 
労働者が働いている。
食堂に通された参加者は、工場 

長からの暖かい出迎えを受けた。 
工場が建設された頃は、広い埋立 
地と運河のみで周辺には何もな 
かったが、最近はマンションが立 
ち並び、化学物質の臭気や機械 
やフォークリフトの騒音が問題に 
なることもあるそうだ。また、最近は 
派遣労働者が多く採用され、その 
ための作業教育と安全教育が非 
常に重要になっているとのことで 
あった。
参加者は、工場説明の後、チェッ 

クリストを持って、3班に分かれて 
工場内を回った。
午後から翌日にかけて、訪問 

した工場に5SXZ)技術セッショ 
ンについてグループ討議を繰り返 
した。5つの技術セッションは、物の 
保管と移動、作業を人間に合わせ 
る、機械の設備と安全(以上初日 
午後)、有害作業環境の改善、福 
利厚生と作業編成。
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州知ヲ令。院後会倹護主傘幾多初4衝によるア勺ツsジヂaり""JÃ M':I~:t.。惨事眠.,労務費関''''

技術セ、ソションの前に、 POSI

T I V Eで行なわれている技術セ、ソ

ションにちなんだゲームを取り入

れた。全H参加で行われるゲーム

をう取しみながら、ゲJLーブ討議や

発表には大変熱心な主主勢でト1/-
ニングを受けていた。

2 tJ F l江セッションでは、 H本カ

ニゼ:叫山j皮忠雄さ/しと奥｛士存骨量
の伊藤純ーさんがトレーナーに

なった。 2人の話はいずれも現場

の経験を使ったわかりやすい毛の

で好計だった。また2日Uの局前

には、センターと共に改菩活動を

進めている近くの製桁工場の安全

衛生委Hの入山龍ーさんが、束

ボ労働安全衛桁学校をうけたあ

とに行なった改善を、写買を比せ

ながら報告した。人山さんは、

「チ工、ソクリスl寸こ法づいてやれば

誰でも改善ができる」と話された。

2R目の午後は、グループごと

に、訪問した日本カニゼ、ンへ改善

点(知期 3点と長期 2点)を提案し

た。さらに参加者自身が、今後白

分の職場でどのような改書を行な

う7か、その同棋を作り全員で発

表し合った。この結栄は、バミ年の

センターやu会|職場改善事例発表

会」に活かしていきたL辻 lLLう。

アクションチェックリストと

グループ討議をふりかえって

東京労働安全衛生学校では2

tJ I~Jで、 7lnl~l)L ーフ。討議を行なっ

た。参加型トレーニング成功のた

めには、アクションチェックリストと

グループ。討議が重必だといわれ

ている。

私たちのアクショニチ工、ソクリスト

は、 37唄Hからなりたっている(物

の保管と移動 8項目、作業を人間

に台わせる6'頁U、機械の安全5
唄 H、有害環境の改書 llJ自F、司

福手iJ厚生と作業編成 7項目)。回

答欄は3つあり、提案されている

改善が r1 不必要」、 r2 改善が

必要」、 r3優先的に実行」に分か

れ、 1と2はすべてにつける必叫

が～るが、 3 は改善の優先度が高

いと判断した頃Uのみにつける。

アケ会ョニチ工、ソケリスイ全司自同

について、 r1 不必要」につけた

人は平均2 2 4 % (全回答37) 、r2

必叫」は 10.9%、r3優先J246%、

空欄 2.4%だった。 人の参加者

は大変入J討こチェックされていて、

その方正チ工、ソケは、 rl 不必弘~J

6、r2必要J22、r3優先J9であ

、り r3 優先」のほぼ半分は、乙の

方の Inl答だった。 15名中 r3優先」

にチェックをつけた人数は 5名だっ

た。回答項凶にJ!l~回答がU 立っ

た人は2名だった。(表 1)
分野別に此ξと、 r1不必要」が

一番高かった分野は、「物 rJ: 果管

と移動」でア2. 5 %だった。 r2必叫」

が 番高かったものは、「イl主環

境の改善」で 370%0r3優先」で

は、「機械の安全」で 6.7%。訪問

した工場では、資材ゃ製品が吊り

卜げられて、カートによる運搬が

行なわれていた。また、強椴や有

機溶剤の強多J'なにおいが鼻をっ

き、機械がうなっていた。チェックリ

ア、トを川いたのは初体験の人が多

かったが、考えをまとめるにチ工、ソ

ケリストが有効に作用していたとと

がうかがえた(表 2)。

工場訪問1後第l回目のグル

ブ討議が行われ、訪問した上場で

よかった点 3、改斉点 3を発表し

た。 2円目の午後は7回目のゲ

凡ープ討議で、「訪問した _0揖へ

の最終提案」として、よい点 3、同

期改善提案3、長期改善提案 2を
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決定した。同じ工場の評価が、初 
めての印象と、トレーニングを受け 
てからの結論と比較してどう変化 
したかをまとめた。
初めての印象ではよい点、改善 

点ともに、「物の保管と移動」と「有 
害環境の改善」があげられていた。 
チェックリストの記入をもとに討議 
したと推測され強調された分野は 
似ている。た'し、「不必要」「必要」

双方について「物の保管と移動」 
について指摘が行なわれるなど、
グループ討議により結論が豊か
になっていることがわかる。
また、「最終提案」の分野別分類

と初めてのものとを比較すると、指
摘した分野が広がっていて、特に
「福利厚生と作業編成」について、
積極的な提案がめだった
(表 3)。 姍

過労死によるうつ病労災認定
神奈川♦設計エンジニアSさん

年も押し詰まった2004年12月 
24日、設計業務の過労でうっ病に 
なったSさんに、ついに業務上の 
労災認定が下りた。この日を待ち 
に待っていたSさんの喜びはもち 
ろんだが、本人に替わって、毎日 
のように「認定はまだですか。いつ 
下りるんですか？」と労働基準監 
督署に電話していたSさんのお連 
れ合いの喜びもひとしおだったに 
違いない。

Sさんは、Kシステム(株)でプラ 
ント制御の設計•製作を担当する 
エンジニアで、某大手電機会社か 
らの依頼で設計下請けを業務とし 
て働いていた。不眠などの徴候が 
出始めたのは、原子力発電所も 
んじゅの事故で敦賀へ現地調査 
に行かされて、発電所近くのホテ 
ルに缶詰め状態で、夜昼となく事 
故原因調査の仕事に追いまくられ 
た頃にさかのぼる。
当時、もんじゅの仕事は「タイト

な製番」と言われて、社内でも恐れ 
られていた。その激務が原因で、 
関係会社に自殺者も出ていたか 
らである。この時期をなんとか乗 
り切ったものの、その後にSさんを 
待っていたのは、会社がS製鉄所 
から請け負った底吹転炉の設計 
という、Sさんにとっては専門外の 
仕事だった。この頃から、Sさんは、 
抑うっ気分や不眠、集中力低下、 
意欲の低下、倦怠感を訴えるよう 
になる。しかし、Sさんは無理を押 
して仕事を続ける。この時期も長 
時間労働は軽減されず、夜の1〇 
時や11時まで仕事をする日が続 
いていた。

Sさんは、この時期のことを、「会 
祖こ行くのは辛ぐG何回かT駅で 
電車に吸い込まれるようにして、 
電車が入って来る時にホームす 
れすれまで行き、駅員に注意され 
たり、電車の警笛で驚き後退りしま 
した」と申立書に書いている。自殺

念慮の症状も起きていたのだ。
SさんがM病院に受診すること 

になったのは、市販の睡眠薬の多 
量服用が効かなぐなったことを悟っ 
た、翌年のゴールデンウイーク明 
けのことだった。そこで初めてうつ 
病と診断され、正規の治療を受け 
るようになるが、治療が遅れたこ 
ともあって、その後も症状は容易 
に改善せず入退院を繰り返すこ 
とになる。並行して発作的な自殺 
念慮が度々繰り返されることも、本 
人ばかりでなく家族を悩ませた。
神奈川労災職業病センターに 

相談に来られたのは、2004年5月 
のこと。うつ病発症と診断されてか 
ら4年も経っている。3年前に一旦 
は職場復帰を果たしたものの、事 
情をよく知っている社長が替わっ 
てから、新社長によるSさんに対 
する風当たりも強ぐ^り、症状が再 
発して1年半前に再び休業するこ 
とになった。労災に申請したのは、 
その直後の2003年11月だったが、 
半年経っても決定が下りない。休 
職期間は1年あると言っても、無 
給のままだ。それに数か月も経て 
ば、休職期間切れで解雇されかね 
ない。
センターでは、さっそく所轄のK 

労基署と交渉し、本人聞き取りや 
本人が指示する同僚の聞き取り 
を優先して、調査を迅速に進める 
よう要請した。会社に対しては、休 
職期間切れhなる2004年明が来 
ても、Sさんは労災で休業中であ 
るため解雇できないこと、また、就 
業規則にある「特別な事情」に相 
当するとして、休職期間を延長す 
るよう労基署を通して指導しても 
らった。
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K労基署は、業務上認定とした 
理由について、「専門外の仕事を 
やらされた」ことを挙げている。Sさ 
んは申し立て書で、「S製鉄所の底 
吹転炉の仕事は専門外で、既設 
のソフトウェアから仕様書を起こ 
すため、なかなか顧客の要求とあ 
わず、なかなか設計にはいれな 
かったことなどのストレスから、除々 
に生活のリズムがくるってきた」と 
主張している。
これは、認定基準(「心理的負 

荷による精神障害等に係る業務 
上外の判断指針」)にある「職場に 
おける心理的負荷評価表」で、「仕 
事の量•質の変化」のところに、「仕 
事内容•仕事量の大きな変化が

あった」として「業務の困難度、能 
力、経験と仕事内容のギャップの 
程度」(心理的負荷の強度II)がか 
なりあり、その結果「恒常的な長時 
間が認められ、かつ、過大な責任 
の発生、支援、協力の欠如等特 
に困難な状況が認められる状態」 
と判断され業務上と認定されたと 
考えられる。
申請直後の調査の遅れがあっ 

たにしては、1年数か月で認定させ 
ること力坨きたのは幸1/だったと言 
えよう。今回のSさんのうつ病の労 
災認定は、精神障害の申請件数 
が増えても、まだまだ認められに
くいという厳しい現状では
朗報と言える。 姍

元造船エの胸膜中皮腫認定
大阪參混在作業でアスベストに間接曝露

1952年から1962年まで日立造 
船桜島工場(大阪市此花区)に在 
職したKさんは、在職中のアスベ 
スト曝露が原因とみられる悪性胸 
膜中皮腫を2002年に発症し、左 
肺摘出手術、抗がん剤治療も及 
ばず、昨年7月他界された。67歳 
だった。

Kさん夫妻と知り合ったのは、兵

庫医大でKさんと同室の患者さん 
から紹介されたのがきっかけだっ 
た。病床を尋ねたときは病状が悪 
化していて詳しい話はきけなかっ 
たが、在職中は船内艤装もやった 
ことがあるということがわかった。 
Kさんは、間もなくお亡くなりになっ 
たのだが、残された奥さんの悲しみ 
はとても深かった。

行政文書の公開を通じ行政の透明性と労働生活環境の向上をめざす 
情報公開推進局

http://www.joshrc.org/^open/
新規に入手した公文書など、当サ仆の更新情報と関連情報をメール 
マガジンでご提供します。上記ウェブサイトからお申し込みください。

労災請求をすることになったが、 
発症時からはすでに2年以上が 
経過していたので、すぐに休業補 
償請求を最寄りの西野田労働基 
準監督署に提出し受理してもらっ 
た上で、職歴、最終アスベスト曝露 
歴などの調査、医療機関への対 
応を進めた。
社会保険事務所から入手した 

「厚生年金保険被保険者期間回 
答書」から、日立造船在職期間が 
判明した。回答書に記載された各 
会社におけるアスベスト曝露可能 
性について調査したが、曝露情報 
はあがってこなかった一方で、日 
立造船からは、「艤装関係に就労 
していて、曝露の可能性があった」 
ので事業主証明を行うとの回答が 
あった。
日立造船によれば、Kさんは、 

約3年の見習エを経て、造船部艤 
装係薄鉄工として約3年、同係S 
書エ•仕上げ'エとして約4年、以後 
は原図エとして勤務したあと退職 
していた。
これの作業は、排気ダクトなど 

の取り付け作業や船舶内裝品な 
どの取り付け位置を決める鄴書き 
作業で、直接の石綿取り扱ぃ作業 
かどうかは不明だが、現場では石 
綿を壁、天井、ダクト等に取り付け 
る作業や切断加工作業は輻輳し 
ていて、間接的な曝露を受ける可 
能性はあり、マスクは着用してい 
なかった、ということだった。

12月に業務上疾病として労災 
支給決定があった。Kさんは今、 
中皮腫•アスベスト疾患患者と家 
族の会に参加されているが、会員 
同士の交流にずいぶん励まされ 
たということである。
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各地の便り

船舶用冷凍庫でも中皮腫
滋賀參広範なアスベスト曝露の被害

船内冷凍庫の製造•据付•修理 
に長年従事し、胸膜中皮腫を発症 
して死亡した滝澤嶺児さ凄•京 
子さん(滋賀県大津市在住)が労 
災保険の遺族補償などを神戸西 
労働基準監督署に請求していた 
件で、同署は2004年12月3日付け 
で支給決定を行った。
滝澤さんは、高校卒業後、芦屋 

市の海技大学校などを経て、外資 
系の冷凍機メーカー A社(当時は 
大阪市西淀j 11区)に就職し、60歳 
定年後も委託社員として勤務して 
いた2002年2月に悪性胸膜中皮 
腫を発病し、2003年3月2日、63歳 
の若さで他界された。

A社は、労災請求書に事業主 
証明を行った。積極的に協力して 
くれた同僚の証言もあり、それに 
よると仕事の内容は次のようなも

のだった。
「大型冷凍装置の製造、据付及 

び修理の現場責任者(監督)が主 
な業務で、現場は大型冷凍運搬 
船、漁船、貨物船及び冷凍冷蔵 
庫での作業が主で、現場での作業 
(配管の溶断)は作業員:が行うが、 
周囲は燃え易い材料(板張りにペ 
イント仕上げ)がほとんどのため、 
防災養生としてアスベストクロス、 
同ボード使用であった。本人はこ 
の監視、人手不足の際は助勢作 
業もあった。当時、冷凍圧縮機及 
び管フランジにはアスベストパッキ 
ン'が使用され、またパッキン不足 
とか合致しない場合、現場で加工 
脱着を行った。部署は工務グルー 
プで約20名の在員で、外回りの業 
務が大半であった」。瀬戸内の造 
船所をはじめ、日本各地、海外の

出張業務にも従事した。
2002年2月に体調を崩して自宅 

療養していたが背中が痛ぐ^り、3 
月に市民病院を受診したところ即 
入院となって、針生検を行って「悪 
性右胸膜中皮腫」と告知された。 
翌月に社会保険病院に入院して 
右胸膜全摘手術予定で開胸した 
ものの、左胸膜への転移がわか 
り手術を中止、以後は、抗がん剤 
投与を受けたが、激しい副作用に 
苦しみ投与を中止し、その後は鎮 
痛など対症ケアを受けた。残念な 
がら発病1年でお亡ぐなりになった。
京子さんは、「造船関係の現場 

で働くことが多かったが、造船所の 
社員ではなVゝので労災認定は無 
理だろう」と嶺児さんと話していた。
亡くなられた後、朝日新聞でア 

スベスト関連記事を見て、思い切っ 
て中皮腫•じん肺•アスベストセン 
ターに電話をかけ、その相談を引 
き継いだ家族の会の古川和子さ 
んが滋賀に行き、いろいろな話を 
し、労災請求の手続もはじまった

刪
(関西労働者安全センター)

「化学物質汚染のない地球を求める東京宣言」署名のお願い
「化学物質汚染のない地球を求める東京宣言」は、国際市民セミナー「化学物質汚染のない世界をめざして」(2004 

年11月23日)の場において参加者有志により採択されたものです(2005年1• 2月号77頁参照)。私たち「化学 
物質汚染のない地球を求める東京宣言推進実行委員会」は、本宣言に対するより多くの市民の賛同を集め、日 
本政府に提出するとともにEUをはじめ国際社会にも広く伝えていきたいと考えています。
主催:化学物質汚染のない地球を求める東京宣言推進実行委員会
呼びかけ団体：有害化学物質削減ネッ'［、ワー久ダイオキシン•環境ホルモン対策国民会議、化学物質問題市 

民研究会、WWFジャパン、全国労働安全衛生センター連絡会議
署名の送り先：〒136-0071東京都江東区亀戸7-10-1Zビル4階

有害化学物質削減ネットワークTEL&FAX 03-5836-4359
第1次集約日：2005年3月31日/第2次集約日：2005年6月30日

※オンラインで署名を送付することもできます。http://www.ne.ip/asahi/kagaku/pico/tokyo/index.html
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化学物質汚染のない地球を求める東京宣言署名
個人

内閣総理大臣 小泉純一郎 様

これまで人間が創り出した多くの化学物質は私たちに豊かで快適な生活をもたらしてくれました。しかしその半面、 
私たちの体内だけでなく地球全体がこれまで存在しなかった人工化学物質で汚染されています。この事実と近年の
ガン、心臓血管系疾患､呼吸器系疾患、喘息、アレルギー、生殖器系疾患、脳神経系の発達障害などの増加及び野
生生物に見られる異常との関連が強く疑われています。安全性が確かめられていない多数の化学物質を大量に使用
続けることを許し、有害性がわかっても迅速に対応できないこれまでの化学物質管理のあり方を早急に見直す時がき
ています。

欧州連合(EU)においては世界に先駆け1998年に欧州理事会がEUの化学物質規制の見直しを指示し、2003
年10月に予防原則を取り入れた新しい化学品規制案REACHがまとめられ、現在内容の検討が行われています。

私たちはEUのREACHに対する取り組みを化学物質汚染のない地球への大きな第一歩として高く評価するとと

もに、人の健康と環境の安全を高いレベルで確保するという当初の目標が後退することなく成立されることを強く願い、
「化学物質汚染のない地球を求める東京宣言」を発表しました(裏面)。

日本政府および産業界は、短期的な利害のために人の健康や生態系の安全を犠牲にするような干渉をすること
なく、わが国においても次のような観点を考慮に入れ、市民参加のもとで化学物質制度の包括的な見直しに早急に
取り組むことを求めます。

①予防原則を中心にすえ、より安全な物質等への代替を促進させる。
②安全性の不確かな化学物質を使い続けることをやめる。
③安全性の立証責任を行政から事業者へと転換し、汚染者負担の原則など製造者責任を強化する。
④製品中の化学物質情報の開示など、市民の知る権利を保障する。
⑤規制等の政策決定への市民参加を制度化する。

氏名 住所

主催：化学物質汚染のない地球を求める東京宣言推進実行委員会
http://www.ne.jp/asahi/kagaku/pico/tokyo/

取扱団体

呼びかけ団体：

有害化学物質削減ネットワーク、ダイオキシン・環境ホルモン対策国民会議、化学物質問題市民研究会、
WWFジャパン、全国労働安全衛生センター連絡会議

署名の送り先：
〒136-0071 東京都江東区亀戸 7-10-1 Z ビル 4階
有害化学物質削減ネットワーク
TEL&FAX 03-5836-4359

第一次集約日：2005年3月31日
第二次集約日：2005年6月30日
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化学物質汚染のない地球を求める東京宣言署名
団体

内閣総理大臣 小泉純一郎 様

これまで人間が創り出した多くの化学物質は私たちに豊かで快適な生活をもたらしてくれました。しかしその

半面、私たちの体内だけでなく地球全体がこれまで存在しなかった人工化学物質で汚染されています。この事

実と近年のガン、心臓血管系疾患､呼吸器系疾患、喘息、アレルギー、生殖器系疾患、脳神経系の発達障害な

どの増加及び野生生物に見られる異常との関連が強く疑われています。安全性が確かめられていない多数の

化学物質を大量に使用続けることを許し、有害性がわかっても迅速に対応できないこれまでの化学物質管理の

あり方を早急に見直す時がきています。

欧州連合(EU)においては世界に先駆け1998年に欧州理事会がEUの化学物質規制の見直しを指示し、

2003年10月に予防原則を取り入れた新しい化学品規制案REACHがまとめられ、現在内容の検討が行われ

ています。

私たちはEUのREACHに対する取り組みを化学物質汚染のない地球への大きな第一歩として高く評価す

るとともに、人の健康と環境の安全を高いレベルで確保するという当初の目標が後退することなく成立されること

を強く願い、「化学物質汚染のない地球を求める東京宣言」を発表しました(裏面)。

日本政府および産業界は、短期的な利害のために人の健康や生態系の安全を犠牲にするような干渉をす

ることなく、わが国においても次のような観点を考慮に入れ、市民参加のもとで化学物質制度の包括的な見直し

に早急に取り組むことを求めます。

①予防原則を中心にすえ、より安全な物質等への代替を促進させる。

②安全性の不確かな化学物質を使い続けることをやめる。

③安全性の立証責任を行政から事業者へと転換し、汚染者負担の原則など製造者責任を強化する。

④製品中の化学物質情報の開示など、市民の知る権利を保障する。

⑤規制等の政策決定への市民参加を制度化する。

団体名

代表者

住所

電話／FAX

-------------------------------------------- キリトリ--------------------------------------------

(担当者の氏名とe-mailアドレスをご記入ください。実行委員会との連絡用以外には使用いたしません) 

担当者氏名： 

担当者e-mail：
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